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までにその期日を告示された選挙については、なお従前
の例による。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例をここ
に公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第２号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正する条例

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例（平成27年奈良市条例第42号
）の一部を次のように改正する。
別表第１中10の項を削り、11の項を10の項とし、12の項
から14の項までを１項ずつ繰り上げる。
別表第２中10の項を削り、11の項を10の項とし、12の項
を11の項とし、13の項を12の項とする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第３号

奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例
奈良市附属機関設置条例（平成27年奈良市条例第１号）
の一部を次のように改正する。
別表教育委員会の部に次のように加える。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市社会福祉審議会条例及び奈良市感染症診査協議会
条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第４号

奈良市社会福祉審議会条例及び奈良市感染症診査協

議会条例の一部を改正する条例
（奈良市社会福祉審議会条例の一部改正）
第１条 奈良市社会福祉審議会条例（平成13年奈良市条例
第41号）の一部を次のように改正する。
第９条中「保健福祉部」を「福祉部」に改める。
（奈良市感染症診査協議会条例の一部改正）
第２条 奈良市感染症診査協議会条例（平成13年奈良市条
例第40号）の一部を次のように改正する。
第７条中「奈良市保健所」を「健康医療部」に改める。
附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月29日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関
する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第５号

奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等
に関する条例の一部を改正する条例

奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関
する条例（平成17年奈良市条例第85号）の一部を次のよう
に改正する。
第８条中「次の」の次に「各号の」を加え、「他の条例」
を「それぞれの公の施設に係る条例（以下この条において
「施設条例」という。）」に改め、同条第３号中「天災その
他の事由により」を削り、同条に次の２項を加える。
２ 前項の場合において、施設条例に指定管理者に利用料
金（法第244条の２第８項に規定する利用料金をいう。）
を当該指定管理者の収入として収受させる旨の規定があ
るときは、市長は、当該利用料金に相当する額を使用料
として当該公の施設を利用する者から徴収することがで
きる。
３ 前項の場合において、市長は、施設条例の規定の例に
より、同項の使用料の全部又は一部を減免し、又は還付
することができる。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（奈良市温泉施設条例の一部改正）
２ 奈良市温泉施設条例（平成17年奈良市条例第42号）の
一部を次のように改正する。
附則第２項から第４項までを削り、附則第１項の見出
し及び項番号を削る。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び
奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈良市いじめ
防止基本方針
策定委員会

いじめ防止対策推進法（平成25年法律第
71号）第12条に規定する地方いじめ防止
基本方針の策定についての調査審議及び
答申に関する事務



奈良市条例第６号
奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
及び奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部を
改正する条例

（奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の
一部改正）
第１条 奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条
例（平成６年奈良市条例第50号）の一部を次のように改
正する。
第８条の２第１項中「の子」の次に「（民法（明治29
年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が
当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の
成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る
家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）で
あって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭
和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により
同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職
員に委託されている児童その他これらに準ずる者として
規則で定める者を含む。以下第３項までにおいて同
じ。）」を加え、同条第４項中「第１項及び前項」を「前
３項」に、「日常生活を営むのに支障がある者」を「要
介護者」に改め、「第１項中「小学校就学の始期に達す
るまでの子」の次に「（民法（明治29年法律第89号）第
817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間に
おける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭
裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁
判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員
が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164
号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第
２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されてい
る児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を
含む。以下第３項までにおいて同じ。）」を、「）が、規
則の定めるところにより、当該子を養育」」の次に「と
あり、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規則
の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前
項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、
規則の定めるところにより、当該子を養育」」を、「介
護」と、」の次に「第１項中」を加え、「前項中「小学校
就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定め
るところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者
のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護
者を介護」を「第２項中「当該請求をした職員の業務を
処理するための措置を講ずることが著しく困難である」
とあるのは「公務の運営に支障がある」に改める。
第11条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。
第12条第１項第３号中「公有地の拡大の推進に関する

法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地開発公社そ
の他」を削り、「ものの」を「法人の」に改める。
第15条第１項中「職員が」の次に「要介護者（」を、

「もの」の次に「をいう。以下同じ。）」を、「ため、」の
次に「任命権者が、規則の定めるところにより、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする
一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算し
て６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期
間」という。）内において」を加え、同条第２項中「前
項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とす
る一の継続する状態ごとに、連続する６月の期間」を
「指定期間」に改める。
第15条の次に次の１条を加える。
（介護時間）
第15条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をする
ため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継
続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護
者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内におい
て１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当
であると認められる場合における休暇とする。
２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において
１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められ
る時間とする。
３ 前条第３項の規定は、介護時間について準用する。
第16条第３項中「前条第３項」を「第15条第３項」に
改める。
第17条（見出しを含む。）中「介護休暇」の次に「、

介護時間」を加える。
附則第３条中「第15条第３項」の次に「（第15条の２
第３項において準用する場合を含む。）」を加え、「同項」
を「第15条第３項」に改める。
（奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）
第２条 奈良市職員の育児休業等に関する条例（平成４年
奈良市条例第７号）の一部を次のように改正する。
第２条第３号アイを次のように改める。
イ その養育する子（育児休業法第２条第１項に規
定する子をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達
する日（第２条の３第３号において「１歳６か月
到達日」という。）までに、その任期（任期が更
新される場合にあっては、更新後のもの）が満了
すること及び特定職に引き続き採用されないこと
が明らかでない非常勤職員

第２条第３号イ中「次条第３号」を「第２条の３第３
号」に、「子の１歳到達日（」を「子が１歳に達する日
（以下この号及び同条において「１歳到達日」という。）
（」に改める。
第２条の３を第２条の４とする。
第２条の２第３号中「当該子が１歳６か月に達する
日」を「当該子の１歳６か月到達日」に改め、同条を第
２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。
（育児休業法第２条第１項の条例で定める者）
第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者
は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の４
第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その
他の同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、
同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する
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養子縁組里親として当該児童を委託することができな
い職員に限る。）に同法第27条第１項第３号の規定に
より委託されている当該児童とする。
第３条第１号を次のように改める。
⑴ 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、
又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効
力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が
次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった
場合

第３条中第７号を第８号とし、同条第６号中「第２条
の２第３号」を「第２条の３第３号」に改め、同号を同
条第７号とし、同条中第５号を第６号とし、第２号から
第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号
を加える。
⑵ 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由
に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消
された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げ
る場合に該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１
項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し
た場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場
合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童
福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が
解除された場合

第11条第１号を次のように改める。
⑴ 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に規定
する育児短時間勤務をいう。以下同じ。）をしてい
る職員が、産前の休業を始め、又は出産したことに
より、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、
当該産前の休業又は出産に係る子が第３条第１号ア
又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。

第11条中第６号を第７号とし、第２号から第５号まで
を１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。
⑵ 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第１号
に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間
勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認
に係る子が第３条第２号ア又はイに掲げる場合に該
当することとなったこと。

第18条を次のように改める。
（部分休業を請求することができない職員）

第18条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、
次に掲げる職員とする。
⑴ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をして
いる職員

⑵ 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤
職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28
条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職
員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除

く。）
ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上であ
る非常勤職員
イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮
して市長が規則で定める非常勤職員

第19条第２項中「を承認されている」を「又は勤務時
間等条例第15条の２第１項の規定による介護時間の承認
を受けて勤務しない」に改め、「当該育児時間」の次に
「又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間」を
加え、同条第３項中「を承認されている場合」を「又は
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律（平成３年法律第76号）第61条第32項
において読み替えて準用する同条第29項の規定による介
護をするための時間（以下「介護をするための時間」と
いう。）の承認を受けて勤務しない場合」に、「を承認さ
れている時間」を「又は当該介護をするための時間の承
認を受けて勤務しない時間」に改める。
第21条中「第５条」を「第14条」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 第１条の規定による改正前の奈良市職員の勤務時間、
休日、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇
の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日（以
下「施行日」という。）において当該介護休暇の初日
（以下単に「初日」という。）から起算して６月を経過
していないものの当該介護休暇に係る第１条の規定によ
る改正後の奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関す
る条例第15条第１項に規定する指定期間については、任
命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職
員の申出に基づく施行日以後の日（初日から起算して６
月を経過する日までの日に限る。）までの期間を指定す
るものとする。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の配偶者同行休業に関する条例をここに公布
する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第７号

奈良市職員の配偶者同行休業に関する条例
（目的）
第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261
号。以下「法」という。）第26条の６第１項（同条第４
項において準用する場合を含む。）、第２項、第３項及び
第６項から第８項まで並びに同条第11項において準用す
る法第26条の５第６項の規定に基づき、職員の配偶者同
行休業（法第26条の６第１項に規定する配偶者同行休業
をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものと
する。
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（配偶者同行休業の承認）
第２条 任命権者は、職員が配偶者同行休業の承認の申請
をした場合において、公務の運営に支障がないと認める
ときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を
考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを
承認することができる。
（配偶者同行休業の期間）
第３条 法第26条の６第１項の条例で定める期間は、３年
とする。
（配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する
事由）
第４条 法第26条の６第１項の条例で定める事由は、次に
掲げる事由（６月以上にわたり継続することが見込まれ
るものに限る。第８条第１号において「配偶者外国滞在
事由」という。）とする。
⑴ 外国での勤務
⑵ 事業を経営することその他の個人が業として行う活
動であって外国において行うもの

⑶ 学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学に相
当する外国の大学（これに準ずる教育施設を含む。）
であって外国に所在するものにおける修学（前２号に
該当するものを除く。）

（配偶者同行休業の承認の申請）
第５条 第２条の申請は、配偶者同行休業をしようとする
期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者（法第26条
の６第１項に規定する配偶者をいう。以下同じ。）が当
該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を
明らかにしてしなければならない。
（配偶者同行休業の期間の延長）
第６条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同
行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしよ
うとする期間が３年を超えない範囲内において、延長を
しようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対
し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができ
る。
２ 第２条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認
について準用する。
（配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事
情）
第７条 法第26条の６第３項の条例で定める特別の事情は、
配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日にお
ける当該配偶者同行休業に係る配偶者の第４条第１号の
外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその
引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかっ
たことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とす
る。
（配偶者同行休業の承認の取消事由）
第８条 法第26条の６第６項の条例で定める事由は、次に
掲げる事由とする。
⑴ 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者
が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当し

ないこととなったこと。
⑵ 配偶者同行休業をしている職員が、次のいずれかの
事由に該当する場合に取得する特別休暇（奈良市職員
の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成６年奈
良市条例第50号）第14条に規定する特別休暇をいう。）
を取得することとなったこと。
ア ８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以
内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
イ 女性職員が出産した場合
⑶ 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員につい
て、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年
法律第110号）第２条第１項の規定による育児休業を
承認することとなったこと。
（届出）
第９条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場
合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければ
ならない。
⑴ 配偶者が死亡した場合
⑵ 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
⑶ 配偶者と生活を共にしなくなった場合
⑷ 前条第１号又は第２号に掲げる事由に該当すること
となった場合
（配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用）
第10条 任命権者は、第２条又は第６条第１項の規定によ
る申請があった場合において、当該申請に係る期間（以
下この項及び第３項において「申請期間」という。）に
ついて職員の配置換えその他の方法によって当該申請を
した職員の業務を処理することが困難であると認めると
きは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用
のいずれかを行うことができる。この場合において、第
２号に掲げる任用は、申請期間について１年を超えて行
うことができない。
⑴ 申請期間を任用の期間（以下この条において「任
期」という。）の限度として行う任期を定めた採用

⑵ 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
２ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採
用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければ
ならない。
３ 任命権者は、第１項の規定により任期を定めて採用さ
れた職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、
当該申請期間の範囲内において、その任期を更新するこ
とができる。
４ 任命権者は、前項の規定により、第１項の規定により
任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、
あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
５ 第２項の規定は、第３項の規定により任期を更新する
場合について準用する。
（職務復帰後における号給の調整）
第11条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
において、他の職員との均衡上必要があると認められる
ときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の
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換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したもの
とみなして、その職務に復帰した日及びその日後におけ
る最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合
に準じてその者の号給を調整することができる。
（退職手当の取扱い）
第12条 奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和59年奈
良市条例第６号。以下「退職手当条例」という。）第７
条の４第１項及び第８条第４項の規定の適用については、
配偶者同行休業をした期間は、退職手当条例第７条の４
第１項に規定する現実に職務に従事することを要しない
期間に該当するものとする。
２ 配偶者同行休業をした期間についての退職手当条例第
８条第４項の規定の適用については、同項中「その月数
の２分の１に相当する月数（地方公務員法第55条の２第
１項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由によ
り現実に職務に従事することを要しなかつた期間につい
ては、その月数）」とあるのは、「その月数」とする。
（委任）
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則

（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の
一部改正）
２ 奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（
平成17年奈良市条例第70号）の一部を次のように改正す

る。
第３条中第９号を第10号とし、第４号から第８号まで
を１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。
⑷ 職員の休業に関する状況
（奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）
３ 奈良市職員の育児休業等に関する条例（平成４年奈良
市条例第７号）の一部を次のように改正する。
第２条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法（昭
和25年法律第261号）第26条の６第７項又は育児休業法」
に改める。
第10条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法第２
６条の６第７項又は育児休業法」に改める。
第18条第２号中「（昭和25年法律第261号）」を削る。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第８号

奈良市手数料条例の一部を改正する条例
奈良市手数料条例（平成12年奈良市条例第４号）の一部
を次のように改正する。
別表第38項中「第18条第14項」を「第18条第16項」に、
「第41項」を「次項、第41項及び第41の２項」に改め、同
項の次に次のように加える。
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別表第39項及び第40項中「第18条第14項」を「第18条第16項」に改め、同表第41項中「第18条第14項」を「第18条第
16項」に改め、「対する検査」の次に「（次項に係るものを除く。）」を加え、同項の次に次のように加える。

38の２ 建築物エネルギー
消費性能適合性判
定を受けた建築物
に関する完了検査
申請又は完了検査
通知手数料

建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律（平成27
年法律第53号）第12条第１項
に規定する建築物エネルギー
消費性能適合性判定を受けた
計画による建築物（同法及び
都市の低炭素化の促進に関す
る法律（平成24年法律第84号
）の規定により適合判定通知
書の交付を受けたとみなされ
る建築による建築物を含む。）
に係る建築基準法第７条第１
項の規定に基づく建築物に関
する完了検査の申請又は建築
物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律第13条第２項
に規定する建築物エネルギー
消費性能適合性判定を受けた
計画による建築物に係る建築
基準法第18条第16項の規定に
基づく建築物に関する完了検
査通知に対する検査

床面積の合計が2,000平
方メートル以上5,000平
方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に125,000円を
加算した額

床面積の合計が5,000平
方メートルを超え10,000
平方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に162,000円を
加算した額

床面積の合計が10,000平
方メートルを超え25,000
平方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に194,000円を
加算した額

床面積の合計が25,000平
方メートルを超え50,000
平方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に227,000円を
加算した額

床面積の合計が50,000平
方メートルを超える場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に294,000円を
加算した額
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41の２ 中間検査を経た建
築物エネルギー消
費性能適合性判定
を受けた建築物に
関する完了検査申
請又は完了検査通
知手数料

建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律第12条第
１項に規定する建築物エネル
ギー消費性能適合性判定を受
けた計画による建築物（同法
及び都市の低炭素化の促進に
関する法律の規定により適合
判定通知書の交付を受けたと
みなされる建築による建築物
を含む。）に係る建築基準法第
７条の３第１項の特定工程に
係る建築物についての同法第
７条第１項の規定に基づく建
築物に関する完了検査の申請
又は建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する法律第13
条第２項に規定する建築物エ
ネルギー消費性能適合性判定
を受けた計画による建築物に
係る建築基準法第18条第16項
の規定に基づく建築物に関す
る完了検査通知に対する検査

床面積の合計が2,000平
方メートル以上5,000平
方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に125,000円を
加算した額

床面積の合計が5,000平
方メートルを超え10,000
平方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に162,000円を
加算した額

床面積の合計が10,000平
方メートルを超え25,000
平方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に194,000円を
加算した額

床面積の合計が25,000平
方メートルを超え50,000
平方メートル以内の場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に227,000円を
加算した額

床面積の合計が50,000平
方メートルを超える場合

前項に掲げる床面積の合計
の区分に応じ、それぞれ当
該手数料額に294,000円を
加算した額

76の14
の２

建築物エネルギー
消費性能適合性判
定手数料

建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律第12条第
１項又は第13条第２項の規定
に基づく建築物エネルギー消
費性能確保計画に係る建築物
エネルギー消費性能適合性判
定に対する審査のうち、同法
第11条第１項に規定する非住
宅部分（以下この項、次項、
第76の15項、第76の17項及び
第76の19項において「非住宅
部分」という。）であって建築
物エネルギー消費性能基準等
を定める省令（平成28年経済
産業省令・国土交通省令第１
号。以下この項、次項、第76
の15項、第76の17項及び第76
の19項において「基準省令」
という。）第１条第１項第１号
イの基準を用いたものに係る
審査

床面積が2,000平方メート
ル以上5,000平方メートル
未満のもの

１件につき 543,000円

床面積が5,000平方メート
ル以上10,000平方メート
ル未満のもの

１件につき 669,000円

床面積が10,000平方メー
トル以上25,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 790,000円

床面積が25,000平方メー
トル以上50,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 901,000円

床面積が50,000平方メー
トル以上のもの

１件につき 1,124,000円

建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律第12条第
１項又は第13条第２項の規定

床面積が2,000平方メート
ル以上5,000平方メートル
未満のもの

１件につき 245,000円

別表第42項中「第18条第14項」を「第18条第16項」に改め、同表第43項から第45項までの規定中「第18条第17項」を
「第18条第19項」に改め、同表第65項中「第67条の２第３項第２号」を「第67条の３第３項第２号」に改め、同表第65
の２項中「第67条の２第５項第２号」を「第67条の３第５項第２号」に改め、同表第65の３項中「第67条の２第９項第
２号」を「第67条の３第９項第２号」に改め、同表第76の11項中「（平成24年法律第84号）」を削り、「エネルギーの使
用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）第76条第１項に規定する登録建築物調査機関」を「建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する法律第15条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に改め、同表第76
の14項の次に次のように加える。
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に基づく建築物エネルギー消
費性能確保計画に係る建築物
エネルギー消費性能適合性判
定に対する審査のうち、非住
宅部分であって基準省令第１
条第１項第１号ロの基準を用
いたものに係る審査

床面積が5,000平方メート
ル以上10,000平方メート
ル未満のもの

１件につき 320,000円

床面積が10,000平方メー
トル以上25,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 384,000円

床面積が25,000平方メー
トル以上50,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 450,000円

床面積が50,000平方メー
トル以上のもの

１件につき 583,000円

76の14
の３

建築物エネルギー
消費性能確保計画
変更手数料

建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律第12条第
２項又は第13条第３項の規定
に基づく建築物エネルギー消
費性能確保計画の変更に対す
る審査のうち、非住宅部分で
あって基準省令第１条第１項
第１号イの基準を用いたもの
に係る審査

床面積が300平方メートル
未満のもの

１件につき 236,000円

床面積が300平方メートル
以上2,000平方メートル未
満のもの

１件につき 381,000円

床面積が2,000平方メート
ル以上5,000平方メートル
未満のもの

１件につき 543,000円

床面積が5,000平方メート
ル以上10,000平方メート
ル未満のもの

１件につき 669,000円

床面積が10,000平方メー
トル以上25,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 790,000円

床面積が25,000平方メー
トル以上50,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 901,000円

床面積が50,000平方メー
トル以上のもの

１件につき 1,124,000円

建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律第12条第
２項又は第13条第３項の規定
に基づく建築物エネルギー消
費性能確保計画の変更に対す
る審査のうち、非住宅部分で
あって基準省令第１条第１項
第１号ロの基準を用いたもの
に係る審査

床面積が300平方メートル
未満のもの

１件につき 91,600円

床面積が300平方メートル
以上2,000平方メートル未
満のもの

１件につき 152,000円

床面積が2,000平方メート
ル以上5,000平方メートル
未満のもの

１件につき 245,000円

床面積が5,000平方メート
ル以上10,000平方メート
ル未満のもの

１件につき 320,000円

床面積が10,000平方メー
トル以上25,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 384,000円

床面積が25,000平方メー
トル以上50,000平方メー
トル未満のもの

１件につき 450,000円



別表第76の15項中「（平成27年法律第53号）」を削り、
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第１項
に規定する登録建築物調査機関」を「建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律第15条第１項に規定する登録
建築物エネルギー消費性能判定機関」に、「同法第11条第
１項に規定する非住宅部分（以下この項、第76の17項及び
第76の19項において「非住宅部分」という。）であって建
築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経
済産業省令・国土交通省令第１号。以下この項、第76の17
項及び第76の19項において「基準省令」という。）第８条
第１号イ⑴及びロ⑴」を「非住宅部分であって基準省令第
10条第１号イ⑴及びロ⑴」に、「第８条第１号イ⑵及びロ
⑵」を「第10条第１号イ⑵及びロ⑵」に改め、同表第76の
17項中「第８条第１号イ⑴及びロ⑴」を「第10条第１号イ
⑴及びロ⑴」に、「第８条第１号イ⑵及びロ⑵」を「第10
条第１号イ⑵及びロ⑵」に改め、同表第76の19項中「エネ
ルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第１項に規定
する登録建築物調査機関」を「建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律第15条第１項に規定する登録建築物
エネルギー消費性能判定機関」に改め、同表備考中第１４
項を第20項とし、第13項を第19項とし、第12項を第18項と
し、第11項を第12項とし、同項の次に次の５項を加える。
13 第76の14の２項に規定する床面積は、建築物エネル
ギー消費性能適合性判定に係る建築物の部分の床面積
について算定する。

14 第76の14の３項に規定する床面積は、認定を受けた
建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更に係る部
分の床面積（床面積の増加する部分にあっては、当該
増加する部分の床面積）の２分の１について算定する。

15 第76の15項に規定する床面積は、建築物エネルギー
消費性能向上計画の認定に係る建築物の部分の床面積
について算定する。

16 第76の17項に規定する床面積は、認定を受けた建築
物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床
面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す
る部分の床面積）の２分の１について算定する。

17 第76の19項に規定する床面積は、建築物エネルギー
消費性能基準適合性認定に係る建築物の部分の床面積
について算定する。

別表備考中第10項を第11項とし、第７項から第９項まで
を１項ずつ繰り下げ、第６項の次に次の１項を加える。
７ 第38の２項及び第41の２項に規定する床面積の合計
は、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築
物の部分の床面積について算定する。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する
条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第９号

奈良市税条例等の一部を改正する条例
（奈良市税条例の一部改正）
第１条 奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）の一
部を次のように改正する。
第28条第１項ただし書中「仮認定特定非営利活動法人
」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。
附則第７条の３の２第１項中「平成41年度」を「平成
43年度」に、「平成31年」を「平成33年」に改める。
附則第22条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の
」を加え、同項の表第90条第２号の項中「第90条第２号
」を「第２号」に改め、同条第２項中「規定する」を「
掲げる」に、「平成27年４月１日から平成28年３月31日
まで」を「平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
」に、「において、平成28年度分」を「には、平成29年
度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加
え、同項の表第90条第２号の項中「第90条第２号」を「
第２号」に改め、同条第３項中「規定する」を「掲げる
」に、「平成27年４月１日から平成28年３月31日まで」
を「平成28年４月１日から平成29年３月31日まで」に、
「において、平成28年度分」を「には、平成29年度分」
に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同
項の表第90条第２号の項中「第90条第２号」を「第２号
」に改め、同条第４項中「規定する」を「掲げる」に、
「平成27年４月１日から平成28年３月31日まで」を「平
成28年４月１日から平成29年３月31日まで」に、「にお
いて、平成28年度分」を「には、平成29年度分」に改め、
「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表第
90条第２号の項中「第90条第２号」を「第２号」に改め
る。
第２条 奈良市税条例の一部を次のように改正する。

第８条中「軽自動車税」を「種別割」に改める。
第10条中「）、第53条、第74条」の次に「、第88条の

７第１項」を加え、同条第２号及び第３号中「第107条
第１項」を「第88条の７第１項の申告書、第107条第１
項」に改める。
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床面積が50,000平方メー
トル以上のもの

１件につき 583,000円

76の14
の４

建築物エネルギー
消費性能確保計画
軽微変更証明書交
付手数料

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規
則（平成28年国土交通省令第５号）第11条の規定に基づ
く建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関
する証明書の交付

前項に掲げる手数料額と同
一の額



第23条中「100分の12.1」を「100分の8.4」に改める。
第88条第１項及び第２項を次のように改める。
軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三

輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、原
動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の
小型自動車（以下軽自動車税について「軽自動車等」
という。）に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割
によつて課する。

２ 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、
法第443条第２項に規定する者を含まないものとする。
第88条第３項中「第443条第１項」を「第445条第１

項」に、「によつて軽自動車税」を「により種別割」に、
「においては」を「には、第１項の規定にかかわらず」
に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改
める。
第88条の２を次のように改める。
（軽自動車税のみなす課税）

第88条の２ 軽自動車等の売買契約において売主が当該
軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動
車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定
する三輪以上の軽自動車の取得者（以下この節におい
て「三輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽
自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車
等について、買主の変更があつたときは、新たに買主
となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車
等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

３ 法第444条第３項に規定する販売業者等（以下この
項において「販売業者等」という。）が、その製造に
より取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のため
その他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する
運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供す
るため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販
売業者等が、法第444条第３項に規定する車両番号の
指定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の
規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を
除く。）には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車
の取得者とみなして、環境性能割を課する。

４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、
当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで
運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車
を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者
とみなして、環境性能割を課する。
第88条の２の次に次の７条を加える。
（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動
車税の非課税の範囲）

第88条の３ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち
直接その本来の事業の用に供する救急用のものに対し
ては、軽自動車税を課さない。
（環境性能割の課税標準）

第88条の４ 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自

動車の取得のために通常要する価額として施行規則第
15条の10に定めるところにより算定した金額とする。
（環境性能割の税率）
第88条の５ 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対
して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率
とする。
⑴ 法第451条第１項（同条第４項において準用する
場合を含む。）の規定の適用を受けるもの 100分の
１
⑵ 法第451条第２項（同条第４項において準用する
場合を含む。）の規定の適用を受けるもの 100分の
２
⑶ 法第451条第３項の規定の適用を受けるもの 100
分の３
（環境性能割の徴収の方法）
第88条の６ 環境性能割の徴収については、申告納付の
方法によらなければならない。
（環境性能割の申告納付）
第88条の７ 環境性能割の納税義務者は、法第454条第
１項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、
当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の
４様式による申告書を市長に提出するとともに、その
申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。
２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義
務者を除く。）は、法第454条第１項各号に掲げる区分
に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則
第33号の４様式による報告書を市長に提出しなければ
ならない。
（環境性能割に係る不申告等に関する過料）
第88条の８ 環境性能割の納税義務者が前条の規定によ
り申告し、又は報告すべき事項について正当な事由が
なくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に
対し、10万円以下の過料を科する。
２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通
知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以
内とする。
（環境性能割の減免）
第88条の９ 市長は、公益のため直接専用する三輪以上
の軽自動車又は第97条第１項各号に掲げる軽自動車等
（三輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるもの
に対しては、環境性能割を減免する。
２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための
手続その他必要な事項については、規則で定める。
第89条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」
に改める。
第90条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、
同条中「軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動
車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して
課する種別割の税率は」に改め、同条第２号ウを次のよ
うに改める。

―12―

平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報



ウ 四輪以上のもの
ア 乗用のもの

営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円

イ 貨物用のもの
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円

第91条（見出しを含む。）及び第93条（見出しを含む。
）中「軽自動車税」を「種別割」に改める。
第94条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、

同条第１項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本節」
を「この節」に、「第33号の４様式」を「第33号の４の
２様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第33号の４
様式」を「第33号の４の２様式」に改め、同条第４項中
「第88条の２」を「第88条の３」に改め、同条第５項中
「第88条第２項」を「第88条の２第１項」に改める。
第95条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、

同条第１項中「第88条第２項」を「第88条の２第１項」
に改める。
第96条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、

同条第１項中「ものと認める」を「軽自動車等のうち必
要と認める」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、
「ことができる」を削り、同条第２項及び第３項中「軽
自動車税」を「種別割」に改める。
第97条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、

同条第１項中「掲げる軽自動車等」の次に「のうち必要
と認めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種別割」に
改め、「ことができる」を削り、同項第１号中「のうち、
市長が必要と認めるもの」を削り、同条第２項から第４
項までの規定中「軽自動車税」を「種別割」に改める。
第98条第２項中「第443条第１項」を「第445条第１
項」に、「第88条の２」を「第88条の３」に、「軽自動車
税」を「種別割」に改め、同条第７項中「軽自動車税」
を「種別割」に改める。
附則第21条を次のように改める。
（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

第21条 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の
間、第１章第２節の規定にかかわらず、県が、自動車
税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとす
る。
附則第21条の次に次の４条を加える。
（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）

第21条の２ 市長は、当分の間、第88条の９の規定にか
かわらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する
自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の
軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免
する。
（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）

第21条の３ 第88条の７の規定による申告納付について
は、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「県知事」
とする。

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）
第21条の４ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課
徴収に関する事務を行うために要する費用を補償する
ため、法附則第29条の16第１項に掲げる金額の合計額
を、徴収取扱費として県に交付する。
（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）
第21条の５ 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第88
条の５の規定の適用については、当分の間、次の表の
左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第88条の５（
第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、
同号中「100分の３」とあるのは、「100分の２」とす
る。
附則第22条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別
割」を加え、同条第１項中「初めて道路運送車両法第60
条第１項後段の規定による」を「最初の法第444条第３
項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別
割」を加え、同項の表を次のように改める。

附則第22条第２項から第４項までを削る。
（奈良市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 奈良市税条例等の一部を改正する条例（平成26年
奈良市条例第25号）の一部を次のように改正する。
附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加
え、「新条例第90条及び新条例」を「奈良市税条例第90
条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」
を加え、同条の表を次のように改める。
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第１号 100分の１ 100分の0.5

第２号 100分の２ 100分の１

第３号 100分の３ 100分の２

第２号イ 3,900円 4,600円

第２号ウア 6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

第２号ウイ 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

第90条第２号イ 3,900円 3,100円

第90条第２号ウア 6,900円 5,500円

10,800円 7,200円

第90条第２号ウイ 3,800円 3,000円

5,000円 4,000円

附則第22条第１項 第90条 奈良市税条例等の一
部を改正する条例（
平成26年奈良市条例
第25号。以下この条
において「平成26年
改正条例」という。）
附則第６条の規定に



（奈良市税条例の一部を改正する条例の一部改正）
第４条 奈良市税条例の一部を改正する条例（平成27年奈
良市条例第37号）の一部を次のように改正する。
附則第５条第７項の表第10条第３号の項中「第107条

第１項」を「第88条の７第１項の申告書、第107条第１
項」に改める。
附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、平成29年４月１日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。
⑴ 第１条中奈良市税条例附則第７条の３の２第１項の
改正規定 公布の日

⑵ 第２条から第４条までの規定並びに次条及び附則第
４条の規定 平成31年10月１日

（市民税に関する経過措置）
第２条 第２条の規定による改正後の奈良市税条例（附則
第４条において「31年新条例」という。）第23条の規定
は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に開始する
事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結
事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開
始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した
連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の
例による。
（軽自動車税に関する経過措置）
第３条 第１条の規定による改正後の奈良市税条例附則第
22条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用
する。
第４条 31年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関

する部分は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日
以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽
自動車税の環境性能割について適用する。
２ 31年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分
は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につ
いて適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、
なお従前の例による。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関する条
例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第10号

奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関す
る条例の一部を改正する条例

奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関する条
例（平成26年奈良市条例第56号）の一部を次のように改正
する。
第３条第１項第３号中「第140条の68第１項」を「第140
条の68第１項第１号」に改め、「修了した者」の次に「で
あって、当該研修又は同項第２号に規定する主任介護支援
専門員更新研修を修了した日から起算して５年を超えない
期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者」を
加える。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 平成25年度までに主任介護支援専門員研修（介護保険
法施行規則の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省
令第19号）による改正前の介護保険法施行規則（平成11
年厚生省令第36号）第140条の68第１項に規定する主任
介護支援専門員研修をいう。以下同じ。）を修了した者
に対するこの条例による改正後の奈良市地域包括支援セ
ンターの人員等の基準に関する条例第３条第１項第３号
の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介
護支援専門員研修の修了時に応じ、同号中「当該研修又
は同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を
修了した日から起算して５年を超えない期間ごとに」と
あるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（平成29年３月29日掲示済）
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より読み替えて適用
される第90条

附則第22条第１項
の表第２号イの項

第２号イ 平成26年改正条例附
則第６条の規定によ
り読み替えて適用さ
れる第90条第２号イ

3,900円 3,100円

附則第22条第１項
の表第２号ウアの
項

第２号ウ
ア

平成26年改正条例附
則第６条の規定によ
り読み替えて適用さ
れる第90条第２号ウ
ア

6,900円 5,500円

10,800円 7,200円

附則第22条第１項
の表第２号ウイの
項

第２号ウ
イ

平成26年改正条例附
則第６条の規定によ
り読み替えて適用さ
れる第90条第２号ウ
イ

3,800円 3,000円

5,000円 4,000円

主任介護支援専門員
研修の修了時 読み替える字句

平成23年度までに
修了した者

平成31年３月31日までに及び同
日以後５年を超えない期間ごと
に

平成24年度及び平成
25年に修了した者

平成32年３月31日までに及び同
日以後５年を超えない期間ごと
に



―――――――――――――――――――
奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営の基準等に関する条例及び奈良市障害福祉サービス事
業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条
例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第11号

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備
及び運営の基準等に関する条例及び奈良市障害福祉
サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の
一部を改正する条例

（奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及
び運営の基準等に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設
備及び運営の基準等に関する条例（平成25年奈良市条例
第31号）の一部を次のように改正する。
第179条に次の１項を加える。

３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供
に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の
向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとし
なければならない。
第180条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同
項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２
項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。
２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事
業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除
した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額
以上となるようにしなければならない。
第180条に次の１項を加える。

６ 賃金及び第３項に規定する工賃の支払に要する額は、
原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、
この限りでない。
第184条の次に次の１条を加える。
（運営規程）

第184条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就
労継続支援Ａ型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営
についての重要事項に関する運営規程を定めておかな
ければならない。
⑴ 事業の目的及び運営の方針
⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容
⑶ 営業日及び営業時間
⑷ 利用定員
⑸ 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るも
のを除く。）並びに支給決定障害者から受領する費
用の種類及びその額

⑹ 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るも
のに限る。）、賃金及び第180条第３項に規定する工
賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

⑺ 通常の事業の実施地域

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項
⑼ 緊急時等における対応方法
⑽ 非常災害対策
⑾ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合
には、当該障害の種類
⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項
⒀ その他運営に関する重要事項
第185条中「第89条から」の次に「第91条まで、第93
条から」を加え、「第185条において準用する第92条」を
「第184条の２」に改め、「、第92条中「第95条」とある
のは「第185条において準用する第95条」と」を削る。
（奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に
関する条例の一部改正）
第２条 奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基
準に関する条例（平成25年奈良市条例第33号）の一部を
次のように改正する。
第72条の次に次の１条を加える。
（運営規程）
第72条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援
Ａ型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての
重要事項に関する運営規程を定めておかなければなら
ない。
⑴ 事業の目的及び運営の方針
⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容
⑶ 営業日及び営業時間
⑷ 利用定員
⑸ 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを
除く。）並びに利用者から受領する費用の種類及び
その額
⑹ 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに
限る。）、賃金及び第80条第３項に規定する工賃並び
に利用者の労働時間及び作業時間
⑺ 通常の事業の実施地域
⑻ サービスの利用に当たっての留意事項
⑼ 緊急時等における対応方法
⑽ 非常災害対策
⑾ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合
には、当該障害の種類
⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項
⒀ その他運営に関する重要事項
第79条に次の１項を加える。
３ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当
たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上
に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなけ
ればならない。
第80条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項
を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項
を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。
２ 就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の
収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した
額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上
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となるようにしなければならない。
第85条中「、第37条」を削る。
附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月29日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第12号

奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例
奈良市国民健康保険条例（昭和34年奈良市条例第13号）
の一部を次のように改正する。
第10条第１項中「上場株式等に係る配当所得の金額」を
「上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の
２の６第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、そ
の適用後の金額）」に、「に該当する」を「の適用がある」
に、「附則第35条の２第６項」を「附則第35条の２第５項
に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則
第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、その適用
後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項」に、「株式等
に係る譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得
等の金額」に、「附則第35条の２の６第11項若しくは第15
項又は第35条の３第11項」を「附則第35条の２の６第15項
又は第35条の３第13項若しくは第15項」に改め、「附則第
35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適
用後の金額）」の次に「、外国居住者等の所得に対する相
互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年
法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16
条第２項において準用する場合を含む。第16条第１項第１
号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法
第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項におい
て準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定する
特例適用配当等の額」を加える。
第12条の６中「52万円」を「54万円」に改める。
第12条の６の10中「17万円」を「19万円」に改める。
第14条第１項中「第１期」を「６月期（第１期）」に、
「第２期」を「７月期（第２期）」に、「第３期」を「８月
期（第３期）」に、「第４期」を「９月期（第４期）」に、
「第５期」を「10月期（第５期）」に、「第６期」を「11月
期（第６期）」に、「第７期」を「12月期（第７期）」に、
「第８期」を「１月期（第８期）」に、「第９期」を「２月
期（第９期）」に、「第10期」を「３月期（第10期）」に改
め、同条第４項第１号中「千円」を「100円」に改める。
第16条第１項中「52万円」を「54万円」に改め、同項第
１号中「、また」を削り、「上場株式等に係る配当所得の
金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則
第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適用がある場合
には、その適用後の金額）」に、「附則第35条の２第６項」
を「附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用
がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の
２の２第５項」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に、「附則第35条
の２の６第11項若しくは第15項又は第35条の３第11項」を
「附則第35条の２の６第15項又は第35条の３第13項若しく
は第15項」に改め、「附則第35条の４の２第７項の規定の
適用がある場合には、その適用後の金額）」の次に「、外
国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課
税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等
の額、同法第８条第４項に規定する特例適用配当等の額」
を加え、同項第２号中「26万５千円」を「27万円」に改め、
同項第３号中「48万円」を「49万円」に改め、同条第３項
中「52万円」を「54万円」に、「17万円」を「19万円」に
改め、同条第４項中「52万円」を「54万円」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、
第10条第１項、第14条第１項及び第４項第１号の改正規
定並びに第16条（第１項第１号に係る部分に限る。）の
改正規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この条例による改正後の奈良市国民健康保険条例の規
定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、
平成28年度分までの保険料については、なお従前の例に
よる。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第13号

奈良市体育施設条例の一部を改正する条例
奈良市体育施設条例（昭和60年奈良市条例第24号）の一

部を次のように改正する。
別表第９備考第６項中「照明使用券（３時間分）は、
4,800円」を「夜間照明使用料は、１時間（１時間に満た
ないときは、１時間とみなす。）当たり1,600円」に改める。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市道路占用料に関する条例等の一部を改正する条例
をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第14号

奈良市道路占用料に関する条例等の一部を改正する
条例

（奈良市道路占用料に関する条例の一部改正）
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第１条 奈良市道路占用料に関する条例（昭和28年奈良市
条例第11号）の一部を次のように改正する。
別表の備考以外の部分を次のように改める。

別表（第２条関係）

別表備考第６項中「１平方メートル若しくは１メート
ル」を「0.01平方メートル若しくは0.01メートル」に、
「１平方メートル又は１メートルとして」を「その全面
積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り
捨てて」に改め、同表備考に次の２項を加える。

９ １件の占用料の額が100円未満のときは、100円
とする。
10 １件の占用料の額に10円未満の端数があるとき
は、これを切り上げる。

（奈良市準用河川管理条例の一部改正）
第２条 奈良市準用河川管理条例（平成12年奈良市条例第
７号）の一部を次のように改正する。
別表の１の表の備考以外の部分を次のように改める。
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占 用 物 件 単 位 占 用 料
法第32条第１項
第１号に掲げる
工作物

第一種電柱 １本につき１年 660円
第二種電柱 1,000円
第三種電柱 1,400円
第一種電話柱 590円
第二種電話柱 950円
第三種電話柱 1,300円
その他の柱類 59円
共架電線その他上
空に設ける線類

長さ１メートル
につき１年

６円

地下に設ける電線
その他の線類

４円

路上に設ける変圧
器

１個につき１年 580円

地下に設ける変圧
器

占用面積１平方
メートルにつき
１年

350円

変圧塔その他これ
に類するもの及び
公衆電話所

１個につき１年 1,200円

郵便差出箱及び信
書便差出箱

500円

広告塔 表示面積１平方
メートルにつき
１年

3,800円

その他のもの 占用面積１平方
メートルにつき
１年

1,200円

法第32条第１項
第２号に掲げる
物件

外径が0.07メート
ル未満のもの

長さ１メートル
につき１年

25円

外径が0.07メート
ル以上0.1メート
ル未満のもの

35円

外径が0.1メート
ル以上0.15メート
ル未満のもの

53円

外径が0.15メート
ル以上0.2メート
ル未満のもの

71円

外径が0.2メート
ル以上0.3メート
ル未満のもの

110円

外径が0.3メート
ル以上0.4メート
ル未満のもの

140円

外径が0.4メート
ル以上0.7メート
ル未満のもの

250円

外径が0.7メート
ル以上１メートル
未満のもの

350円

外径が１メートル
以上のもの

710円

法第32条第１項第３号及び第４号に
掲げる施設

占用面積１平方
メートルにつき
１年

1,200円

法第32条第１項
第５号に掲げる
施設

地 下 街
及 び 地
下 室

階 数 が
１ の も
の

Ａに0.005
を乗じて
得た額

階 数 が
２ の も
の

Ａに0.008
を乗じて
得た額

階 数 が
３ 以 上
の も の

Ａに 0. 01
を乗じて
得た額

上空に設ける通路 1,900円
地下に設ける通路 1,100円
その他のもの 1,200円

法第32条第１項
第６号に掲げる
施設

祭礼、縁日その他
の催しに際し、一
時的に設けるもの

占用面積１平方
メートルにつき
１日

38円

その他のもの 占用面積１平方
メートルにつき
１月

380円

道路法施行令（
昭和27年政令第
479 号。以 下
「令」という。）
第７条第１号に
掲げる物件

看板（
アーチ
である
ものを
除く。）

一時的
に設け
るもの

表示面積１平方
メートルにつき
１月

380円

そ の 他
の も の

表示面積１平方
メートルにつき
１年

3,800円

標識 １本につき１年 950円
旗 ざ お 祭 礼、

縁 日 そ
の 他 の
催 しに
際 し、
一時的
に設け
るもの

１本につき１日 38円

そ の 他
の も の

１本につき１月 380円

幕 （ 令
第 ７ 条
第 ４ 号
に 掲 げ
る 工事
用施設
である
ものを
除く。）

祭 礼、
縁日そ
の他の
催しに
際 し、
一時的
に設け
るもの

その面積１平方
メートルにつき
１日

38円

そ の 他
の も の

その面積１平方
メートルにつき
１月

380円

ア ー チ 車 道 を
横 断 す
る も の

１基につき１月 3,800円

そ の 他
の も の

1,900円

令第７条第４号に掲げる工事用施設
及び同条第５号に掲げる工事用材料

占用面積１平方
メートルにつき
１月

380円

令第７条第６号に掲げる仮設建築物
及び同条第７号に掲げる施設

120円

令第７条第９号
に掲げる施設

建築物 占用面積１平方
メートルにつき
１年

Ａに0.015
を乗じて
得た額

その他のもの Ａに 0. 01
を乗じて
得た額

その他前各項により難い占用物件 前各項に準じて市長が定める
額



１ 流水・土地占用料

別表の１の表備考第３項中「１平方メートル若しくは
１メートル」を「0.01平方メートル若しくは0.01メート
ル」に、「１平方メートル又は１メートルとして」を「
その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長
さを切り捨てて」に改め、同表備考第５項を次のように
改める。
５ １件の占用料の額が100円未満のときは、100円
とする。

別表の１の表備考に次の１項を加える。
６ １件の占用料の額に10円未満の端数があるとき
は、これを切り上げる。

（奈良市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正）
第３条 奈良市法定外公共物の管理に関する条例（平成16

年奈良市条例第23号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項第２号中「1,080円」を「1,160円」に改
める。
（奈良市都市公園条例の一部改正）
第４条 奈良市都市公園条例（昭和46年奈良市条例第14
号）の一部を次のように改正する。
別表の２の表の備考以外の部分を次のように改める。
２ 都市公園を占用する場合
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

区 分 種 別 単 位 占 用 料 摘要
流水占用
料

鉱工業その他の用
に供するもの

毎秒１リットル
１年につき

5,140円

土地占用
料

第一種電柱 １本
１年につき

660円 組立鉄
柱又は
Ｈ柱は
２本と
みなす。

第二種電柱 １本
１年につき

1,000円

第三種電柱 １本
１年につき

1,400円

第一種電話柱 １本
１年につき

590円 組立鉄
柱又は
Ｈ柱は
２本と
みなす。

第二種電話柱 １本
１年につき

950円

第三種電話柱 １本
１年につき

1,300円

公衆電話所 １個
１年につき

1,200円

埋設
又は
架設
管類

外径が40セ
ンチメート
ル未満のも
の

１メートル
１年につき

140円

外径が40セ
ンチメート
ル以上70セ
ンチメート
ル未満のも
の

１メートル
１年につき

250円

外径が70セ
ンチメート
ル以上100
センチメー
トル未満の
もの

１メートル
１年につき

350円

外径が100
センチメー
トル以上の
もの

１メートル
１年につき

710円

仮設建築物 １平方メートル
１月につき

120円 露店、
工事用
建築物
その他
これに
類する
もの

通路橋、通路 １平方メートル
１年につき

1,160円

その他前各項によ
り難い工作物

１平方メートル
１年につき

2,400円

原形のままの占用 １平方メートル
１年につき

120円 農耕地､
採草地
等

養魚 １平方メートル
１年につき

320円

占 用 物 件 単 位 期間 金 額
電柱、電
線、変圧
塔その他
わこれら
に類する
もの

第一種電柱 １本 １年 660円
第二種電柱 1,000円
第三種電柱 1,400円
第一種電話柱 590円
第二種電話柱 950円
第三種電話柱 1,300円
その他の柱類 59円
共架電線その他上空に
設ける線類

１メートル １年 ６円

地下に設ける電線その
他の線類

４円

地表に設ける変圧器 １個 １年 580円
地下に設ける変圧器 １平方メー

トル
１年 350円

簡易型携帯電話システ
ム無線基地局

１基 １年 1,200円

変圧塔その他これに類
するもの

１個 １年 1,200円

水道管、
下水道管、
ガス管そ
の他これ
らに類す
るもの

外径が0.07メートル未
満のもの

１メートル １年 25円

外径が0.07メートル以
上0.1メートル未満の
もの

35円

外径が0.1メートル以
上0.15メートル未満の
もの

53円

外径が0.15メートル以
上0.2メートル未満の
もの

71円

外径が0.2メートル以
上0.3メートル未満の
もの

110円

外径が0.3メートル以
上0.4メートル未満の
もの

140円

外径が0.4メートル以
上0.7メートル未満の
もの

250円

外径が0.7メートル以
上１メートル未満のも
の

350円

外径が１メートル以上
のもの

710円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場
その他これらに類する施設で地
下に設けるもの

１平方メー
トル

１年 1,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個 １年 500円
公衆電話所 1,200円
競技会、集会、展示会、博覧会
その他これらに類する催しのた
め設ける仮設工作物

１平方メー
トル

１月 380円

標識 １本 １年 950円
防火用貯水槽で地下に設けるも
の

１平方メー
トル

１年 1,200円



別表の２の表備考第４項中「１平方メートル若しくは
１メートル」を「0.01平方メートル若しくは0.01メート
ル」に、「１平方メートル又は１メートルとして」を
「その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは
長さを切り捨てて」に改める。
別表の２の表備考に次の２項を加える。
６ １件の占用料の額が100円未満のときは、100円
とする。

７ １件の占用料の額に10円未満の端数があるとき
は、これを切り上げる。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例の施行の際、現に道路法（昭和27年法律第
180号）第32条第１項の規定により道路の占用の許可を
受けている者又は現に占用している者の当該占用に係る
占用料の額については、第１条の規定による改正後の奈
良市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
３ この条例の施行の際、現に河川法（昭和39年法律第
167号）第100条第１項において準用する同法第23条又は
第24条の規定により河川の占用等の許可を受けている者
又は現に占用等をしている者の当該占用等に係る流水占
用料等の額については、第２条の規定による改正後の奈
良市準用河川管理条例別表の規定にかかわらず、なお従
前の例による。
４ この条例の施行の際、現に奈良市法定外公共物の管理
に関する条例第４条第１項の規定により許可を受けてい
る者又は現に占用している者の当該占用に係る占用料の
額については、第３条の規定による改正後の奈良市法定
外公共物の管理に関する条例第５条第２項第２号の規定
にかかわらず、なお従前の例による。
５ この条例の施行の際、現に都市公園法（昭和31年法律
第79号）第６条第１項又は第３項の規定により都市公園
の使用の許可を受けている者又は現に使用している者の
当該使用に係る使用料の額については、第４条の規定に
よる改正後の奈良市都市公園条例別表の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地区計画形態意匠条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第15号

奈良市地区計画形態意匠条例の一部を改正する条例
奈良市地区計画形態意匠条例（平成22年奈良市条例第17
号）の一部を次のように改正する。
別表第１に次のように加える。

別表第２に次のように加える。

別表第２の付表１の建築物の屋根の表に次のように加え
る。

別表第２の付表１の建築物の外壁又はこれに代わる柱の
表に次のように加える。

―19―

奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

工事用板囲、足場、詰所その他
の工事用施設

１平方メー
トル

１月 380円

土石、竹木、瓦その他の工事用
材料の置場

その他前各項により難い占用物
件

前各項に準じて市長が定める
額

左京五丁目地区整備
計画区域

大和都市計画（奈良国際文化観
光都市建設計画）地区計画左京
五丁目地区計画の区域において
地区整備計画が定められた区域

左京五
丁目地
区整備
計画区
域

１ 建築物の屋根（陸屋根を除く。）の色彩
は、この表の付表１に掲げる色相及び明度
の区分に応じた彩度を超えないこと。
２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩
は、この表の付表１に掲げる色相及び明度
の区分に応じた彩度を超えないこととし、
塗り分けによる意匠は、色相及び色調をそ
ろえる等穏やかな印象となるよう配色する
こと。
３ 建築物の屋上に設ける水槽、クーリング
タワー、キュービクル等の建築設備は、壁
面の立ち上げ又はルーバー等で覆い、建築
物本体と調和を図る修景を施し、眺望及び
景観に配慮すること。
４ 地上に設ける水槽、クーリングタワー、
キュービクル等の建築設備及び立体駐車場
施設は、道路、公園等の公共施設から直接
見えないよう植栽又はルーバー等で覆うこ
と。
５ フェンス、ルーバーその他これらに類す
るものは、こげ茶色又は建築物と調和した
同系色とすること。ただし、自然素材を使
用する場合は、この限りでない。
６ 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、独立型屋外
広告物の支柱（枠を含む。）その他これら
に類するものは、こげ茶色とする。
７ 広告物に関する制限は、この表の付表２
のとおりとする。

左京五丁目
地区整備計
画区域

0.0Ｒ～9.9Ｒ ４未満 2

0.0ＹＲ～4.9ＹＲ ４未満 2

5.0ＹＲ～9.9ＹＲ ４未満 3

0.0Ｙ～4.9Ｙ ４未満 3

5.0Ｙ～9.9Ｙ ４未満 2

その他の色相 ４未満 2

無彩色 ４未満 －



別表第２の付表２に次のように加える。

附 則
この条例は、平成29年５月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第16号

奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関
する条例の一部を改正する条例
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

左京
五丁
目地
区整
備計
画区
域

全て
の建
築物

0.0Ｒ～4.9Ｒ
８未満 2

８以上 1

5.0Ｒ～9.9Ｒ

５未満 4

５以上８未満 2

８以上 1

0.0ＹＲ～4.9ＹＲ

５未満 6

５以上７未満 3

７以上８未満 2

８以上９未満 1

5.0ＹＲ～9.9ＹＲ

５未満 6

５以上６未満 4

６以上７未満 3

７以上８未満 2

８以上９未満 1

0.0Ｙ～4.9Ｙ

５未満 6

５以上８未満 4

８以上９未満 3

９以上 2

5.0Ｙ～9.9Ｙ

５未満 6

５以上８未満 3

８以上９未満 2

９以上 1

その他の色相
８未満 2

８以上９未満 1

無彩色 ９以下 －

左京
五丁
目地
区整
備計
画区
域

全広
告物
に関
する
事項

用途等

自己の事業又は営業に関し自己
の事務所、事業所、営業所等に
表示し、又は掲出するもののほ
か、奈良市屋外広告物条例第９
条第１項から第３項までに掲げ
る広告物又はこれを掲出する物
件に限る。

位置

１ 敷地境界線を越えて掲出で
きない。

２ 交差点から５メートル以内
には設置できない。ただし、
建築物等を利用するものを除
く。

照明

１ 点滅しないものに限る。
２ 動画等を表示するものは、
設置できない。

３ 回転しないものに限る。た
だし、車両出庫の警告用のも
のを除く。

４ イルミネーション及びネオ
ンサインは、設置できない。

色彩

１ 黄色（0.1Ｙ～10.0Ｙ）の
彩度基準については、8.0以下
とする。
２ 地色については、ベージュ、
グレー、茶、紺その他白に近
い淡色又は壁の色と同等とす
る。また、地色で使用する黄
色（0.1Ｙ～10.0Ｙ）の彩度
基準については、6.0以下とす
る。

大きさ

大きさは奈良市屋外広告物条例
第11条第１項に規定する許可の
基準によるものとし、表示面積
の合計は10平方メートル以下、
かつ、１広告物ごとの最大面積
は６平方メートル以下とする。

屋上広告物 表示し、又は設置できない。

壁面広告物
塀垣広告物

１ 表示面積は、当該壁面の５
分の１以下かつ３個以下とす
る。
２ 突き出し形状は、設置でき
ない。
３ 壁面に直接塗装するものは、
掲出できない。

広告塔

１ １敷地につき１基までとし、
高さは、６メートル以下とす
る。
２ 支柱、枠等の色彩は、黒、
濃灰又は濃茶とする。

広告板

１ １テナントにつき１基まで
とし、高さは、４メートル以
下とする。
２ 支柱、枠等の色彩は、黒、
濃灰又は濃茶とする。

気球広告物
広告幕

イベント時のみの掲出とし、イ
ベント終了後は、速やかに撤去
する（地区内の住宅販売等の一
時的なものに限る。）。

アーチ広告物
はり札
はり紙
立看板
電柱広告物

設置できない。



奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例（平成３年奈良市条例第19号）の一部を次のように改
正する。
別表第１に次のように加える。

別表第２に次のように加える。

別表第３に次のように加える。

別表第３の２に次のように加える。

別表第４に次のように加える。

別表第５に次のように加える。

別表第６に次のように加える。

附 則
この条例は、平成29年５月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の
一部を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第17号

奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

左京五
丁目地
区整備
計画区
域

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計
画）地区計画左京五丁目地区計画の区域にお
いて地区整備計画が定められた区域

左京五
丁目地
区整備
計画区
域

次の各号に掲げる建築物以外の建築物
⑴ 住宅（長屋、重ね建て住宅及び共同住宅
を除く。以下この項において同じ。）
⑵ 延べ面積の２分の１以上を居住の用に供
し、かつ、次のア又はイに掲げる用途を兼
ねる住宅（これらの用途に供する部分の床
面積の合計が50平方メートルを超えるもの
を除く。）
ア 神社、寺院、教会その他これらに類す
るもの

イ 東登美ヶ丘一丁目地区整備計画区域の
項の第２号に掲げる建築物

⑶ 診療所（患者の収容施設を持つものを除
く。）

⑷ 近隣に居住する者の利用に供するために
設ける公民館及び集会所

⑸ 公園又は緑地に設けられる公衆便所又は
休憩所

⑹ 東登美ヶ丘一丁目地区整備計画区域の項
の第４号、第５号及び第９号に掲げる建築
物

⑺ 前各号の建築物に附属するもの（東登美
ヶ丘一丁目地区整備計画区域の項の第11号
のア及びウからオまでに掲げるものを除く。
）

左京五丁目
地区整備計
画区域

10分の５

左京五丁目
地区整備計
画区域

10分の８

左京五丁目
地区整備計
画区域

165平
方メー
トル

⑴ 巡査派出所
⑵ 公衆電話所
⑶ 公園又は緑地に設けられる
公衆便所又は休憩所

⑷ 路線バスの停留所の上家

左京五丁目
地区整備計
画区域

建築物の外
壁又はこれ
に代わる柱
の面から敷
地境界線ま
での距離は、
１メートル
以上とする。

⑴ 外壁又はこれに代わる
柱の中心線の長さの合計
が３メートル以下である
もの
⑵ 物置その他これに類す
る用途に供し、軒の高さ
が2.3メートル以下で、
かつ、床面積の合計が５
平方メートル以内である
もの

左京五丁目
地区整備計
画区域

⑴ 10メートル。ただし、階段室、昇降
機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他こ
れらに類する建築物の屋上部分の水平
投影面積の合計が当該建築物の建築面
積の８分の１以内の場合においては、
その部分の高さは、５メートルまでは
当該建築物の高さに算入しない。
⑵ 建築物の各部分から前面道路の反対
側の境界線又は隣地境界線までの真北
方向の水平距離に1.25を乗じて得たも
のに５メートルを加えたもの。ただし、
北側の前面道路の反対側に水面、線路
敷その他これらに類するものに接する
場合においては、当該前面道路の反対
側の境界線又は当該水面、線路敷その
他これらに類するものに接する隣地境
界線は、当該水面、線路敷その他これ
らに類するものの幅の２分の１だけ外
側にあるものとみなす。また、建築物
の敷地の地盤面が北側の隣地（北側に
前面道路がある場合においては、当該
前面道路の反対側の隣接地をいう。以
下同じ。）の地盤面（隣地に建築物が
ない場合においては、当該隣地の平均
地表面をいう。）より１メートル以上
低い場合においては、その建築物の敷
地の地盤面は、当該高低差から１メー
トルを減じたものの２分の１だけ高い
位置にあるものとみなす。



奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（
昭和41年奈良市条例第28号）の一部を次のように改正する。
第２条中「昭和27年政令第403号」の次に「。以下「令」
という。」を加える。
第４条の次に次の１条を加える。
（特別会計）
第４条の２ 法第17条ただし書及び令第８条の４の規定に
基づき、水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月29日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第18号

奈良市水道事業給水条例の一部を改正する条例
奈良市水道事業給水条例（昭和33年奈良市条例第14号）
の一部を次のように改正する。
第１条第２項中「次条において」を「以下」に改める。
第11条に次の１項を加える。
３ 給水装置工事をしようとする者は、第31条第１項に規
定する分担金（第31条の３第１項に規定する加算分担金
の納入を要するときは、これを含む。）並びに別表第１
に定める設計審査手数料及び工事検査手数料を納入しな
ければ、第１項の承認を受けることができない。
第26条第２項中「別表第１」を「別表第２」に改める。
第31条第１項及び第31条の３第１項中「工事申込みの際
に」を「管理者が定める納期限までに」に改める。
第32条第１項各号列記以外の部分を次のように改める。
次に掲げる者は、別表第１に定める額の手数料を管理

者が定める納期限までに納入しなければならない。
第32条第１項に次の１号を加える。
⑷ 市の水道事業に関する証明書の交付を受ける者
第32条第２項を次のように改める。
２ 前項の規定にかかわらず、同項第４号に掲げる者が納
入する別表第１に掲げる証明手数料は、申請又は請求の
際、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の
理由があると認めるものについては、この限りでない。
別表第２を削り、別表第１を別表第２とし、別表第１と
して次の１表を加える。
別表第１（第11条、第32条関係）
１ 指定給水装置工事事業者指定手数料

２ 設計審査手数料

３ 工事検査手数料

４ 証明手数料

別表第５を削る。
附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月29日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第19号

奈良市下水道条例の一部を改正する条例
奈良市下水道条例（昭和51年奈良市条例第16号）の一部
を次のように改正する。
第８条を次のように改める。
（手数料）
第８条 次に掲げる者は、別表に定める手数料を管理者が
定める納期限までに納付しなければならない。
⑴ 前条第１項の指定を受ける者
⑵ 前条第２項の登録を受ける者
⑶ 市の下水道事業に関する証明書の交付を受ける者
２ 前項の規定にかかわらず、同項第３号に掲げる者が納
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単 位 金 額

１件につき 10,000円

区 分 口 径 金額（１件につき)

新設及び
増設の工
事

25ミリメートル以下 2,000円

40ミリメートル及び
50ミリメートル 3,000円

75ミリメートル以上 5,000円

改造及び
撤去の工
事

25ミリメートル以下 400円

40ミリメートル及び
50ミリメートル 600円

75ミリメートル以上 1,000円

区 分 口 径 金額（１件につき)

新設及び
増設の工
事

25ミリメートル以下 2,000円

40ミリメートル及び
50ミリメートル 3,000円

75ミリメートル以上 5,000円

改造及び
撤去の工
事

25ミリメートル以下 400円

40ミリメートル及び
50ミリメートル 600円

75ミリメートル以上 1,000円

備考 第12条の２第３項の再検査についても、１件
とみなす。

単 位 金 額

１件につき 300円



付する別表に掲げる証明手数料は、申請又は請求の際、
納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由
があると認めるものについては、この限りでない。
附則の次に次の別表を加える。
別表（第８条関係）

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部
を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第20号

奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の
一部を改正する条例

奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和
45年奈良市条例第16号）の一部を次のように改正する。
題名中「奈良都市計画下水道事業」を「奈良市公共下水
道事業」に改める。
第１条中「都市計画下水道事業」を「事業」に、「を徴
収」を「又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第224条
の規定に基づく分担金（以下「分担金」という。）を徴収」
に改める。
第11条を第12条とし、第10条の次に次の１条を加える。
（月ヶ瀬地区の事業に係る分担金）
第11条 奈良市役所出張所設置条例（昭和30年奈良市条例
第35号）別表に定める奈良市月ヶ瀬行政センターの所管
区域のうち、奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に
関する条例（昭和41年奈良市条例第28号）別表第２に定
める奈良市農業集落排水事業の計画処理区域以外の区域
に係る受益者が負担する分担金については、奈良市農業
集落排水事業分担金徴収条例（平成６年奈良市条例第33
号）の規定の例による。
附 則

（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例の施行の際、現に次項の規定による改正前の
奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成６年奈良
市条例第33号）第13条の規定により賦課された分担金は、
この条例による改正後の奈良市公共下水道事業受益者負
担に関する条例第１条に規定する分担金とみなす。
（奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正）

３ 奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を次の
ように改正する。
第13条を削り、第14条を第13条とする。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般
職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部
を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第21号

奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する
条例の一部を改正する条例

（奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32
年奈良市条例第21号）の一部を次のように改正する。
第５条中「別表」を「別表第１」に改める。
第６条中「ものとし」を「ものとする。この場合にお
いて」に改め、「標準的な」を削り、「市長が規則で定め
る」を「別表第２に掲げる等級別基準職務表に定めると
おりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任
の度が同程度の職務であつて規則で定めるものは、それ
ぞれの職務の級に分類されるものとする」に改める。
第12条に次のただし書を加える。
ただし、次条第１号及び第３号から第６号までのい
ずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶
者、父母等」という。）に係る扶養手当は、給料表の
適用を受ける職員でその職務の級が９級以上であるも
の（以下「給料表９級以上職員」という。）に対して
は、支給しない。
第12条の２第２号中「及び孫」を削り、同条中第５号
を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号と
し、第２号の次に次の１号を加える。
⑶ 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間
にある孫
第13条第１項を次のように改める。
扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等につ
いては１人につき6,500円（給料表の適用を受ける職員
でその職務の級が８級であるもの（以下「給料表８級職
員」という。）にあつては、3,500円）、前条第２号に該
当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）に
ついては１人につき10,000円とする。
第14条第１項中「がある場合又は職員に次の各号の一
に該当する」を「（給料表９級以上職員にあつては、扶
養親族たる子に限る。）がある場合、給料表９級以上職
員から給料表９級以上職員以外の職員となつた職員に扶
養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各
号のいずれかに掲げる」に改め、「（新たに職員となつた
者に扶養親族がある場合又は職員に第１号に該当する事
実が生じた場合において、その職員に配偶者がないとき
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平成29年９月12日
（火 曜 日）

区 分 単 位 金 額

排水設備指定工事店指定手
数料 １件につき 10,000円

排水設備工事責任技術者登
録手数料 １件につき 500円

証明手数料 １件につき 300円



は、その旨を含む。）」を削り、同項第１号中「として
の」を「たる」に、「ようになつた」を「に至つた」に
改め、「場合」の次に「（給料表９級以上職員に扶養親族
たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者があ
る場合を除く。）」を加え、同項第２号中「としての」を
「たる」に、「ようになつた」を「に至つた」に、「第12
条の２第２号又は第４号」を「扶養親族たる子又は第12
条の２第３号若しくは第５号」に改め、「至つた場合」
の次に「及び給料表９級以上職員に扶養親族たる配偶者、
父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」を加え、
同項第３号及び第４号を削る。
第15条第１項中「に扶養親族」の次に「（給料表９級

以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。）」を加え、
「扶養親族がない」を「給料表９級以上職員から給料表
９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配
偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族た
る子で前条第１項の規定による届出に係るものがないと
きはその職員が給料表９級以上職員以外の職員となつた
日、職員に扶養親族（給料表９級以上職員にあつては、
扶養親族たる子に限る。）で同項の規定による届出に係
るものがない場合においてその」に、「前条第１項第１
号」を「同項第１号」に、「生じた場合においては」を
「生じたときは」に改め、「死亡した日」の次に「、給
料表９級以上職員以外の職員から給料表９級以上職員と
なつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定
による届出に係るものがある場合においてその職員に扶
養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがない
ときはその職員が給料表９級以上職員となつた日」を、
「の扶養親族」の次に「（給料表９級以上職員にあつて
は、扶養親族たる子に限る。）」を加え、「すべて」を
「全て」に改め、同条第２項を次のように改める。
２ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生
じた場合においては、その事実が生じた日の属する月
の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属
する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の
規定は、第１号又は第３号に掲げる事実が生じた場合
における扶養手当の支給額の改定について準用する。
⑴ 扶養手当を受けている職員に更に前条第１項第１
号に掲げる事実が生じた場合

⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族（給料表９
級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。）
で前条第１項の規定による届出に係るものの一部が
扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

⑶ 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子
で前条第１項の規定による届出に係るものがある給
料表９級以上職員が給料表９級以上職員以外の職員
となつた場合

⑷ 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第１項の規定
による届出に係るものがある給料表８級職員が給料
表８級職員及び給料表９級以上職員以外の職員とな
つた場合

⑸ 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第１項の規定
による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の
規定による届出に係るものがある職員で給料表９級
以上職員以外のものが給料表９級以上職員となつた
場合
⑹ 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第１項の規定
による届出に係るものがある職員で給料表８級職員
及び給料表９級以上職員以外のものが給料表８級職
員となつた場合
⑺ 職員の扶養親族たる子で前条第１項の規定による
届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた
者が特定期間にある子となつた場合
別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。
別表第２（第６条関係）

等級別基準職務表

（奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関
する条例の一部改正）
第２条 奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例（平成24年奈良市条例第９号）の一部を次
のように改正する。
第５条第２項中「特定任期付職員が従事する業務に応
じて規則で定める基準に従い決定する」を「その者の専
門的な知識、経験又は識見の度並びにその者が従事する
業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、そ
の決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めると
おりとする」に改め、同項に次の各号を加える。
⑴ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経
験を活用して業務に従事する場合 １号給
⑵ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経
験を活用して困難な業務に従事する場合 ２号給
⑶ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経
験を活用して特に困難な業務に従事する場合 ３号
給
⑷ 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知
識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
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職務の級 基準となる職務

１級 定型的な業務を行う職務

２級 主事の職務

３級 主務の職務

４級 係長又は主任の職務

５級 課長補佐又は主査の職務

６級 課長又は主幹の職務

７級 相当の経験を有する課長又は主幹の職務

８級 部次長又は参事の職務

９級 部長又は理事の職務

10級
相当高度な又は特に困難な業務を担う部長
の職務



４号給
⑸ 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知
識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従
事する場合 ５号給

⑹ 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を
有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業
務で重要なものに従事する場合 ６号給
附 則

（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（平成32年３月31日までの間における扶養手当に関する
特例）
２ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間は、
第１条の規定による改正後の奈良市一般職の職員の給与
に関する条例（以下「改正後給与条例」という。）第12
条ただし書の規定は適用せず、改正後給与条例第13条第
１項、第14条第１項及び第15条の規定の適用については、
第13条第１項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とある
のは「前条第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族
たる配偶者」という。）」と、「１人につき6,500円」とあ
るのは「11,500円」と、「、3,500円）、前条第２号」と
あるのは「10,500円、給料表の適用を受ける職員でその
職務の級が９級以上であるもの（以下「給料表９級以上
職員」という。）にあつては10,000円）、同条第２号」と、
「10,000円」とあるのは「8,000円（職員に配偶者がな
い場合にあつては、そのうち１人については10,000円）、
同条第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親
族（以下「扶養親族たる父母等」という。）については
１人につき6,500円（職員に配偶者及び扶養親族たる子
がない場合にあつては、そのうち１人については9,000
円）」と、第14条第１項中「扶養親族（給料表９級以上
職員にあつては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、
給料表９級以上職員から給料表９級以上職員以外の職員
となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるの
は「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨（新
たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第
１号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配
偶者がないときは、その旨を含む。）」と、同項第１号中
「場合（給料表９級以上職員に扶養親族たる配偶者、父
母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除
く。）」とあるのは「場合」と、同項中
「⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
（扶養親族たる子又は第12条の２第３号若しくは第
５号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後
の最初の３月31日の経過により、扶養親族たる要件
を欠くに至つた場合及び給料表９級以上職員に扶養
親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者
がある場合を除く。） 」
とあるのは
「⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
（扶養親族たる子又は第12条の２第３号若しくは第

５号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後
の最初の３月31日の経過により、扶養親族たる要件
を欠くに至つた場合を除く。）
⑶ 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある
職員が配偶者のない職員となつた場合（前号に該当
する場合を除く。）
⑷ 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある
職員が配偶者を有するに至つた場合（第１号に該当
する場合を除く。） 」

と、第15条第１項中「扶養親族（給料表９級以上職員に
あつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養
親族」と、「なつた日、給料表９級以上職員から給料表
９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配
偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族た
る子で前条第１項の規定による届出に係るものがないと
きはその職員が給料表９級以上職員以外の職員となつた
日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届
出に係るものがない場合」とあるのは「前条第１項の規
定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、
給料表９級以上職員以外の職員から給料表９級以上職員
となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規
定による届出に係るものがある場合においてその職員に
扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがな
いときはその職員が給料表９級以上職員となつた日」と
あるのは「死亡した日」と、同条第２項中「においては、
その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員につ
いて前条第１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生
じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあ
るのは「これらの日が」と、「第１号又は第３号」とあ
るのは「第１号」と、「の改定」とあるのは「の改定（
扶養親族たる子で前条第１項の規定による届出に係るも
のがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者
を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係
る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で
同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配
偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係る
もののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる
子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係
る扶養手当の支給額の改定を除く。）、扶養手当を受けて
いる職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出
に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合
における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の
改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる
父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で
あつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るも
ののないものが配偶者のない職員となつた場合における
当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改
定」と、同項第２号中「扶養親族（給料表９級以上職員
にあつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶
養親族」と、同項第３号中「扶養親族たる配偶者、父母
等及び扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる配偶
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者」と、同項第４号中「扶養親族たる配偶者、父母等」
とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、同項第５号中
「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族
たる配偶者」と、「及び扶養親族たる子で同項の規定に
よる届出に係るものがある職員で」とあるのは「があ
る」と、「のもの」とあるのは「の職員」と、同項第６
号中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養
親族たる配偶者」とする。
３ 平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間は、
改正後給与条例第12条ただし書の規定は適用せず、改正
後給与条例第13条第１項、第14条第１項及び第15条の規
定の適用については、第13条第１項中「扶養親族たる配
偶者、父母等」とあるのは「前条第１号に該当する扶養
親族（以下「扶養親族たる配偶者」という。）」と、「１
人につき6,500円」とあるのは「10,000円」と、「、3,
500円）、前条第２号」とあるのは「8,000円、給料表の
適用を受ける職員でその職務の級が９級以上であるもの
（以下「給料表９級以上職員」という。）にあつては6,
500円）、同条第２号」と、「とする」とあるのは「、同
条第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族
については１人につき6,500円とする」と、第14条第１
項中「扶養親族（給料表９級以上職員にあつては、扶養
親族たる子に限る。）がある場合、給料表９級以上職員
から給料表９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養
親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、
同項第１号中「場合（給料表９級以上職員に扶養親族た
る配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある
場合を除く。）」とあり、及び同項第２号中「場合及び給
料表９級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要
件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、
第15条第１項中「扶養親族（給料表９級以上職員にあつ
ては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親
族」と、「なつた日、給料表９級以上職員から給料表９
級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶
者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる
子で前条第１項の規定による届出に係るものがないとき
はその職員が給料表９級以上職員以外の職員となつた
日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届
出に係るものがない場合」とあるのは「前条第１項の規
定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、
給料表９級以上職員以外の職員から給料表９級以上職員
となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規
定による届出に係るものがある場合においてその職員に
扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがな
いときはその職員が給料表９級以上職員となつた日」と
あるのは「死亡した日」と、同条第２項中「第１号又は
第３号」とあるのは「第１号」と、同項第２号中「扶養
親族（給料表９級以上職員にあつては、扶養親族たる子
に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第３号中
「扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」と
あるのは「扶養親族たる配偶者」と、同項第４号中「扶

養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族たる
配偶者」と、同項第５号中「扶養親族たる配偶者、父母
等」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「及び扶養
親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職
員で」とあるのは「がある」と、「のもの」とあるのは
「の職員」と、同項第６号中「扶養親族たる配偶者、父
母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者」とする。
４ 平成31年４月１日から平成32年３月31日までの間は、
改正後給与条例第12条ただし書の規定は適用せず、改正
後給与条例第13条第１項、第14条第１項及び第15条の規
定の適用については、第13条第１項中「扶養親族たる配
偶者、父母等」とあるのは「前条第１号に該当する扶養
親族（以下「扶養親族たる配偶者」という。）」と、「１
人につき6,500円」とあるのは「8,500円」と、「、3,500
円）、前条第２号」とあるのは「5,500円、給料表の適用
を受ける職員でその職務の級が９級以上であるもの（以
下「給料表９級以上職員」という。）にあつては3,500
円）、同条第２号」と、「とする」とあるのは「、第３号
から第６号までのいずれかに該当する扶養親族について
は１人につき6,500円（給料表８級職員及び給料表９級
以上職員（以下「給料表８級以上職員」という。）にあ
つては、3,500円）とする」と、第14条第１項中「扶養
親族（給料表９級以上職員にあつては、扶養親族たる子
に限る。）がある場合、給料表９級以上職員から給料表
９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配
偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第１号
中「場合（給料表９級以上職員に扶養親族たる配偶者、
父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除
く。）」とあり、及び同項第２号中「場合及び給料表９級
以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠く
に至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、第15条
第１項中「扶養親族（給料表９級以上職員にあつては、
扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、
「なつた日、給料表９級以上職員から給料表９級以上職
員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母
等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条
第１項の規定による届出に係るものがないときはその職
員が給料表９級以上職員以外の職員となつた日」とある
のは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るも
のがない場合」とあるのは「前条第１項の規定による届
出に係るものがない場合」と、「死亡した日、給料表９
級以上職員以外の職員から給料表９級以上職員となつた
職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による
届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族
たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは
その職員が給料表９級以上職員となつた日」とあるのは
「死亡した日」と、同条第２項中「第１号又は第３号」
とあるのは「第１号」と、同項第２号中「扶養親族（給
料表９級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限
る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第３号中「扶養
親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあるの
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は「第12条の２第１号及び第３号から第６号までのいず
れかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、
父母等」という。）」と、「給料表９級以上職員」とある
のは「給料表８級以上職員」と、同項第４号中「扶養親
族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶
者」と、「給料表８級職員及び給料表９級以上職員以外
の職員」とあるのは「給料表９級以上職員」と、同項第
５号中「及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に
係るものがある職員で給料表９級以上職員以外のもの」
とあるのは「がある給料表８級以上職員以外の職員」と、
同項第６号中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるの
は「扶養親族たる配偶者」と、「給料表８級職員及び給
料表９級以上職員以外のもの」とあるのは「給料表９級
以上職員」とする。
（特定の職務の級の切替え）
５ 平成29年４月１日（以下「切替日」という。）の前日
においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」と
いう。）が附則別表に掲げられている職務の級であった
職員の切替日における職務の級（以下「新級」という。）
は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とす
る。この場合において、同欄に２つの職務の級が掲げら
れているときは、市長の定めるところにより、そのいず
れかの職務の級とする。
（号給の切替え）
６ 切替日の前日において第１条の規定による改正前の奈
良市一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正前給
与条例」という。）別表の給料表の適用を受けていた職
員の切替日における号給（以下「新号給」という。）は、
切替日の前日においてその者が受けていた号給（以下
「旧号給」という。）の給料月額と同じ額の号給（同じ
額の号給がない場合は、その額の直近下位の額の号給）
とする。
（切替日前の異動者の号給の調整）
７ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長
が別に定める職員の新号給については、その者が切替日
において職務の級を異にする異動等をしたものとした場
合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別
に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
（職員が受けていた号給等の基礎）
８ 前３項の規定の適用については、これらの規定に規定
する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた
号給又は給料月額は、改正前給与条例及びこれに基づく
規則の規定に従って定められたものでなければならない。
（職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置）
９ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間、切
替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職
員で、その者が受ける給料月額が平成29年３月31日（同
日において奈良市一般職の職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例（平成26年奈良市条例第68号。以下
「平成26年改正条例」という。）附則第７項から第９項
までの規定により給料の支給を受けている者にあっては、

平成26年改正条例附則第１項ただし書に規定する規定の
施行の日(次項において「平成26年改正条例一部施行日」
という。）の前日）において受けていた給料月額に達し
ないこととなるもの（市長が規則で定める職員を除く。）
には、給料月額のほか、その差額に相当する額（改正後
給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給
される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて
得た額）を給料として支給する。
10 平成30年４月１日から当分の間、切替日の前日から引
き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受
ける給料月額が平成29年３月31日（同日において平成26
年改正条例附則第７項から第９項までの規定により給料
の支給を受けている者にあっては、平成26年改正条例一
部施行日の前日）において受けていた給料月額に達しな
いこととなるもの（市長が規則で定める職員を除く。）
には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料と
して支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員
（前２項に規定する職員を除く。）について、前２項の
規定による給料を支給される職員との権衡上必要がある
と認められるときは、当該職員には、市長の定めるとこ
ろにより、前２項の規定に準じて、給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなっ
た職員について、任用の事情等を考慮して前３項の規定
による給料を支給される職員との権衡上必要があると認
められるときは、当該職員には、市長の定めるところに
より、前３項の規定に準じて、給料を支給する。
13 切替日から平成30年３月31日までの間、附則第９項（
前２項の規定により準じて支給する場合を含む。）の規
定による給料を支給される職員に関する改正後給与条例
第24条第５項（改正後給与条例第25条第４項において準
用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）
の規定の適用については、改正後給与条例第24条第５項
中「給料月額」とあるのは、「給料月額と奈良市一般職
の職員の給与に関する条例及び奈良市一般職の任期付職
員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する
条例（平成29年奈良市条例第21号）附則第９項（附則第
11項又は第12項の規定により準じて支給する場合を含む。
）の規定による給料の額との合計額」とする。
14 平成30年４月１日から当分の間、附則第10項（附則第
11項又は第12項の規定により準じて支給する場合を含む。
）の規定による給料を支給される職員に関する改正後給
与条例第２４条第５項の規定の適用については、同項中
「給料月額」とあるのは、「給料月額と奈良市一般職の
職員の給与に関する条例及び奈良市一般職の任期付職員
の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条
例（平成29年奈良市条例第21号）附則第10項（附則第11
項又は第12項の規定により準じて支給する場合を含む。）
の規定による給料の額との合計額」とする。
（規則への委任）
15 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条
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例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表（附則第５項関係）
職務の級の切替表

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一
部を改正する条例をここに公布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第22号

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
の一部を改正する条例

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭
和41年奈良市条例第30号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項中「通勤手当」の次に「、単身赴任手当」
を加える。
第５条第１項に次のただし書を加える。
ただし、次項第１号及び第３号から第６号までのいず

れかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が定
める職員に対しては、支給しない。
第５条第２項第２号中「及び孫」を削り、同項中第５号
を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、
第２号の次に次の１号を加える。
⑶ 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間に
ある孫

第６条の次に次の１条を加える。
（単身赴任手当）
第６条の２ 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は
在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾
病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同
居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該
異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事
業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管
理者が定める基準に照らして困難であると認められるも
ののうち、単身で生活することを常況とする職員に対し

て支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所
に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難
であると認められない場合は、この限りでない。
２ 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との
権衡上必要があると認められるものとして管理者が定め
る職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給
する。
第14条第２項中「達するまでの子」の次に「（民法（明

治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員
が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の
成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家
事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であつ
て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年
法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６
条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託さ
れている児童その他これらに準ずる者として管理者が定め
る者を含む。）」を加え、「又は介護休暇（当該職員が」を
「、介護休暇（当該職員が要介護者（」に改め、「もの」
の次に「をいう。以下この項において同じ。）」を、「た
め、」の次に「管理者が定めるところにより、職員の申出
に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継
続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を
超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」とい
う。）内において」を、「休暇をいう。）」の次に「又は介護
時間（当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の
各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連
続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複す
る期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき
勤務しないことが相当であると認められる場合における休
暇をいう。）」を加える。
第16条の２の次に次の１条を加える。
（配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与）
第16条の３ 地方公務員法第26条の６第１項（同条第４項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
）の承認を受けた職員には、同法第26条の６第１項の配
偶者同行休業をしている期間については、給与を支給し
ない。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、
第５条第１項にただし書を加える改正規定は、平成32年４
月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公
布する。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第23号

奈良市議会委員会条例の一部を改正する条例
奈良市議会委員会条例（昭和49年奈良市条例第52号）の
一部を次のように改正する。
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旧級 新級

１級 １級

２級 ２級

３級 ３級

４級 ３級

５級 ４級

６級 ５級

７級 ６級

８級
７級

８級

９級 ９級

10級 10級



第２条第２項第３号中「保健福祉部」を「福祉部」に改
め、「子ども未来部」の次に「、健康医療部」を加える。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の奈良
市議会委員会条例（以下「旧条例」という。）の規定に
より設置された常任委員会の委員、委員長又は副委員長
である者は、この条例の施行の日に、それぞれこの条例
による改正後の奈良市議会委員会条例（以下「新条例」
という。）の規定により設置された常任委員会の委員、
委員長又は副委員長に選任され、又は互選されたものと
みなす。
３ 前項の規定により選任され、又は互選されたものとみ
なされる委員の任期は、新条例第３条第１項本文の規定
にかかわらず、平成29年６月19日までとする。
４ この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会
の所管事務調査事項及び付託されている継続審査事件は、
それぞれ新条例第２条の規定により当該事項及び事件を
所管することとなる常任委員会の所管事務調査事項及び
付託された継続審査事件とみなす。

（平成29年３月29日掲示済）

規 則
奈良市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第１号

奈良市公印規則の一部を改正する規則
奈良市公印規則（昭和25年奈良市規則第12号）の一部を
次のように改正する。

「

別表市長認印の項中 を

」
「

に改める。

」

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成29年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年３月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第２号

奈良市契約規則の一部を改正する規則
奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）の一部を
次のように改正する。
別記２第47条第２項及び第３項を削り、同条の次に次の
１条を加える。

（契約が解除された場合等の違約金）
第47条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合におい
ては、受注者は、請負代金額の10分の１に相当する額
を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ
ればならない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の
責めに帰すべき事由によつて受注者の債務について
履行不能となつた場合

２ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者
がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する
ものとみなす。
⑴ 受注者について破産法（平成16年法律第75号）の
規定により破産手続開始の決定があつた場合 同法
の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について会社更生法（平成14年法律第154
号）の規定により更生手続開始の決定があつた場合
同法の規定により選任された管財人

⑶ 受注者について民事再生法（平成11年法律第225
号）の規定により再生手続開始の決定があつた場合
同法に規定する再生債務者等

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約
が解除された場合を除く。）において、第４条の規定
により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供
が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又
は担保をもつて第１項の違約金に充当することができ
る。
別記２第48条第２項中「前条第２項」を「前条第１項」
に改める。
別記２第49条第１項中「第47条第１項」を「第47条」に
改める。
別記２第51条第３項及び第８項中「又は第48条の規定に
よる」を「若しくは第48条の規定によるとき又は第47条の
２第２項各号に掲げる者によつて行われた」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（適用区分）
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住民基本台帳
カード事務用

住民基本台帳
カード事務用

住民基本台帳
カード事務、
在留カード事
務、特別永住
者証明書事務、
通知カード事
務及び個人番
号カード事務
用



２ この規則による改正後の奈良市契約規則別記２の規定
は、この規則の施行の日以後に締結される契約に適用す
る。

（平成29年３月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
平成29年３月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第３号

奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則
奈良市体育施設条例施行規則（平成20年奈良市規則第９
号）の一部を次のように改正する。
別記第14号様式を次のように改める。
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附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の奈良市体育施設条例施行規則
別記第14号様式の規定は、この規則の施行の日以後の請
求に係る使用料の還付について適用し、同日前の請求に
係る使用料の還付については、なお従前の例による。

（平成29年３月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を
改正する規則をここに公布する。
平成29年３月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第４号

奈良市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一
部を改正する規則

奈良市学校給食費の管理に関する条例施行規則（平成26
年奈良市規則第３号）の一部を次のように改正する。
別表第１中「奈良市立春日中学校」を「奈良市立春日中
学校 奈良市立三笠中学校 奈良市立若草中学校」に、
「奈良市立興東館柳生中学校」を「奈良市立興東館柳生中
学校 奈良市立登美ヶ丘中学校」に、「奈良市立都跡中学
校」を「奈良市立都跡中学校 奈良市立平城東中学校」に
改める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成29年３月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市各種検診実施規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第５号

奈良市各種検診実施規則の一部を改正する規則
奈良市各種検診実施規則（平成27年奈良市規則第87号）
の一部を次のように改正する。
第７条第２項中「受診者負担金」の次に「（肺がん検診
（低線量ＣＴ検査によるものに限る。）に係るものを除
く。）」を加える。
別表肺がん検診の項中「肺がん検診」の次に「（Ⅹ線検

査によるもの）」を加え、同項の次に次の１項を加える。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第６号

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律施行細則の一部を改正する規則

奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行細則（平成18年奈良市規則第80号）の一
部を次のように改正する。
第21条中「（変更）」を削る。
別表パルスオキシメーター（動脈血中酸素濃度測定器）
の項中「人工呼吸器の」を「在宅酸素療法を行う難病患者
等又は人工呼吸器の」に改め、同表ストーマ装具（消化器
系）の項及びストーマ装具（尿路系）の項中「３歳以上
の」を削る。
別記第18号様式から第20号様式までを次のように改める。
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もの）

50歳又は60歳の者



第18号様式（第21条関係）
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第19号様式（第21条関係）
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第20号様式（第21条関係）

―35―

奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）



附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際現に提出されているこの規則によ
る改正前の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律施行細則別記第18号様式から第
20号様式までの規定による申請書は、それぞれこの規則
による改正後の奈良市障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律施行細則別記第18号様式か
ら第20号様式までの規定による申請書とみなす。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の配偶者同行休業に関する規則をここに公布
する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第７号

奈良市職員の配偶者同行休業に関する規則
（趣旨）
第１条 この規則は、奈良市職員の配偶者同行休業に関す
る条例（平成29年奈良市条例第７号。以下「条例」とい
う。）第13条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に
関し必要な事項を定めるものとする。
（任命権者）
第２条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任
命権者は、含まれないものとする。
（配偶者同行休業の承認の申請手続）
第３条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業
申請書（別記第１号様式）により、配偶者同行休業を始
めようとする日の１月前までに行うものとする。
２ 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対し
て、当該申請について確認するため必要があると認める
書類の提出を求めることができる。
（配偶者同行休業の期間の延長の申請手続）
第４条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申
請について準用する。
（職務復帰）
第５条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同
行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以
外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の
承認が取り消されたとき（条例第８条第３号に規定する
事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除
く。）は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復
帰するものとする。
（届出）
第６条 条例第９条の規定による届出は、配偶者同行休業
状況変更届（別記第２号様式）により行うものとする。
（配偶者同行休業に係る辞令の交付）
第７条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、
辞令を交付しなければならない。

⑴ 職員の配偶者同行休業を承認する場合
⑵ 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
⑶ 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
（配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付）
第８条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付し
なければならない。ただし、第３号の場合において、辞
令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に
代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付
に代えることができる。
⑴ 条例第10条第１項の規定により任期を定めて職員を
採用した場合
⑵ 条例第10条第１項の規定により任期を定めて採用さ
れた職員(次号において「任期付職員」という。）の任
期を更新した場合
⑶ 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
（委任）
第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市
長が別に定める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（配偶者同行休業の承認の申請手続の特例）
２ 平成29年４月中に配偶者同行休業を始めようとする職
員に係る第３条第１項の規定の適用については、同項中
「配偶者同行休業を始めようとする日の１月前までに」
とあるのは、「この規則の施行後速やかに」とする。
（奈良市臨時職員に関する規則の一部改正）
３ 奈良市臨時職員に関する規則（平成２年奈良市規則第
26号）の一部を次のように改正する。
第２条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号
を加える。
⑵ 地方公務員法第26条の６第７項
第４条第２項中「第２条第２号」の次に「又は第３
号」を加え、「市長」を「任命権者」に改める。
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別記
第１号様式（第３条関係）
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第２号様式(第６条関係)
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附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現に発行されているこの規則に
よる改正前の奈良市体育施設条例施行規則第７条第１項
第４号の照明使用券は、当分の間、使用することができ
る。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地域公共交通会議規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第９号

奈良市地域公共交通会議規則
（目的）
第１条 この規則は、奈良市附属機関設置条例（平成27年
奈良市条例第１号）第３条及び奈良市報酬及び費用弁償
に関する条例（昭和27年奈良市条例第30号）第５条の規
定により、奈良市地域公共交通会議（以下「交通会議」
という｡）の組織及び運営について必要な事項を定める
ことを目的とする。
（組織）
第２条 交通会議は、委員15人以内をもって組織する。
２ 委員は、市長又は市長が指名する職員及び次に掲げる
者のうちから市長が委嘱し、又は任命する者をもって充
てる。
⑴ 国土交通省近畿運輸局奈良運輸支局長又はその指名
する職員

⑵ 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自

動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
⑶ 市民又は利用者の代表者
⑷ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者
が組織する団体の代表者
⑸ 道路管理者
⑹ 奈良県警察の職員
⑺ その他市長が必要と認める者
３ 委員の任期は、３年とし、再任されることを妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４ 委員がその職にあることにより委嘱され、又は任命さ
れた場合は、その職を退いたときに委員の職を失うもの
とし、その職に就任したときに委員に委嘱され、又は任
命されたものとする。
（会長及び副会長）
第３条 交通会議に会長及び副会長１人を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又
は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）
第４条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、会
長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選さ
れる前に招集する会議は、市長が招集する。
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことがで
きない。
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。
（関係者の出席等）
第５条 交通会議は、必要があると認めるときは、関係者
に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、
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（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第８号

奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則
奈良市体育施設条例施行規則（平成20年奈良市規則第９
号）の一部を次のように改正する。
別表第１備考第２項中「ダンススタジオ」を「軽運動室
及びダンススタジオ」に改める。
別記第11号様式の５を次のように改める。

第11号様式の５（第７条関係）



又は必要な資料の提出を求めることができる。
（部会）
第６条 交通会議は、必要があると認めるときは、部会を
置くことができる。
２ 部会員は、会長が指名する。
３ 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充て
る。
４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及
び結果を交通会議に報告する。
５ 部会長に事故があるときは、部会員のうちからあらか
じめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
６ 第４条の規定は、部会の会議について準用する。この
場合において、同条中「会長」とあるのは「部会長」と、
「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
（報酬）
第７条 委員の報酬の額は、日額10,000円とする。
（費用弁償）
第８条 委員の費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条
例（昭和27年奈良市条例第３号）別表第３項に掲げる職
員の旅費相当額とする。
（庶務）
第９条 交通会議の庶務は、交通政策課において処理する。
（委任）
第10条 この規則に定めるもののほか、交通会議に関し必
要な事項は、会長が定める。
附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市指定管理者選定委員会規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第10号

奈良市指定管理者選定委員会規則の一部を改正する
規則

奈良市指定管理者選定委員会規則（平成27年奈良市規則
第19号）の一部を次のように改正する。
第10条を第11条とし、第９条を第10条とし、第８条の次
に次の１条を加える。
（費用弁償）
第９条 委員の費用弁償の額は、奈良市報酬及び費用弁償
に関する条例別表第２に定める額とする。
附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市規則第11号
奈良市介護保険規則の一部を改正する規則

奈良市介護保険規則（平成12年奈良市規則第30号）の一
部を次のように改正する。
第２条中「25以内」を「30以内」に改める。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市資産経営推進会議設置規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第12号

奈良市資産経営推進会議設置規則の一部を改正する
規則

奈良市資産経営推進会議設置規則（平成28年奈良市規則
第42号）の一部を次のように改正する。
第５条中「ＦＭ推進課」を「資産経営課」に改める。
第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。
（部会）
第６条 会議に、その所掌事務を補助するため、公有財産
利活用検討部会（以下「部会」という。）を置くことが
できる。
２ 部会は、議長から指示があった事項について協議、決
定、調整等を行う。
３ 部会の組織その他必要な事項は、別に定める。
別表中「総合政策部長」を「総合政策部長 危機管理
監」に、「保健福祉部長」を「福祉部長」に、「保健所長」
を「健康医療部長」に、「消防長」を「消防長 教育長」
に改める。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第13号

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の利用者負担等に関する条例施行規則の一部を改正
する規則

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担等に関する条例施行規則（平成27年奈良市規則第
11号）の一部を次のように改正する。
別表の１の表中「3,450」を「2,800」に、「3,700」を

「3,000」に改め、同表２の表中「7,250」を「6,000」に、
「7,150」を「5,900」に改め、同表３の表中「10,000」を
「9,000」に、「9,850」を「8,850」に改め、同表備考第８
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項中「Ｂ２、Ｃ２」を「Ｃ２」に改め、同表備考第９項中
「Ｃ１」を「Ｂ２、Ｃ１」に改める。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市国民健康保険規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第14号

奈良市国民健康保険規則の一部を改正する規則
奈良市国民健康保険規則（昭和34年奈良市規則第11号）
の一部を次のように改正する。
別記第８号様式を次のように改める。
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第８号様式（第17条関係）
その１
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附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市立こども園の管理運営に関する規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第15号

奈良市立こども園の管理運営に関する規則の一部を
改正する規則

奈良市立こども園の管理運営に関する規則（平成27年奈
良市規則第６号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項第２号中「及び奈良市立青和こども園」を
「、奈良市立青和こども園及び奈良市立鶴舞こども園」に
改める。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地域包括支援センター運営事業実施規則の一部を
改正する規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第16号

奈良市地域包括支援センター運営事業実施規則の一
部を改正する規則

奈良市地域包括支援センター運営事業実施規則（平成18
年奈良市規則第36号）の一部を次のように改正する。
第１条中「第115条の45」を「第115条の46」に改める。
第５条第１号中「法第115条の44第１項第２号から第５

号」を「法第115条の45第２項第１号から第３号」に改め
る。
第７条第１号中「財団法人沢井病院」を「一般財団法人
沢井病院」に改め、同条第６号中「医療法人平和会」を
「社会医療法人平和会」に改め、同条第７号中「医療法人
松本快生会」を「社会医療法人松本快生会」に改め、同条
の次に次の１号を加える。
⑾ 社会福祉法人協同福祉会

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市行政組織規則等の一部を改正する規則をここに公
布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第17号

奈良市行政組織規則等の一部を改正する規則
（奈良市行政組織規則の一部改正）
第１条 奈良市行政組織規則（平成14年奈良市規則第43
号）の一部を次のように改正する。
目次中「保健福祉部」を「福祉部」に、「第６節 子
ども未来部（第35条―第36条の２）」を
「第６節 子ども未来部（第35条―第36条の２）

に改
第６節の２ 健康医療部（第36条の３） 」
める。
第１条中「室、課、グループ」を「課、室」に改める。
第２条の見出しを「（課、室、センター、工場、事務
所及び係の設置）」に改め、同条中「室、課、グループ」
を「課、室」に改め、同条の表を次のように改める。
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部 課
（室・センター・工場・所） 係

総合政策部 秘書課

広報戦略課

総合政策課

行政経営課

奈良ブランド推進課 東部振興係 攻める農業係 定住促進係

危機管理課 市民安全係 災害対策係

総務部 総務課 総務広聴係 統計係 情報公開係 庁舎管理係 公用車管
理係

人事課 人事係 人材育成係 給与係 職員厚生係

法務ガバナンス課 ガバナンス推進係 法制係

保健所・教育総合センター管理課

情報政策課 情報政策係 情報化推進係

財務部 財政課 予算統括係 財務分析係 資金調整係

資産経営課 管理係 ＦＭ推進係

市民税課 総務係 課税第一係 課税第二係
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資産税課 償却資産係 土地第一係 土地第二係 家屋第一係 家屋
第二係

納税課 管理係 検収係 収納係

滞納整理課 滞納整理第一係 滞納整理第二係 債権管理係

市民生活部 市民課 総務管理係 住民窓口係 戸籍窓口係

生活環境課

新斎苑建設推進課

交通政策課

住宅課 企画調整係 住宅政策係 管理係 収納係 営繕係

市民活動部 協働推進課 協働推進係 まちづくり推進係

地域活動推進課 総務係 地域活動推進係 住居表示係

文化振興課 総務係 振興係

スポーツ振興課 総務係 スポーツ振興係

スポーツ産業支援室

人権政策課 人権施策係 人権啓発係

男女共同参画課

福祉部 福祉政策課 企画政策係 地域包括ケア推進係

地域福祉課 総務管理係 指導監査係 臨時給付金係

障がい福祉課 企画管理係 自立支援給付係 在宅支援係 生活支援係
精神福祉係 療育係

保護第一課 総務係 保護第一係 保護第二係 保護第三係 保護第四
係

くらしと仕事支援室

保護第二課 医療介護係 保護第五係 保護第六係 保護第七係 保護
第八係

長寿福祉課 長寿係 支援係

国保年金課 健診係 給付係 賦課係 徴収係 国民年金係

福祉医療課 障がい者医療係 高齢者医療係 保険料係

介護福祉課 給付係 保険料係 審査係 施設整備係

子ども未来部 子ども政策課

こども園推進課 経理係 施設管理係 保育・教育指導係

保育所・幼稚園課 給付保育料係 認定入所係 民間施設係

子ども育成課 育成係 認定給付係 子ども医療係

子育て相談課 ひとり親家庭支援係 子育て係

子ども家庭相談室

児童相談所設置準備室

健康医療部 医療事業課

環境部 廃棄物対策課 総務係 一般廃棄物対策係 産業廃棄物対策係

衛生浄化センター

リサイクル推進課 計画指導係 収集再生第一係 収集再生第二係

収集課 総務係 車両係 作業第一係 作業第二係 作業第三係
作業第四係 作業第五係

まち美化推進課 管理係 作業第一係 作業第二係 大型ごみ収集係 ごみ
電話受付係



第３条（見出しを含む。）中「秘書広報室秘書課」を
「秘書課」に改め、同条第５号中「、室」を削る。
第４条（見出しを含む。）中「秘書広報室広報広聴課」
を「広報戦略課」に改め、同条中第９号から第11号まで
を削り、第12号を第９号とし、第13号から第15号までを
削り、第16号を第10号とする。
第５条中第９号を第10号とし、第８号の次に次の１号

を加える。
⑼ 世論調査に関すること。
第７条の２企画通信係の部分及び防災・防犯係の部分

を次のように改める。
市民安全係
⑴ 防犯及び安全なまちづくりに関すること。
⑵ 防犯対策関係機関及び団体との連絡調整に関す
ること。

⑶ 自主防犯組織に関すること。
⑷ 防犯意識の啓発に関すること。

⑸ 課の庶務に関すること。
災害対策係
⑴ 地域防災計画に関すること。
⑵ 防災会議及び災害対策本部に関すること。
⑶ 防災行政無線及びシステム通信に関すること。
⑷ 気象情報等の収集及び伝達に関すること。
⑸ 防災に関する調査、研究及び関係機関との連絡
調整に関すること。
⑹ 国民保護計画に関すること。
⑺ 国民保護協議会並びに国民保護対策本部及び緊
急対処事態対策本部に関すること。
⑻ 自主防災組織に関すること。
⑼ 防災訓練及び防災意識の啓発に関すること。
⑽ 防災設備、備蓄物品等の管理に関すること。
⑾ その他緊急な災害等の対応に関すること。
第８条総務文書係の部分中「総務文書係」を「総務広
聴係」に改め、同部分中第７号を第12号とし、第６号を
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環境清美工場 総務係 施設第一係 施設第二係 施設第三係 施設第四
係 施設第五係 管理係

土地改良清美事務所 総務係 工事係

奈良阪処分地管理事務所

環境政策課 環境政策係 環境事業経営係

クリーンセンター建設推進課

観光経済部 観光戦略課 企画係 交流係 リニア推進係

観光振興課 振興係 資源開発係

奈良町にぎわい課

産業振興課 産業振興係 創業支援係 女性キャリア支援係

農林課 農政係 農林経営係 耕地係

都市整備部 都市計画課 総務係 土地利用係 都市施設係 まちづくり事業推進係

ＪＲ奈良駅周辺整備事務所

西大寺駅周辺整備事務所

公園緑地課 公園管理係 公園整備係

開発指導課 指導係 審査係

建築指導課 耐震改修促進係 指導係 審査係

景観課 計画係 審査指導係

建設部 土木管理課 施設管理係 明示係 占用係

道路維持課 施設管理係 維持補修係 舗装道補修係

土木管理センター 維持補修係 舗装道補修係

道路建設課 用地係 道路整備第一係 道路整備第二係 道路整備第三
係 道路整備第四係 橋梁

りょう

係

河川課 企画調整係 建設係

営繕課 企画調整係 公共施設係 設備係

耐震・教育施設整備室 教育施設係 施設耐震係

会計契約部 契約課 契約係 指導監察係

技術監理課



第11号とし、第５号の次に次の５号を加える。
⑹ 市政に関する意見及び要望の処理に関すること。
⑺ 市民相談に関すること。
⑻ 庁内案内に関すること。
⑼ パブリックコメントの総括に関すること。
⑽ コールセンターに関すること。
第８条に次のように加える。
庁舎管理係
⑴ 庁舎管理に関すること（営繕工事を除く。）。
⑵ 庁舎内事務室等の配置に関すること。
⑶ 庁舎内の秩序維持、防火、防犯及び美観に関す
ること。

⑷ 当直に関すること。
⑸ 用務員及びその業務に関すること。
⑹ 埋火葬の許可に関すること（他課の主管に属す
るものを除く。）。

⑺ 戸籍法に基づく各種届出等の受領に関すること
（他課の主管に属するものを除く。）。

⑻ 庁用電話、電気及び水道に関すること。
⑼ 庁舎内における広告掲出に関すること。

公用車管理係
⑴ 公用車の総括管理に関すること。
⑵ 公用車の保険に関すること。
⑶ 公用車の安全運転及び交通事故の防止に関する
こと。

⑷ 公用車（各課専用のものを除く。）の管理及び
配車に関すること。

⑸ 公用車の運転及び整備等の指導に関すること。
第11条を次のように改める。

第11条 削除
第13条情報政策係の部分の第５号中「社会保障・税番

号制度」を「社会保障・税番号制度の総合調整、企画及
び推進」に改める。
第14条第１項予算統括係の部分中第４号から第６号ま

でを削り、第７号を第４号とし、同部分の次に次のよう
に加える。
財務分析係
⑴ 財政統計及び諸報告に関すること。
⑵ 財政健全化４指標に関すること。
⑶ 財政に係る調査研究及び分析に関すること。
⑷ 財政状況の公表に関すること。
⑸ 予算の編成及び執行管理に関すること。

第14条第２項中「予算統括係」の次に「、財務分析
係」を加える。
第14条の２を次のように改める。
（資産経営課の事務）

第14条の２ 資産経営課の分掌事務は、おおむね次のと
おりとする。
管理係
⑴ 公有財産の総括管理に関すること。
⑵ 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

⑶ 市の区域に関すること。
⑷ 土地及び建物の賃貸借契約等に関すること。
⑸ 市有物件（公用車を除く。）の災害保険に関す
ること。
⑹ 財産台帳の調製及び保管に関すること。
⑺ 財産区及び旧慣による公有財産の使用に関する
こと。
⑻ 行政財産の貸付に関すること。
⑼ 不動産の登記に関すること。
⑽ 地価公示法（昭和44年法律第49号）に基づく閲
覧及び協力に関すること。
⑾ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法
律第66号）の規定による土地譲渡の届出及び買取
り希望の申出に関すること。
⑿ 地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定に基
づく新たに生じた土地の届出の受理等に関するこ
と。
⒀ 本庁舎の耐震化整備に関すること。
⒁ 課の庶務に関すること。
ＦＭ推進係
⑴ 公有財産の利活用及び処分についての総合調整
及び企画に関すること。
⑵ 公有財産に係る情報収集、整理及び分析に関す
ること。
⑶ 公有財産の統廃合の方針策定及び推進に関する
こと。
⑷ 建築物及び附帯施設の保全計画に係る企画及び
調査に関すること。
⑸ 建築物及び附帯施設の保全計画に係る実施設計
及び積算資料作成に関すること。

第15条の見出し及び同条第１項中「税務室市民税課」
を「市民税課」に改め、同項総務係の部分の第９号中
「室及び」を削る。
第16条の見出し及び同条第１項中「税務室資産税課」
を「資産税課」に改め、同項償却資産係の部分中第１号
を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを
１号ずつ繰り上げる。
第17条の見出し及び同条第１項中「税務室納税課」を
「納税課」に改める。
第18条の見出し及び同条第１項中「税務室滞納整理
課」を「滞納整理課」に改め、同項滞納整理第一係の部
分の第４号及び同項滞納整理第二係の部分の第４号中「
徴収猶予」を「納税の猶予」に改め、同項債権管理係の
部分中第２号を削り、第３号を第２号とし、同号の次に
次の１号を加える。

⑶ 税外債権徴収事務職員への指導助言に関するこ
と。

第20条住民窓口係の部分の第１号中「電子署名に係る
地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等
に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す
る法律」に、「各種届出等の報告及び通知」を「事務処
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理」に改める。
第21条の２を削る。
第22条を次のように改める。
（新斎苑建設推進課の事務）

第22条 新斎苑建設推進課の分掌事務は、おおむね次の
とおりとする。
⑴ 火葬施設移転建設計画の調査研究に関すること。
⑵ 火葬施設移転建設計画の企画及び策定に関するこ
と。

⑶ 火葬施設移転建設の用地選定及び取得に関するこ
と。

⑷ 課の庶務に関すること。
第27条を次のように改める。
（文化振興課の事務）

第27条 文化振興課の分掌事務は、おおむね次のとおり
とする。
総務係
⑴ 文化施設の管理に関すること。
⑵ 文化施設の建設計画に関すること。
⑶ 課の庶務に関すること。

振興係
⑴ 文化振興の総合的な企画及び調整並びに推進に
関すること。

⑵ 芸術及び学術文化活動の育成に関すること。
⑶ 文化振興計画推進委員会に関すること。
⑷ 市民文化の振興に関すること。
⑸ 文化の発信及び交流事業の企画立案に関するこ
と。

⑹ 文化の発信及び交流事業の推進に関すること。
第27条の２を削り、第27条の３第２項中「スポーツ産

業支援グループ」を「スポーツ産業支援室」に改め、同
条を第27条の２とする。
第29条中第10号を第11号とし、第７号から第９号まで

を１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。
⑺ ＤＶ問題相談に関すること。
「第５節 保健福祉部」を「第５節 福祉部」に改め

る。
第30条を次のように改める。
（福祉政策課の事務）

第30条 福祉政策課の分掌事務は、おおむね次のとおり
とする。
企画政策係
⑴ 福祉施策の調査研究、企画及び調整に関するこ
と。

⑵ 地域福祉計画の推進に関すること。
⑶ 福祉のまちづくりの総括に関すること。
⑷ 社会福祉審議会に関すること（他課の主管に属
するものを除く。）。

⑸ 部及び課の庶務に関すること。
地域包括ケア推進係
⑴ 地域包括ケアの推進に関すること。

⑵ 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
⑶ 地域包括支援センターの運営等に関すること。
⑷ 奈良市地域包括支援センター運営協議会に関す
ること。
⑸ 認知症対策に関すること。
第31条企画管理係の部分中第１号を削り、第２号を第
１号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り上げ、
同部分の第６号及び第７号を削り、同部分の第８号中
「設置」を「整備」に改め、同号を同部分の第５号とし、
同部分中第９号を第６号とし、第10号を第７号とし、同
条自立支援係の部分の第１号中「精神障害者及び」を削
り、同部分に次のように加える。

⑷ 障害福祉サービス事業者、障害者支援施設及び
相談支援事業者の指定に関すること。
⑸ 特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者
の指定に関すること。
⑹ 地域生活支援事業の事業者の指定に関すること。
第31条在宅支援係の部分の第５号中「日常生活用具給
付事業」の次に「、意思疎通支援事業」を加え、同部分
の第７号を削り、同部分の第８号中「の交付」を削り、
同号を同部分の第７号とし、同部分の第９号中「（他の
係の所管に属するものを除く。）」を削り、同号を同部分
の第８号とし、同部分の第10号を同部分の第９号とし、
同部分に次の１号を加える。

⑽ 身体障害者補助犬に関すること。
第31条生活支援係の部分の第１号を削り、同部分の第
２号中「精神障害者及び障害児に係るもの並びに日常生
活用具給付事業」を「日常生活用具給付事業及び意思疎
通支援事業」に改め、同号を同部分の第１号とし、同部
分中第３号を第２号とし、同部分の第４号中「障がい者
の」の次に「権利擁護及び」を加え、同号を同部分の第
３号とし、同部分の第５号中「身体障害者補助犬」を
「相談支援」に改め、「こと」の次に「（障害児に係るも
のを除く。）」を加え、同号を同部分の第４号とし、同条
精神福祉係の部分中第２号を削り、第３号を第２号とし、
第４号を第３号とし、第５号及び第６号を削り、同条療
育係の部分の第５号を次のように改める。

⑸ 相談支援に関すること（障害児に係るものに限
る。）。

第34条の２（見出しを含む。）中「保険医療室国保年
金課」を「国保年金課」に改める。
第34条の３の見出し中「保険医療室福祉医療課」を
「福祉医療課」に改め、同条中「保険医療室福祉医療課
」を「福祉医療課」に改め、同条障がい者医療係の部分
の第３号中「室及び」を削る。
第34条の４（見出しを含む。）中「保険医療室介護福
祉課」を「介護福祉課」に改める。
第36条の２第２項中「子ども家庭相談グループ」を
「子ども家庭相談室」に改め、同条に次の１項を加える。
３ 子育て相談課児童相談所設置準備室の分掌事務は、
おおむね次のとおりとする。
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⑴ 児童相談所設置計画の調査研究、企画及び策定に
関すること。

⑵ その他児童相談所の設置に関すること。
第３章第６節の次に次の１節を加える。

第６節の２ 健康医療部
（医療事業課の事務）

第36条の３ 医療事業課の分掌事務は、おおむね次のと
おりとする。
⑴ 病院事業の企画及び経営に関すること。
⑵ 病院事業会計に関すること。
⑶ 一時借入金その他資金計画及び地方債に関するこ
と。

⑷ 病院事業の資産管理に関すること。
⑸ 市立奈良病院運営市民会議に関すること。
⑹ 市立診療所及び応急診療所に関すること。
⑺ 市立看護専門学校に関すること。
⑻ 市立奈良病院、市立診療所及び応急診療所の運営
に係る医師会等関係団体との連絡調整に関すること。

⑼ 市立奈良病院、市立診療所及び応急診療所の施設
及び設備の整備に関すること。

⑽ 総合医療検査センターに関すること。
⑾ 課の庶務に関すること。
第37条の見出し及び同条第１項中「環境事業室廃棄物

対策課」を「廃棄物対策課」に改め、同項総務係の部分
の第16号中「室及び」を削る。
第38条の見出し及び同条第１項中「環境事業室リサイ

クル推進課」を「リサイクル推進課」に改め、同項計画
指導係の部分中第４号を第５号とし、第３号を第４号と
し、第２号の次に次の１号を加える。
⑶ 所管に係る施設の維持管理に関すること。
第39条の見出し及び同条第１項中「環境事業室収集

課」を「収集課」に改める。
第40条（見出しを含む。）中「環境事業室まち美化推
進課」を「まち美化推進課」に改める。
第41条の見出し及び同条第１項中「環境事業室環境清

美工場」を「環境清美工場」に改め、同項総務係の部分
中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。
⑶ 焼却残灰等の処理に関すること。
第41条第１項施設第五係の部分に次の１号を加える。
⑸ 廃棄物の搬入管理に関すること。
第41条第１項管理第一係の部分を削り、同項管理第二

係の部分中「管理第二係」を「管理係」に改め、同部分
に次の１号を加える。
⑸ 車両の維持管理に関すること。
第42条の見出し及び同条第１項中「環境事業室土地改

良清美事務所」を「土地改良清美事務所」に改める。
第42条の３の見出し中「クリーンセンター建設準備課

」を「クリーンセンター建設推進課」に改め、同条中「
クリーンセンター建設準備課」を「クリーンセンター建
設推進課」に改め、同条中第４号を削り、第５号を第４
号とする。

第43条に次のように加える。
リニア推進係
⑴ リニア中央新幹線の建設の促進及び中間駅の誘
致に関すること。

第44条の２中第５号を第８号とし、第４号を第７号と
し、第３号を第５号とし、同号の次に次の１号を加える。
⑹ 新奈良町にぎわい構想に関すること。
第44条の２中第２号を第３号とし、同号の次に次の１
号を加える。
⑷ 歴史的風致形成建造物保存整備事業に関すること。
第44条の２第１号の次に次の１号を加える。
⑵ 奈良市歴史的風致維持向上計画に関すること。
第44条の３を削る。
第45条（見出しを含む。）中「商工労政課」を「産業

振興課」に改め、同条創業支援係の部分に次の１号を加
える。

⑿ 障害者就労支援に関すること。
第47条都市基盤整備係の部分を次のように改める。
都市施設係
⑴ 奈良国際文化観光都市建設計画の調査及び策定
に関すること。
⑵ 都市施設に係る都市計画決定に関すること。
⑶ 都市計画法第53条に基づく建築許可に関するこ
と。
⑷ 都市計画法第65条に基づく建築等の許可に関す
ること（他課の主管に属するものを除く。）。
⑸ 都市計画道路の計画線明示に関すること。
⑹ 駐車場法（昭和32年法律第106号）に基づく路
外駐車場に関すること。
⑺ 開発行為の指導に関すること。
第47条に次のように加える。
まちづくり事業推進係
⑴ まちづくり包括協定に係る事業の調整に関する
こと。
⑵ 鉄道高架化事業及び新駅事業並びに駅周辺施設
の整備に係る連絡調整及び関連調査に関すること。
⑶ 土地区画整理事業（近鉄西大寺駅南土地区画整
理事業及びＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業を
除く。以下この条において同じ。）の調査及び計
画策定等に関すること。
⑷ 土地区画整理事業の指導及び調整等に関するこ
と。
⑸ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）に基
づく個人施行者、土地区画整理組合及び区画整理
会社の施行する土地区画整理事業の施行認可に関
すること。
⑹ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）に
関すること。
⑺ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再
配置の促進に関する法律（平成４年法律第76号）
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に基づく拠点整備促進区域に関すること。
⑻ 被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14
号）に基づく被災市街地復興推進地域内における
建築物の建築等に関すること。

⑼ 土地区画整理事業に係る土地区画整理法第76条
に基づく許可に関すること。

⑽ 土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅市
街地整備事業（土地区画整理事業及び市街地再開
発整備事業を除く。以下この条において同じ。）
及びまちづくり交付金（以下この条において「土
地区画整理事業等」という。）の補助申請に関す
ること。

⑾ 土地区画整理事業等の助成に関すること。
⑿ 市街地再開発事業に関すること。
⒀ 都市計画法に基づく市街地開発事業の測量・調
査のための土地の試掘等の許可に関すること。

⒁ 都市計画法に基づく市街地開発事業予定区域内
における建築等の許可に関すること。

⒂ 都市再開発法（昭和44年法律第38号）第66条に
基づく許可に関すること。

⒃ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律（平成９年法律第49号）に基づく防災街
区整備組合に関すること。

⒄ 住宅市街地整備事業の調査、計画策定及び設計
施行に関すること。

第55条第１項施設管理係の部分中第２号及び第３号を
削り、第４号を第２号とし、同項舗装道補修係の部分に
次の１号を加える。
⑸ 道路反射鏡の新設及び補修に関すること。
第56条第１項企画調整係の部分を次のように改める。
用地係
⑴ 道路事業、都市計画街路事業及び道路災害復旧
事業に係る補助申請並びに執行事務手続に関する
こと。

⑵ 道路関係団体との連絡調整に関すること。
⑶ 道路事業、通学路整備事業及び都市計画街路事
業に係る用地の取得（用地の取得に伴う損失補償
に関することを含む。）に関すること。

⑷ 課の庶務に関すること。
第56条第１項道路整備第一係の部分の第１号中「道路

新設」を「道路橋梁新設」に改め、同部分の第４号及び
第５号を次のように改める。
⑷ 浸水対策事業に関すること。
⑸ 道路整備第二係、道路整備第三係、道路整備第
四係及び橋梁

りょう

係の所管に係る測量及び設計の審
査並びに工事のしゅん工検査に関すること。

第56条第１項道路整備第二係の部分を次のように改め
る。
道路整備第二係
⑴ 各種事業に関連した道路整備（道路橋梁新設・
改良）に関すること。

⑵ 道路橋梁新設・改良事業の企画、調査、測量、
設計、施行及び指導監督に関すること。
⑶ 道路災害復旧事業の調査、測量、設計、施行及
び指導監督に関すること。
⑷ 道路整備第一係、道路整備第三係、道路整備第
四係及び橋梁

りょう

係の所管に係る測量及び設計の審
査並びに工事のしゅん工検査に関すること。
⑸ 開発行為の事前協議及び調整に関すること。
第56条第１項道路整備第二係の部分の次に次のように
加える。
道路整備第三係
⑴ 交通安全施設整備事業（ゾーン30、自転車レー
ン等）及び通学路整備事業の企画、調査、測量、
設計、施行並びに指導監督に関すること。
⑵ 無電柱化事業の整備に関すること。
⑶ 道路災害復旧事業の調査、測量、設計、施行及
び指導監督に関すること。
⑷ 道路整備第一係、道路整備第二係、道路整備第
四係及び橋梁

りょう

係の所管に係る測量及び設計の審
査並びに工事のしゅん工検査に関すること。

道路整備第四係
⑴ 都市計画街路事業の企画、調査、測量、設計、
施行及び指導監督に関すること。
⑵ 都市計画街路事業の認可申請に関すること。
⑶ 都市計画街路事業に係る都市計画法第65条に基
づく建築行為等の許可に関すること。
⑷ 道路災害復旧事業の調査、測量、設計、施行及
び指導監督に関すること。
⑸ 道路整備第一係、道路整備第二係、道路整備第
三係及び橋梁

りょう

係の所管に係る測量及び設計の審
査並びに工事のしゅん工検査に関すること。

第56条第１項橋梁
りょう

係の部分の第６号中「企画調整係、
道路整備第一係及び道路整備第二係」を「道路整備第一
係、道路整備第二係、道路整備第三係及び道路整備第四
係」に改める。
第56条の２を削る。
第61条第２項中「営繕課耐震・教育施設整備グルー
プ」を「営繕課耐震・教育施設整備室」に改める。
第62条及び第63条を次のように改める。
第62条 削除
（契約課の事務）
第63条 契約課の分掌事務は、おおむね次のとおりとす
る。
契約係
⑴ 契約事務の総括に関すること。
⑵ 入札参加者等の資格審査及び登録に関すること。
⑶ 物品の入札に関すること。
⑷ 建設工事入札参加者等審査会に関すること。
⑸ 建設工事の入札に関すること。
⑹ 部及び課の庶務に関すること。
指導監察係
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⑴ 経理事務の適正執行に係る指導等に関すること。
⑵ 調達制度の検討に関すること。
⑶ 物品の調達（入札を除く。）に関すること（工
事用資材及び器具その他特殊なものを除く。）。
⑷ 物品の需用計画及び調整に関すること。

第65条中「グループ」を「室」に改める。
第66条第１項中「、室に室長」を削り、「グループに

グループ長」を「室に室長」に改め、同条第６項中「グ
ループ」を「室」に改め、同条第８項を削り、同条第９
項中「、グループ」を削り、同項を同条第８項とする。
第67条第１項中「、室長」を削り、「グループ長」を

「室長」に改め、同条第６項中「若しくは室」を削る。
第68条中「、室長」を削る。
第69条の表市民生活部の部病院管理課の項を削り、同

表保健福祉部の部中「保健福祉部」を「福祉部」に改め、
同表子ども未来部の部の次に次のように加える。

第69条の表観光経済部の部商工労政課の項中「商工労
政課」を「産業振興課」に改める。
第71条第１項中「、室長」を削る。
第72条第１項中「グループ」を「室」に改める。

（奈良市役所出張所事務分掌規則の一部改正）
第２条 奈良市役所出張所事務分掌規則（昭和44年奈良市
規則第47号）の一部を次のように改正する。
第２条第２項総務係の部分中第７号を第８号とし、第

４号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に
次の１号を加える。
⑷ 原動機付自転車（125cc以下のバイク）の標識
の交付に関すること。

第２条第２項福祉係の部分中第５号を削り、第６号を
第５号とし、第７号から第11号までを１号ずつ繰り上げ、
同項地域振興係の部分に次の２号を加える。
⑹ 生活保護に係る医療扶助に関すること。
⑺ 奈良市ポイント制度に関すること。
第２条第３項総務証明係の部分中第６号を第８号とし、

第５号の次に次の２号を加える。
⑹ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機
構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153
号）に基づく事務処理に関すること。

⑺ 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及
び個人番号カードの交付に関すること。

第２条第３項戸籍住民係の部分の第13号中「電子署名
に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成14年
法律第153号）」を「電子署名等に係る地方公共団体情報
システム機構の認証業務に関する法律」に改め、同部分
に次の１号を加える。

⒁ 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及
び個人番号カードの交付に関すること。

第２条の２を次のように改める。
（東部出張所の分掌事務）
第２条の２ 東部出張所の分掌事務は、おおむね次のと
おりとする。
⑴ 統計法の規定に基づく各種統計及び調査に関する
こと。
⑵ 戸籍法等に基づく謄抄本等、住民票の写しその他
証明書等及び印鑑登録証明書の請求等の受理、作成、
交付及び送付に関すること。
⑶ 戸籍法等に基づく各種届出等に関すること。
⑷ 戸籍簿、住民基本台帳その他の諸帳簿の調整及び
管理に関すること。
⑸ 戸籍法等に基づく職権による事務処理に関するこ
と。
⑹ 破産者等に係る照会回答に関すること。
⑺ 住民基本台帳の閲覧に関すること。
⑻ 住民の実態調査に関すること。
⑼ 民刑事務に関すること。
⑽ 住民票の写し等の第三者交付本人通知制度及び住
民票の写し等の交付等におけるＤＶ、ストーカー行
為等の被害者保護のための措置に関すること。
⑾ 印鑑の登録に関すること。
⑿ 埋火葬の許可に関すること。
⒀ 地籍図の保管及び閲覧に関すること。
⒁ 国民健康保険被保険者証の交付及び返還に関する
こと（更新を除く。）。
⒂ 国民健康保険の保険給付に関する申請の受付に関
すること。
⒃ 妊娠届及び死産届並びに母子健康手帳に関するこ
と。
⒄ 使用料及び手数料の収納に関すること。
⒅ 市税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢
者医療保険料の収納並びに証明に関すること。
⒆ 国民年金の資格の取得、喪失等の手続に関するこ
と。
⒇ ななまるカードの申請受付に関すること。
21 医療費助成金交付請求等の受付に関すること。
22 児童手当に関する申請等の受付に関すること。
23 住所変更に伴う諸手続に関すること。
24 後期高齢者医療制度に関する申請等の受付に関す
ること。
25 福祉医療に関する申請等の受付に関すること。
26 介護保険に関する申請等の受付に関すること。
27 生活保護に係る医療扶助に関すること。
28 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律に基づく事務処理に関する
こと。
29 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及び
個人番号カードの交付に関すること。
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30 自治会等各種団体との連絡調整に関すること。
31 所管区域に係る地域ミーティングに関すること。
32 地域イベントその他地域の振興に関すること。
33 地域住民による協議組織に関すること。
34 市民への通知及び連絡に関すること。
35 自衛官募集に関すること。
36 その他市長から特に命じられたこと。
37 所の庶務に関すること。
第２条の４第２項第19号中「妊娠届及び死産届並びに

母子健康手帳」を「死産届」に改め、同項第20号中「電
子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認
証業務に関する法律」に改め、同項中第36号を第37号と
し、第35号を第36号とし、第34号の次に次の１号を加え
る。
35 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及び
個人番号カードの交付に関すること。

第２条の４第３項地域振興係の部分中第10号を第11号
とし、第９号の次に次の１号を加える。
⑽ 使用料等の収納に関すること。
第２条の４を第２条の５とする。
第２条の３第２項第20号中「電子署名に係る地方公共

団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地
方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」
に改め、同項中第36号を第37号とし、第35号を第36号と
し、第34号の次に次の１号を加える。
35 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及び
個人番号カードの交付に関すること。

第２条の３を第２条の４とする。
第２条の２の次に次の１条を加える。
（北部出張所の分掌事務）

第２条の３ 北部出張所の分掌事務は、おおむね次のと
おりとする。
⑴ 統計法の規定に基づく各種統計及び調査に関する
こと。

⑵ 戸籍法等に基づく謄抄本等、住民票の写しその他
証明書等及び印鑑登録証明書の請求等の受理、作成、
交付及び送付に関すること。

⑶ 戸籍法等に基づく各種届出等に関すること。
⑷ 戸籍簿、住民基本台帳その他の諸帳簿の調整及び
管理に関すること。

⑸ 戸籍法等に基づく職権による事務処理に関するこ
と。

⑹ 破産者等に係る照会回答に関すること。
⑺ 住民基本台帳の閲覧に関すること。
⑻ 住民の実態調査に関すること。
⑼ 住民票の写し等の第三者交付本人通知制度に関す
ること。

⑽ 民刑事務に関すること。
⑾ 住民票の写し等の交付等におけるＤＶ、ストーカ
ー行為等の被害者保護のための措置に関すること。

⑿ 印鑑の登録に関すること。
⒀ 埋火葬の許可に関すること。
⒁ 国民健康保険被保険者証の交付及び返還に関する
こと（更新を除く。）。
⒂ 国民健康保険の保険給付に関する申請の受付に関
すること。
⒃ 妊娠届及び死産届並びに母子健康手帳に関するこ
と。
⒄ 使用料及び手数料の収納に関すること。
⒅ 市税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢
者医療保険料の収納並びに証明に関すること。
⒆ 障害者福祉に関する申請等の受付に関すること。
⒇ 国民年金の資格の取得、喪失等の手続に関するこ
と。
21 ななまるカードの申請受付に関すること。
22 医療費助成金交付請求等の受付に関すること。
23 児童手当及び児童扶養手当に関する申請等の受付
に関すること。
24 後期高齢者医療制度に関する申請等の受付に関す
ること。
25 福祉医療に関する申請等の受付に関すること。
26 介護保険に関する申請等の受付に関すること。
27 生活保護に係る医療扶助に関すること。
28 戦傷病者及び遺族援護に関する申請等の受付に関
すること。
29 奈良市ポイント制度に関すること。
30 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律に基づく事務処理に関する
こと。
31 社会保障・税番号制度に係る個人番号の通知及び
個人番号カードの交付に関すること。
32 自治会等各種団体との連絡調整に関すること。
33 所管区域に係る地域ミーティングに関すること。
34 市民への通知及び連絡に関すること。
35 一般廃棄物収集の申込受付に関すること。
36 自衛官募集に関すること。
37 北部会館の管理に関すること。
38 その他市長から特に命じられたこと。
39 所の庶務に関すること。
（奈良市保健所組織規則の一部改正）
第３条 奈良市保健所組織規則（平成14年奈良市規則第44
号）の一部を次のように改正する。
第２条中「保健福祉部」を「健康医療部」に改める。
第３条中「医療政策課 企画調整係」を「医療政策

課」に改める。
第４条企画調整係の部分を削り、同条医療政策係の部
分に次の16号を加える。

⑸ 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する
こと。
⑹ 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関す
ること。
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⑺ 保健所等情報システムに関すること。
⑻ 保健所の企画調整に関すること。
⑼ 健康危機管理に関すること。
⑽ 食育推進計画の啓発に関すること。
⑾ たばこ対策の推進に関すること。
⑿ 健康づくり推進の企画調整に関すること。
⒀ 専門的栄養指導に関すること。
⒁ 特定給食施設の指導に関すること。
⒂ 国民健康・栄養調査に関すること。
⒃ 保健関係職員の研修に関すること。
⒄ 学生実習に関すること。
⒅ 保健師に関すること。
⒆ 保健所内他課の所管に属さないこと。
⒇ 部、保健所及び課の庶務に関すること。
第７条検診推進係の部分の第２号及び第３号を削り、

同条成人保健係の部分中第９号を第11号とし、第８号を
第９号とし、同号の次に次の１号を加える。
⑽ 特定保健指導の事務処理に関すること。
第７条成人保健係の部分中第７号を第８号とし、第６

号の次に次の１号を加える。
⑺ 特定保健指導の企画及び調整に関すること。
第８条の表医療政策課の項を削る。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（奈良市副市長事務分担規則の一部改正）
２ 奈良市副市長事務分担規則（平成22年奈良市規則第８
２号）の一部を次のように改正する。
第３条向井副市長の部分の第４号中「保健福祉部」を

「福祉部」に改め、同部分中第11号を第12号とし、第６
号から第10号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次
の１号を加える。
⑹ 健康医療部に属する事務

（奈良市表彰審査委員会規則の一部改正）
３ 奈良市表彰審査委員会規則（昭和33年奈良市規則第18
号）の一部を次のように改正する。
第９条中「広報広聴課」を「広報戦略課」に改める。

（奈良市名誉市民審議委員会規則の一部改正）
４ 奈良市名誉市民審議委員会規則（昭和43年奈良市規則
第32号）の一部を次のように改正する。
第６条中「広報広聴課」を「広報戦略課」に改める。

（奈良市緑花推進会議設置規則の一部改正）
５ 奈良市緑花推進会議設置規則（昭和48年奈良市規則第
36号）の一部を次のように改正する。
第３条第３項中「の各号」を削り、同項第６号中「保

健福祉部長」を「福祉部長」に改める。
別表保健福祉部の項中「保健福祉部」を「福祉部」に

改め、同表観光経済部の項中「商工労政課長」を「産業
振興課長」に改め、同表建設部の項中「街路課長 河川
課長」を「河川課長」に改める。
（奈良市生活困窮者等自立支援事業業務委託事業者審査

選定委員会規則の一部改正）
６ 奈良市生活困窮者等自立支援事業業務委託事業者審査
選定委員会規則（平成27年奈良市規則第25号）の一部を
次のように改正する。
第３条第２項第２号中「保健福祉部長」を「福祉部

長」に改める。
（老人ホーム入所判定委員会規則の一部改正）
７ 老人ホーム入所判定委員会規則（平成27年奈良市規則
第26号）の一部を次のように改正する。
第３条第２項第５号及び第４条第２項中「保健福祉部
長」を「福祉部長」に改める。
（奈良市クリーンセンター建設計画策定委員会規則の一
部改正）
８ 奈良市クリーンセンター建設計画策定委員会規則（平
成27年奈良市規則第39号）の一部を次のように改正する。
第10条中「クリーンセンター建設準備課」を「クリー
ンセンター建設推進課」に改める。
（奈良市本庁舎耐震化整備検討委員会規則の一部改正）
９ 奈良市本庁舎耐震化整備検討委員会規則（平成28年奈
良市規則第56号）の一部を次のように改正する。
第８条中「管財課」を「資産経営課」に改める。
（奈良市国民健康保険料収納嘱託員に関する規則の一部
改正）
10 奈良市国民健康保険料収納嘱託員に関する規則（平成
元年奈良市規則第43号）の一部を次のように改正する。
別記第１号様式中「保健福祉部保険医療室」を「福祉
部」に改める。
（奈良市非常勤派遣手話通訳者に関する規則の一部改
正）
11 奈良市非常勤派遣手話通訳者に関する規則（平成11年
奈良市規則第36号）の一部を次のように改正する。
別記第１号様式中「保健福祉部」を「福祉部」に改め
る。
（奈良市法令遵守の推進に関する規則の一部改正）
12 奈良市法令遵守の推進に関する規則（平成19年奈良市
規則第20号）の一部を次のように改正する。
別表中「保健福祉部長」を「福祉部長」に、「保健所

長」を「健康医療部長」に改める。
（奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一
部改正）
13 奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平
成18年奈良市規則第44号）の一部を次のように改正する。
第５条第１項、第６条第１項及び第７条第１項中「環
境事業室」を「環境部（環境政策課及びクリーンセンタ
ー建設推進課を除く。）」に改める。
第９条第１項中「職員は、」の次に「道路維持課及び」
を加える。
第10条第１項中「環境事業室」を「環境部（環境政策
課及びクリーンセンター建設推進課を除く。）」に改める。
（奈良市職員被服貸与規則の一部を改正する規則）
14 奈良市職員被服貸与規則（昭和42年奈良市規則第36号
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）の一部を次のように改正する。
第３条第１項及び第３項中「環境事業室及びクリーン

センター建設準備課」を「環境部（環境政策課を除
く。）」に改める。
別表第１の３の２の部中「管財課」を「総務課」に改

める。
（奈良市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正）
15 奈良市予算の編成及び執行に関する規則（昭和39年奈
良市規則第18号）の一部を次のように改正する。
第２条第１号中「教育委員会事務局の課長」の次に「、

中央図書館長」を、「教育センターの課長」の次に「、
高等学校の事務長」を加える。
（奈良市公有財産規則の一部改正）
16 奈良市公有財産規則（昭和49年奈良市規則第29号）の
一部を次のように改正する。
第３条中「総務部長」を「財務部長」に改める。
第５条第１項中「総務部長」を「財務部長」に改め、

同条第２項中「管財課長」を「資産経営課長」に改める。
第７条、第16条第２項、第17条第２項、第18条第２項、

第43条第１項、第47条、第48条中「総務部長」を「財務
部長」に改める。
第49条中「管財課長」を「資産経営課長」に、「総務
部長」を「財務部長」に改める。
別記第10号様式、別記第11号様式、別記第12号様式、

別記第13号様式及び別記第14号様式中「総務部長」を
「財務部長」に改める。
（奈良市庁舎管理規則の一部改正）
17 奈良市庁舎管理規則（昭和42年奈良市規則第18号）の
一部を次のように改正する。
第４条第１項の表本庁（議場その他議会の事務部局の

所管に属する事務室等を除く。）の項中「管財課長」を
「総務課長」に改める。
別表中「広報広聴課長」を「広報戦略課長」に、「管

財課長」を「総務課長」に、「商工労政課長」を「産業
振興課長」に改める。
（奈良市公用車管理規則の一部改正）
18 奈良市公用車管理規則（昭和47年奈良市規則第30号）
の一部を次のように改正する。
第３条第１号、第４条第２項、第14条、第15条第４項、

第15条の２第１項及び第２項並びに第20条第２項中「管
財課長」を「総務課長」に改める。
別記第３号様式中
「 「

を に改める。

」 」
別記第４号様式中「管財課長」を「総務課長」に改め

る。
（奈良市税条例施行規則の一部改正）
19 奈良市税条例施行規則（昭和46年奈良市規則第15号）
の一部を次のように改正する。

第３条第１項及び第２項中「税務室長」を「財務部長、
財務部参事」に改める。
（奈良市福祉事務所事務分掌規則の一部改正）
20 奈良市福祉事務所事務分掌規則（平成元年奈良市規則
第20号）の一部を次のように改正する。
第２条中「保健福祉部」を「福祉部」に改める。
第３条第２項中「保健福祉部長」を「福祉部長」に改
める。
（奈良市病院事業会計規則の一部改正）
21 奈良市病院事業会計規則（平成16年奈良市規則第77
号）の一部を次のように改正する。
第３条第２項中「病院管理課長」を「医療事業課長」
に改め、同条第４項中「病院管理課」を「医療事業課」
に改める。
第45条中「管財課長」を「資産経営課長」に改める。
（職員の職に関する規則の一部改正）
22 職員の職に関する規則（昭和43年奈良市規則第１号）
の一部を次のように改正する。
第３条中「、室」を削り、「グループ」を「室」に改

める。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第18号

奈良市会計規則の一部を改正する規則
奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第１号）の一部を
次のように改正する。
第２条第３号中「、室」を削り、同号中「教育委員会事
務局の課」の次に「、一条高等学校」を加え、同条第４号
中「の長」の次に「（一条高等学校にあつては事務長）」を
加える。
第11条に次の１項を加える。
２ 納入義務者への通知は、法令その他の定めがある場合
を除き、納入の通知をする日から、20日以内の納期限を
定めて行うものとする。ただし、特別の事由があるもの
については、この限りでない。
第26条中「定例的な報酬、給料、職員手当等、共済費、
災害補償費、恩給及び退職年金並びに賃金に係るもの」を
「第23条第４項に掲げる経費に係るもの、次に掲げる経費
で定例的な事項に係るものその他特に会計管理者が必要と
認めるもの」に改め、同条に次の各号を加える。
⑴ 負担金補助及び交付金
⑵ 扶助費
⑶ 償還金利子及び割引料
第47条中「指導監察課長」を「契約課長」に改める。
第49条中「指導監察課」を「契約課」に改める。
別表第１総合政策課の項の次に次のように加える。
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別表第１総務課の項中「総務文書係長」を「総務広報係長」に、
「

を
」

奈良ブランド推進課 課長を除く課員 所管に係る事業収入の収納

情報公開係長及び係員 １ 所管に係る手数料の収納
２ 所管に係る実費徴収金の収納

「

に改め、同表管財課の項を削り、同表保健所

」
・教育総合センター管理課の項の次に次のように加える。

別表第１病院管理課の項を削り、同表文化振興課の項中「主任及び係員」を「課長を除く課員」に改め、同表スポー
ツ振興課の項を削り、同表子育て相談課の項中「子ども家庭相談グループ長」を「子ども家庭相談室長」に改め、同表
健康増進課の項の次に次のように加える。

別表第１商工労政課の項中「商工労政課」を「産業振興課」に改め、同表図書館の項中「中央図書館長、」を削り、
同表地域教育課の項中「放課後児童育成係長及び係員」を「課長を除く課員」に、

「１ 児童育成料の収納
「児童育成料の収納」を に改め、同表一条高等学校の項中「事務長、」を削り、

２ 所管に係る事業収入の収納」
「２ 所管に係る使用料及び

「２ 所管に係る手数料の収納」を 手数料の収納 に改め、同表農業委員会事務局の項中「次長、農
３ 所管に係る複写料の収納」

政係長及び農地係長」を「局長を除く事務局員」に改める。
別表第２総合政策課長の項の次に次のように加える。

別表第２管財課長の項を削り、同表保健所・教育総合センター管理課長の項の次に次のように加える。

別表第２病院管理課長の項及びスポーツ振興課長の項を削り、同表健康増進課長の項の次に次のように加える。

別表第２商工労政課長の項中「商工労政課長」を「産業振興課長」に改め、同表教育総務課長の項中
「２ 高等学校授業料、入学料

及び入学考査料の収納 を「２ 所管に係る手数料の収納」に改め、同表図書館政策課長の項中「図書館政策
３ 所管に係る返納金の収納」

「１ 児童育成料の収納
課長」を「中央図書館長」に改め、同表地域教育課長の項中「児童育成料の収納」を

２ 所管に係る事業収入の収納
に改め、同表教育支援課長の項の次に次のように加える。

情報公開係長及び係員 １ 所管に係る手数料の収納
２ 所管に係る実費徴収金の収納

庁舎管理係長及び係員 所管に係る使用料の収納

資産経営課 課長補佐、管理
係長及び係員

１ 所管に係る手数料の収納
２ 入札保証金の出納
３ 契約保証金の出納
４ 普通財産貸付料の収納

医療事業課 課長を除く課員 所管に係る使用料及び手数料の収納

奈良ブランド推進課長 所管に係る事業収入の収納

資産経営課長 １ 所管に係る手数料の収納
２ 入札保証金の出納
３ 契約保証金の出納
４ 普通財産貸付料の収納

医療事業課長 所管に係る使用料及び手数料の収納

」



第21号様式（第37条・第41条関係）
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別表第３中「負担金補助金及び交付金」を「負担金補助及び交付金」に、「償還金、利子及び割引料」を「償還金利
子及び割引料」に改める。
別記第21号様式を次のように改める。

一条高等学校事務長 １ 授業料、入学料及び入学考査料の収納
２ 所管に係る使用料及び手数料の収納
３ 所管に係る複写料の収納



附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第19号

奈良市公印規則の一部を改正する規則
奈良市公印規則（昭和25年奈良市規則第12号）の一部を
次のように改正する。
第２条第２項中「、室」を削る。
第３条から第５条までの規定中「室、課」を「課」に改
める。
別表中「、室又は」を「又は」に改め、同表市長印の項
中「管財課」を「資産経営課」に改め、同表市長認印の項
中「病院管理課」を「医療事業課」に改める。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第20号

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則
給料等の支給に関する規則（昭和41年奈良市規則第５号
）の一部を次のように改正する。
第４条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第
４号の次に次の１号を加える。
⑸ 配偶者同行休業（地方公務員法第26条の６第１項に
規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。）を始め、
又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

第23条ただし書中「ただし」の次に「、再任用短時間勤
務職員にあつては勤務時間等条例第２条第３項の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤
務時間で除して得た数を」を加え、「にあつては、その額」
を「にあつてはその額」に改める。
第24条第１項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の
１号を加える。
⑺ 配偶者同行休業をしている職員
第28条第２項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の
１号を加える。
⑷ 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
については、その２分の１の期間
第30条第１項に次の１号を加える。
⑹ 配偶者同行休業をしている職員
第34条第２項中第10号を第12号とし、第９号を第11号と
し、同項第８号中「１日の勤務時間の一部について」を削
り、「日が90日」を「期間が30日」に、「期間」を「全期
間」に改め、同号を同項第10号とし、同項第７号中「、勤
務時間等条例第８条の３第１項の規定により割り振られた
勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時
間を指定された日」を削り、同号を同項第８号とし、同号
の次に次の１号を加える。
⑼ 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認
を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、
その勤務しなかつた全期間
第34条第２項中第６号を第７号とし、第５号を第６号と
し、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。
⑷ 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
附則第10項中「条例附則第１８項に規定する特定職員」
を「55歳を超える職員で職務の級が６級以上の職員」に改
める。
別表第１を次のように改める。
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別表第１（第23条、第23条の６、第25条の３関係）
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ア イ ウ エ オ

職員 管理職手当
の額

管理職員特
別勤務手当
の額（週休
日等）

管理職員特
別勤務手当
の額（週休
日等以外の
日）

期末手当の
管理職加算
割合

市長
の事
務部
局

統括官 法令遵守監察監 危機管理監 部長 理事
会計管理者 104,200円 12,000円 6,000円 100分の20

部次長 参事 西部出張所長 行政センター所長
保健所長 85,700円 10,000円 5,000円 100分の18

課長 職務の級７級の主幹 東部出張所長 北部出張
所長 男女共同参画センター所長 看護専門学校事務
長 環境清美工場長 土地改良清美事務所長 ＪＲ奈
良駅周辺整備事務所長 西大寺駅周辺整備事務所長

74,800円 8,000円 4,000円 100分の15

職務の級６級の室長 職務の級６級の主幹 こども園
長 保育園長 62,200円 6,000円 3,000円 100分の12

課長補佐 所長補佐 場長補佐 職務の級５級の室長
主査 市民サービスセンター所長 東寺林連絡所長
人権文化センター所長 こども園副園長 保育園副園
長 児童館長 保健センター所長 衛生浄化センター
所長 奈良阪処分地管理事務所長 消費生活センター
長 土木管理センター所長

50,500円 4,000円 2,000円 100分の10

消防

消防長 104,200円 12,000円 6,000円 100分の20

副局長 消防危機統制監 参事 室長 85,700円 10,000円 5,000円 100分の18

課長 署長 文化財防災官 74,800円 8,000円 4,000円 100分の15

副署長 主幹 防災センター所長 指揮救助隊長 62,200円 6,000円 3,000円 100分の12

課長補佐 所長補佐 署長補佐 分署長 主査 指揮
支援隊長 中隊長 50,500円 4,000円 2,000円 100分の10

教育
委員
会の
事務
部局

部長 理事 104,200円 12,000円 6,000円 100分の20

部次長 参事 85,700円 10,000円 5,000円 100分の18

課長 職務の級７級の主幹 74,800円 8,000円 4,000円 100分の15

職務の級６級の主幹 埋蔵文化財調査センター所長 62,200円 6,000円 3,000円 100分の12

課長補佐 所長補佐 主査 史料保存館長 50,500円 4,000円 2,000円 100分の10

学校
その
他の
教育
機関

教育センター所長 85,700円 10,000円 5,000円 100分の18

課長 高等学校事務長 中央図書館長 74,800円 8,000円 4,000円 100分の15

職務の級６級の主幹 幼稚園長 62,200円 6,000円 3,000円 100分の12

課長補佐 主査 西部図書館長 北部図書館長 学校
給食センター所長 教員支援室長 幼稚園副園長 50,500円 4,000円 2,000円 100分の10

選挙
管理
委員
会の
事務
部局

局長 85,700円 10,000円 5,000円 100分の18

次長 50,500円 4,000円 2,000円 100分の10



別表第２中「及び９級」を「、９級及び８級」に、「８
級」を「７級」に、「７級」を「６級」に、「６級」を「５
級」に、「５級」を「４級」に改め、「４級の職員及び」を
削る。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年改正条例附則第９項及び第10項の規則で定め
る職員）
２ 奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一
般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の
一部を改正する条例（平成29年奈良市条例第21号。以下
「平成29年改正条例」という。）附則第９項及び第10項
の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
⑴ 平成29年４月１日（以下「切替日」という。）以降
に初任給基準異動（給料表の適用を異にしない奈良市
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和43年
奈良市規則第２号。以下「初任給等規則」という。）
別表第６に定める初任給基準表に異なる初任給の定め
がある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第
１号において同じ。）をした職員
⑵ 切替日以降に降格（職員の意に反して、当該職員の
職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する
ことをいう。次項第２号において同じ。）をした職員

⑶ 切替日以降に降号（職員の意に反して、当該職員の
号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することを
いう。次項第２号において同じ。）をした職員

⑷ 切替日前に次に掲げる期間（この号及び次項第３号
において「休職等期間」という。）がある職員であっ
て、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復
職時調整（初任給等規則第28条、奈良市職員の自己啓
発等休業に関する条例（平成27年奈良市条例第３号）
第10条、奈良市職員の配偶者同行休業に関する条例
（平成29年奈良市条例第７号）第11条又は奈良市職員

の育児休業等に関する条例（平成４年奈良市条例第７
号）第８条の規定による号給の調整をいう。次項第３
号において同じ。）をされたもの
ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」
という。）第26条の５第１項に規定する自己啓発等
休業をしていた期間
イ 法第26条の６第１項に規定する配偶者同行休業を
していた期間
ウ 法第28条第２項の規定により休職にされていた期
間
エ 法第55条の２第１項ただし書に規定する許可を受
けていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年
法律第110号。以下「育児休業法」という。）第２条
の規定により育児休業をしていた期間
カ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される奈良市
職員の処遇等に関する条例（平成10年奈良市条例第
６号）第２条第１項の規定により派遣されていた期
間
キ 公益的法人等への奈良市職員の派遣等に関する条
例（平成14年奈良市条例第10号）第２条第１項の規
定により派遣されていた期間
ク 奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条
例（平成６年奈良市条例第50号。以下「勤務時間等
条例」という。）第11条に規定する病気休暇又は介
護休暇の承認を受けていた期間

⑸ 切替日以降に育児短時間勤務等（育児休業法第10条
第１項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第４
号において同じ。）を開始し、又は終了した職員

⑹ 切替日以降に再任用職員異動（法第28条の４第１項
又は第28条の５第１項の規定により採用された職員に
ついて行う勤務時間等条例第２条第１項又は第３項の
規定により定められた１週間当たりの勤務時間が異な
る他の職への異動をいう。次項第５号において同じ。）
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監査
委員
の事
務部
局

局長 85,700円 10,000円 5,000円 100分の18

課長 74,800円 8,000円 4,000円 100分の15

課長補佐 50,500円 4,000円 2,000円 100分の10

農業
委員
会の
事務
部局

局長 74,800円 8,000円 4,000円 100分の15

次長 50,500円 4,000円 2,000円 100分の10

議会
の事
務部
局

局長 104,200円 12,000円 6,000円 100分の20

次長 参事 85,700円 10,000円 5,000円 100分の18

課長 74,800円 8,000円 4,000円 100分の15

課長補佐 主査 50,500円 4,000円 2,000円 100分の10



をした職員
⑺ 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定され
た職員（市長の定めるこれに準ずる職員を含む。）

（平成29年改正条例附則第11項の規定による給料の支
給）
３ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員
のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当する
こととなった職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合
に該当することとなった職員（次項において「複数事由
該当職員」という。）を除く。）であって、その者の受け
る給料月額が平成29年３月31日（同日において奈良市一
般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
（平成26年奈良市条例第68号。以下「平成26年改正条
例」という。）附則第７項から第９項までの規定により
給料の支給を受けている者にあっては、平成26年改正条
例附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日の前日。
以下同じ。）において受けていた当該各号の区分に応じ
当該各号に定める額に達しないこととなるものには、そ
の差額に相当する額（平成29年４月１日から平成30年３
月31日までの間、平成29年改正条例第１条の規定による
改正後の奈良市一般職の職員の給与に関する条例（以下
「改正後の給与条例」という。）附則第18項の規定によ
り給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額
に100分の98.5を乗じて得た額（その額に１円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額））を、平成
29年改正条例附則第11項の規定による給料として支給す
る。
⑴ 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動を
した場合（第６号に掲げる場合を除く。） 切替日の
前日に当該異動があったものとした場合（切替日以降
にこれらの異動が２回以上あった場合にあっては、切
替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場
合）に平成29年３月31日において受けることとなる給
料月額に相当する額

⑵ 降格をした場合（第６号に掲げる場合を除く。）又
は降号をした場合 平成29年３月31日においてその者
が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又
は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした
場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月
額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることと
なる号給に対応する給料月額との差額に相当する額（
降格又は降号を２回以上した場合にあっては、それぞ
れの当該差額に相当する額を合算した額）を減じた額

⑶ 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職
時調整をされた場合（第６号に掲げる場合を除く。）
切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合

に平成29年３月31日において受けることとなる給料月
額に相当する額

⑷ 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次
に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成29年改正

条例第１条の規定による改正前の奈良市一般職の職
員の給与に関する条例（次号において「改正前の給
与条例」という。）別表の給料表に掲げる給料月額
のうち、平成29年３月31日にその者が受けていた号
給に応じた額（イにおいて「切替前給料表による給
料月額」という。）に、育児短時間勤務算出率（奈
良市一般職の職員の給与に関する条例第７条第１項
に規定する育児短時間勤務算出率をいう。）を乗じ
て得た額（その額に１円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた額）
イ 育児短時間勤務等を終了した職員（アに掲げる職
員を除く。） 切替前給料表による給料月額

⑸ 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分
に応じ、それぞれ次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する
職を占める職員 改正前の給与条例別表の給料表の
再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、平成29年
３月31日にその者が属していた職務の級に応じた額
（イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。）
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の５第１
項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前
の再任用給料月額に、勤務時間等条例第２条第３項
の規定により定められたその者の当該再任用職員異
動後における勤務時間を同条第１項に規定する勤務
時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円
未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた
額）

⑹ 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市
長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

４ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員
のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給
料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、
その差額に相当する額（平成29年４月１日から平成30年
３月31日までの間、改正後の給与条例附則第18項の規定
により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当
該額に100分の98.5を乗じて得た額（その額に１円未満
の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））を、
平成29年改正条例附則第11項の規定による給料として支
給する。
（平成29年改正条例附則第12項の規定による給料の支
給）
５ 平成29年改正条例附則第12項の規定による給料の支給
については、次に掲げるものとする。
⑴ 人事交流等職員（切替日以降に、給料表の適用を受
けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこ
れらに準ずる者であった者から人事交流等により引き
続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をい
う。以下この項において同じ。）（当該人事交流等職員
となった日以降に第３項各号に掲げる場合に該当する
こととなった職員を除く。）であって、その者の受け
る給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員
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となったものとした場合に平成29年３月31日において
受けることとなる給料月額に相当する額（市長の定め
る職員にあっては、市長の定める額）に達しないこと
となるもの（人事交流等職員となる前に給料表の適用
を受ける職員として在職していた者であって、切替日
以降に平成29年改正条例附則第９項から第12項までの
規定による給料を支給される職員でなくなったものを
除く。）には、その差額に相当する額（平成29年４月
１日から平成30年３月31日までの間、改正後の給与条
例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給され
る職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得
た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた額））を、平成29年改正条例附則第12
項の規定による給料として支給する。

⑵ 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員と
なった日以降に第３項各号に掲げる場合に該当するこ
ととなったものに対しては、その者が切替日の前日に
人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用
を受けていたものとみなして第３項の規定を適用した
としたならば支給されることとなる平成29年改正条例
附則第11項の規定による給料の額に相当する額を、平
成29年改正条例附則第12項の規定による給料として支
給する。

（端数計算）
６ 平成29年改正条例附則第９項から第12項までの規定に
よる給料の額に１円未満の端数があるときは、その端数
を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
（この規則により難い場合の措置）
７ 平成29年改正条例附則第９項から第12項までの規定に
よる給料の支給について、この規則の規定による場合に
は他の職員との均衡を著しく失すると認められるときそ
の他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認
を得て、別段の取扱いをすることができる。
（平成29年改正条例附則第２項の規定が適用される間の
読替え）
８ 平成29年４月１日から平成32年３月31日までの間は、
給料等の支給に関する規則第６条の２及び第６条の６第
１項第１号イ中「条例第14条第１項」とあるのは、「奈
良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般職
の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部
を改正する条例（平成29年奈良市条例第21号）附則第２
項の規定により読み替えられた条例第14条第１項」とす
る。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第21号

奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の

一部を改正する規則
奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和
43年奈良市規則第２号）の一部を次のように改正する。
第３条の見出しを「（等級別基準職務表に掲げる職務と
同程度の職務）」に改め、同条中「職務の級の分類の基準
となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表（別表
第１）に定めるとおりとし、同表」を「等級別基準職務
表」に、「は、それぞれの職務の級に分類されるもの」を
「であつて規則で定めるものは、別表第１のとおり」に改
める。
第22条後段を削る。
第23条第２項第５号中「以下同じ。」を削り、同項中第
９号を第10号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り
下げ、第５号の次に次の１号を加える。
⑹ 配偶者同行休業（法第26条の６第１項に規定する配
偶者同行休業をいう。）

第28条第１項中「自己啓発等休業をしていた職員若しく
は」を削り、同条第２項中「、自己啓発等休業の期間」を
削る。
別表第１を次のように改める。
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別表第１（第３条関係）
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等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

職務の級 標準的な職務の内容

４級 １ 地区調整主任の職務
２ 小隊長及び副小隊長の職務
３ 指揮支援副隊長の職務

５級 １ 所長補佐の職務
２ 場長補佐の職務
３ 市民サービスセンター所長の職務
４ 東寺林連絡所長の職務
５ スポーツ産業支援室長の職務
６ 人権文化センター所長の職務
７ こども園副園長、保育園副園長及び幼稚園副園長の職務
８ 児童館長の職務
９ 保健センター所長の職務
10 衛生浄化センター所長の職務
11 奈良阪処分地管理事務所長の職務
12 消費生活センター長の職務
13 土木管理センター所長の職務
14 消防署長補佐、中隊長及び消防分署長の職務
15 指揮支援隊長の職務
16 史料保存館長の職務
17 西部図書館長及び北部図書館長の職務
18 学校給食センター所長の職務
19 教員支援室長の職務
20 選挙管理委員会事務局次長の職務
21 農業委員会事務局次長の職務

６級 １ 所長の職務
２ 東部出張所長及び北部出張所長の職務
３ 地区調整主幹の職務
４ くらしと仕事支援室長の職務
５ こども園長、保育園長及び幼稚園長の職務
６ 子ども家庭相談室長の職務
７ 児童相談所設置準備室長の職務
８ 環境清美工場長の職務
９ 耐震・教育施設整備室長の職務
10 消防署長の職務
11 消防副署長の職務
12 文化財防災官の職務
13 防災センター所長の職務
14 指揮救助隊長の職務
15 中央図書館長の職務
16 学校事務長の職務
17 農業委員会事務局長の職務



附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（介護休暇に関する経過措置）
２ この規則による改正後の奈良市職員の初任給、昇格、
昇給等に関する規則（以下「新規則」という。）別表第
７の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間
について適用し、同日前の介護休暇の期間については、
なお従前の例による。
（在級年数等に関する経過措置）
３ 奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一
般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例（平成29年奈良市条例第21号）附則
第５項の規定により平成29年４月１日（以下「切替日」
という。）におけるその者の職務の級を定められた職員
に対する新規則別表第２の級別資格基準表の適用につい
ては、切替日の前日においてその者が属していた職務の
級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当
該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算
する。
（切替日における昇格又は降格の特例）
４ 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格
又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受け
ることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたもの
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７級 １ 相当の経験を有する所長の職務
２ 相当の経験を有する東部出張所長及び北部出張所長の職務
３ 相当の経験を有する環境清美工場長の職務
４ 相当の経験を有する消防署長の職務
５ 相当の経験を有する文化財防災官の職務
６ 相当の経験を有する中央図書館長の職務
７ 相当の経験を有する学校事務長の職務
８ 相当の経験を有する農業委員会事務局長の職務
９ 部長及び理事並びに部次長及び参事の職務

８級 １ 西部出張所長の職務
２ 行政センター所長の職務
３ 保健所長の職務
４ 消防局の副局長、消防危機統制監及び室長の職務
５ 教育センター所長の職務
６ 選挙管理委員会事務局長の職務
７ 監査委員事務局長の職務
８ 議会事務局次長の職務
９ 部長及び理事の職務

９級 １ 統括官の職務
２ 法令遵守監察監の職務
３ 危機管理監の職務
４ 会計管理者の職務
５ 消防長の職務
６ 議会事務局長の職務

別表第７中
「

「
を に改め、

」
」

「

及び

」
「

を削る。
」

派遣職員の派遣の期間

派遣職員の派遣の期間

勤務時間等条例第15条に規定する介護
休暇の期間

自己啓発等休業の期間

３分の３以下（大学等課程の履修又は
国際貢献活動のためのもののうち、職
員としての職務に特に有用であると認
められるもの以外のものにあつては２
分の１以下）

勤務時間等条例第15条に規定する介護
休暇の期間

２分の１以下



とみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規
則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第22号

奈良市職員の通勤手当に関する規則の一部を改正す
る規則

奈良市職員の通勤手当に関する規則（平成16年奈良市規
則第33号）の一部を次のように改正する。
第14条第１項第３号及び第16条第２項中「自己啓発等休
業をし」の次に「、地方公務員法第26条の６第１項に規定
する配偶者同行休業をし」を加える。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の
一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第23号

奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
等の一部を改正する規則

（奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の
一部改正）
第１条 奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規
則（平成６年奈良市規則第59号）の一部を次のように改
正する。
第９条の３第６項中「第２項第３号」を「第３項第３

号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「に
規定する」を「の」に、「第３項各号」を「第４項各号」
に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５
項とし、同条第３項第４号を次のように改める。
⑷ 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象
者等が民法（明治29年法律第89号）第817条の２第
１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し
たこと（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合
を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉
法第27条第１項第３号の規定による措置が解除され
たことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象
者等でなくなった場合

第９条の３第３項に次の１号を加える。
⑸ 第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、当
該請求をした職員が条例第８条の２第１項に規定す
る職員に該当しなくなった場合

第９条の３中第３項を第４項とし、第２項を第３項と
し、同条第１項中「第８条の２第１項の」の次に「当該
子を養育することができるものとして」を加え、「、請

求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって」
を削り、「次の」の次に「各号の」を加え、「もの」を
「者」に改め、同項第１号中「深夜」の次に「（午後10
時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この条にお
いて同じ。）」を加え、同項第２号中「子」の次に「（条
例第８条の２第１項において子に含まれるものとされる
者（以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」とい
う。）を含む。第16条を除き、以下同じ。）」を加え、同
項に次の１号を加える。
⑷ 請求に係る子と同居している者であること。
第９条の３第１項を同条第２項とし、同条に第１項と
して次の１項を加える。

条例第８条の２第１項のその他これらに準ずる者と
して規則で定める者は、児童福祉法（昭和22年法律第
164号）第６条の４第１号に規定する養育里親（以下
「養育里親」という。）である職員（児童の親その他
の同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、
同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する
養子縁組里親（以下「養子縁組里親」という。）とし
て当該児童を委託することができない職員に限る。）
に同法第27条第１項第３号の規定により委託されてい
る当該児童とする。
第９条の４第２項に次の２号を加える。
⑷ 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象
者等が民法第817条の２第１項の規定による請求に
係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁組の
成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組
が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の
規定による措置が解除されたことにより当該特別養
子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
⑸ 第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、当
該請求をした職員がそれぞれ条例第８条の２第２項
又は第３項に規定する職員に該当しなくなった場合
第９条の４第３項第２号中「子が」の次に「、条例第
８条の２第２項の規定による請求にあっては３歳に、同
条第３項の規定による請求にあっては」を加える。
第９条の５中「並びに第３項第４号及び前条第３項」
を「、第２項及び第４項第３号から第５号まで並びに前
条第２項第３号から第５号まで」に、「第８条の２第４
項に規定」を「第15条第１項に規定」に改め、「する要
介護者」の次に「（以下「要介護者」という。）」を加え、
「「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは
「介護」と、「」を「同条第４項第１号中「子」とある
のは「条例第15条第１項に規定する要介護者（以下「要
介護者」という。）」と、同項第２号及び前条第２項第２
号中「」に、「及び第３項」とあるのは「条例第８条の
２第４項において準用する同条第３項」と「ならない。
この場合において、第８条の２第２項の規定による請求
に係る期間と、第８条の２第３項の規定による請求に係
る期間とが重複しないようにしなければならない」とあ
るのは「ならない」と、「子」とあるのは「要介護者」
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と、「養育」とあるのは「介護」と、「子が離縁又は養子
縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなっ
た」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親
族関係が消滅した」を「又は第３項の」とあるのは「条
例第８条の２第４項において準用する同条第２項又は第
３項の」と、同条第１項第１号中「条例第８条の２第２
項又は第３項」とあるのは「条例第８条の２第４項にお
いて準用する同条第２項又は第３項」と、「条例第８条
の２第２項の」とあるのは「同条第２項の」と、「条例
第８条の２第３項」とあるのは「同条第３項」と、同項
第２号中「条例第８条の２第２項又は第３項」とあるの
は「それぞれ条例第８条の２第４項において準用する同
条第２項に規定する支障の有無又は同条第３項」と、同
項第３号中「第１号」とあるのは「条例第８条の２第４
項において準用する同条第３項」と、「条例第８条の２
第２項又は第３項」とあるのは「同項」と、同条第２項
第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第３項
中「次のいずれか」とあるのは「前項第１号又は第２
号」に改める。
第11条の２第２項第１号を削り、同項第２号を同項第

１号とし、同項第３号中「前２号」を「前号」に改め、
同号を同項第２号とする。
第11条の３第１号中「再任用短時間勤務職員等」を

「再任用短時間勤務職員」に、「短時間勤務（以下」を
「育児短時間勤務（以下」に改め、同条第２号中「再任
用短時間勤務職員等」を「再任用短時間勤務職員」に改
める。
第16条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（

介護休暇）」を付し、同条第１項中「であって職員と同
居しているもの」を「（第２号に掲げる者にあっては、
職員と同居しているものに限る。）」に改め、同条第３項
及び第４項を次のように改める。
３ 条例第15条第１項に規定する職員の申出は、同項に
規定する指定期間（以下「指定期間」という。）の指
定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任
命権者に対し行わなければならない。

４ 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申
出があった場合には、当該申出による期間の初日から
末日までの期間（第７項において「申出の期間」とい
う。）の指定期間を指定するものとする。
第16条に次の４項を加える。

５ 職員は、第３項の申出に基づき前項若しくは第７項
の規定により指定された指定期間を延長して指定する
こと又は当該指定期間若しくはこの項の申出（短縮の
指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは第７項の
規定により指定された指定期間を短縮して指定するこ
とを申し出ることができる。この場合においては、改
めて指定期間として指定することを希望する期間の末
日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければな
らない。
６ 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の

延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第４項、
この項又は次項の規定により指定された指定期間の初
日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指
定するものとする。
７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、
それぞれ、申出の期間又は第３項の申出に基づき第４
項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の
末日の翌日から第５項の規定による指定期間の延長の
指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの
期間（以下この項において「延長申出の期間」とい
う。）の全期間にわたり第19条ただし書の規定により
介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、
当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出
の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし
書の規定により介護休暇を承認できないことが明らか
な日である場合は、これらの期間から当該日を除いた
期間について指定期間を指定するものとする。
８ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、１月に満た
ない期間は、30日をもって１月とする。
第16条の次に次の２条を加える。
第16条の２ 介護休暇の単位は、１日、半日又は１時間
とする。
２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業
の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続したおお
むね４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護
時間の承認を受けて勤務しない時間がある日について
は、当該４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務
しない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間と
する。
（介護時間）
第16条の３ 介護時間の単位は、30分とする。
２ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、
又は終業の時刻まで連続した２時間（育児休業法第19
条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務し
ない時間がある日については、当該２時間から当該部
分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）
を超えない範囲内の時間とする。
第19条の見出し中「介護休暇」の次に「及び介護時間
」を加え、同条中「介護休暇」の次に「又は介護時間」
を、「第１項」の次に「又は第15条の２第１項」を加え
る。
第21条の見出し中「介護休暇」の次に「及び介護時間
」を加え、同条第１項中「介護休暇」の次に「又は介護
時間」を加え、同条第２項中「前項の」の次に「介護休
暇の承認を受けようとする」を加え、「条例第15条第２
項に規定する介護を必要とする一の継続する状態」を「
１回の指定期間」に改め、「期間」の次に「（当該指定期
間が２週間未満である場合その他の市長が定める場合に
は、市長が定める期間）」を加える。
第22条第２項中「又は介護休暇」を「、介護休暇又は
介護時間」に、「すべき」を「する」に改め、同条第３
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項中「又は介護休暇」を「、介護休暇又は介護時間」に
改める。
第23条第２項中「再任用短時間勤務職員等」を「再任

用短時間勤務職員」に改める。
別表第２第３号中「災害時において」を「災害又は交

通機関の事故等に際して」に改め、同表第４号を次のよ
うに改める。

別表第２第11号中「親」の次に「（当該子について民
法第817条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立
について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事
審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であっ
て当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第１
項第３号の規定により当該子を委託されている養子縁組
里親である者若しくは養育里親である者（同条第４項に
規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子
縁組里親として委託することができない者に限る。）を
含む。）」を加え、「労働基準法」を「労基法」に改め、
同表第15号中「第21号」を「第22号」に改め、同表第20
号中「又は」を「若しくは」に改め、「世話」の次に「
又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の
世話」を加え、同表第21号中「条例第15条第１項に規定
する日常生活を営むのに支障のある者（以下この号にお
いて「要介護者」という。）」を「要介護者」に、「ため
に」を「ため」に、「その要介護者」を「要介護者」に
改める。
別表第２中第23号を第24号とし、第22号の次に次のよ

うに加える。

（奈良市職員の育児休業等に関する規則の一部改正）
第２条 奈良市職員の育児休業等に関する規則（平成４年
奈良市規則第12号）の一部を次のように改正する。
第１条中「第15条」を「第23条」に改める。
第１条の３の見出し中「第２条の２第３号イ」を「第

２条の３第３号イ」に改め、同条第１号中「第２条の２

第３号イ」を「第２条の３第３号イ」に、「保育所にお
ける保育の実施」を「児童福祉法（昭和22年法律第164
号）第39条第１項に規定する保育所若しくは就学前の子
どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する
認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第２項
に規定する家庭的保育事業等による保育の利用」に改め、
同条第２号中「第２条の２第３号イ」を「第２条の３第
３号イ」に、「親である配偶者（」を「親（当該子につ
いて民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の
規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請
求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属
している場合に限る。）であって当該子を現に監護する
もの又は児童福祉法第27条第１項第３号の規定により当
該子を委託されている同法第６条の４第１号に規定する
養育里親である者（同法第27条第４項に規定する者の意
に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２
号に規定する養子縁組里親（以下この号において「養子
縁組里親」という。）として委託することができない者
に限る。）若しくは養子縁組里親である者を含む。以下
この号において同じ。）である配偶者（」に改める。
第１条の４中「第３条第４号」を「第３条第５号」に
改める。
第２条第１項中「第３条第７号」を「第３条第８号」
に、「第２条の２第３号」を「第２条の３第３号」に改
め、同条第２項中「第３条第７号」を「第３条第８号」
に改める。
第５条中「掲げる」を「規定する」に改める。
第６条の３第２号中「又は第４号」を「、第４号、第
６号又は第７号」に改める。
第７条中「第11条第５号の」を「第11条第６号に規定
する」に改める。
第９条第１項中「育児短時間勤務（」の次に「育児休
業」を加え、「承認は」を「請求は」に改める。
第11条の見出し中「通知」を「辞令の交付」に改め、
同条中「文書を送付」を「辞令を交付」に改め、同条に
次の１号を加える。
⑷ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせ
る場合又は当該短時間勤務が終了した場合
第12条の見出し中「第18条第２号」を「第18条第２号
イ」に改め、同条中「第18条第２号」を「第18条第２号
イ」に、「同号」を「同号イ」に、「育児休業」を「部分
休業」に改める。
別記第１号様式中「第３条第４号又は第11条第５号」
を「第３条第５号又は第11条第６号」に改める。
別記第２号様式中「続柄」を「続柄等」に改め、同様
式の記入上の注意の２中「第２条の２第３号」を「第２
条の３第３号」に改め、同様式の記入上の注意の５中
「第２条の２第２号」を「第２条の３第２号」に改める。
別記第３号様式を次のように改める。
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４ 地震、水害、火災その他の災害に
より次のいずれかに該当する場合そ
の他これらに準ずる場合で、職員が
勤務しないことが相当であると認め
られるとき
ア 職員の現住居が滅失し、又は損
壊した場合で、当該職員がその復
旧作業等を行い、又は一時的に避
難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯
に属する者の生活に必要な水、食
料等が著しく不足している場合で、
当該職員以外にはそれらの確保を
行うことができないとき。

７日の範囲内
の期間

23 職員が不妊治療を受けるため
勤務しないことが相当であると
認められる場合

一の年度において
６日の範囲内の期
間



第３号様式（第４条関係）
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別記第４号様式及び別記第５号様式中「続柄」を「続
柄等」に改める。
（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
する条例施行規則の一部改正）
第３条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則（昭和43年奈良市規則第33号）の
一部を次のように改正する。
第２条の５第５号中「職員と同居している」を削り、

「次に掲げる者」の次に「（イに掲げる者にあつては、
職員と同居しているものに限る。）」を加える。
（奈良市臨時職員に関する規則の一部改正）
第４条 奈良市臨時職員に関する規則（平成２年奈良市規
則第26号）の一部を次のように改正する。
第10条第２項中「報酬額」を「給料額」に改める。
第11条中「及び」を「並びに」に改め、「前条第１項」

の次に「及び第２項」を加え、「が」を「を」に改める。
第12条中「及び」を「並びに」に改め、「第10条第１
項」の次に「及び第２項」を加える。
第17条の２第１項第２号中「、全勤務日」を「全勤務

日」に改め、「日額臨時職員」を「日額支給臨時職員」
に改める。
第18条第２項中「及び第４号」を「、第４号及び第５

号」に改め、同項第３号中「達しない子」の次に「（奈
良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成
６年奈良市条例第50号）第８条の２第１項において子に
含まれるものとされる者を含む。以下この号において同
じ。）」を、「以外の親」の次に「（当該子について民法
（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ
り特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者
（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している
場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３
号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４
第１号に規定する養育里親である者（同法第27条第４項
に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同
法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親（以下この
号において「養子縁組里親」という。）として委託する
ことができない者に限る。）若しくは養子縁組里親であ
る者を含む。）」を加え、同項に次の１号を加える。
⑸ 母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定によ
る保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るた
め勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間

別表第１の１の表事務職の項中「168,000円」を「176,
000円」に、「259,000円」を「292,000円」に改める。
別記第１号様式及び第２号様式を次のように改める。
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別記
第１号様式（第３条関係）
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第２号様式（第５条関係）
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（奈良市非常勤嘱託職員に関する規則の一部改正）
第５条 奈良市非常勤嘱託職員に関する規則（平成２年奈
良市規則第27号）の一部を次のように改正する。
第10条中「第42条第２項」を「第42条第３項」に改め

る。
第14条第１項中「概ね」を「おおむね」に改める。
第15条の２第１項第１号中「場合」の次に「で、その

勤務しないことがやむを得ないと認められるとき」を加
え、同項第２号中「その他の」を「その他」に改め、
「場合」の次に「で、その勤務しないことがやむを得な
いと認められるとき」を加え、同項第７号中「しない」
の次に「ことが相当であると認められる」を加え、同号
を同項第８号とし、同項第６号中「非常勤嘱託職員が」
を削り、「及び第２項第５号」を「並びに次項第８号及
び第９号」に、「第２項第４号」を「次項第４号」に改
め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「公務によ
る」を「公務上の」に改め、同号を同項第６号とし、同
項第４号中「地震、水害、火災その他の災害時において、
通勤」を「災害等に際して、退勤」に改め、同号を同項
第５号とし、同項第３号中「以下」の次に「この号及び
次号において」を加え、同号を同項第４号とし、同項第
２号の次に次の１号を加える。
⑶ 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれ
かに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非
常勤嘱託職員が勤務しないことが相当であると認め
られるとき ７日の範囲内の期間
ア 非常勤嘱託職員の現住居が滅失し、又は損壊し
た場合で、当該非常勤嘱託職員がその復旧作業等
を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 非常勤嘱託職員及び当該非常勤嘱託職員と同一
の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著
しく不足している場合で、当該非常勤嘱託職員以
外にはそれらの確保を行うことができないとき。

第15条の２第２項中「及び第７号」を「、第８号及び
第９号」に改め、同項第３号中「達しない子」の次に
「（奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
（平成６年奈良市条例第50号）第８条の２第１項におい
て子に含まれるものとされる者を含む。第５号ア及びウ
を除き、以下同じ。）」を、「以外の親」の次に「（当該子
について民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１
項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所
に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に
係属している場合に限る。）であって当該子を現に監護
するもの又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27
条第１項第３号の規定により当該子を委託されている同
法第６条の４第１号に規定する養育里親である者（同法
第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規
定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里
親（以下この号において「養子縁組里親」という。）と
して委託することができない者に限る。）若しくは養子
縁組里親である者を含む。）」を加え、同項第４号中「）

を養育する非常勤嘱託職員が、その子」を「以下この号
において同じ。）」に改め、「必要な」の次に「ものとし
て」を加え、同項第５号中「イ及び」を削り、「のある
者（以下この号及び次号」を「があるもの（以下この号
から第７号まで」に、「ために」を「ため」に改め、同
号ア中「。以下この号及び次号」を「。以下この号」に
改め、同項第６号中「休暇の承認の請求があった」を
「この号に規定する申出の」に改め、「ため」の次に「、
任命権者が、非常勤嘱託職員の申出に基づき、当該要介
護者ごとに、３回を超えず、かつ、通算して93日を超え
ない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）
内において」を加え、「要介護者の各々が介護を必要と
する一の継続する状態にある間において連続する93日
（当該状態となった日前において当該非常勤嘱託職員が
当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがあ
る場合にあっては、93日からその使用状況を考慮して任
命権者が定める日数を差し引いた日数）の範囲内の」を
「指定期間内において必要と認められる」に改め、「単
位」の次に「その他の取扱いについて」を加え、同号イ
中「要介護者各々に係る一の要介護期間において初めて
当該休暇を使用しようとする日」を「申出において、指
定期間の指定を希望する期間の初日」に、「を超えて」
を「から６月を経過する日までに、その任期（任期が更
新される場合にあっては、更新後のもの）が満了するこ
と及び」に、「在職することが見込まれる」を「採用さ
れないことが明らかでない」に改め、「（当該日から１年
を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当
該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用さ
れないことが明らかである職員を除く。）」を削り、同号
ウ中「いる」の次に「非常勤嘱託」を加え、「非常勤嘱
託職員」を「もの」に改め、同項中第８号を第10号とし、
第７号を第８号とし、同号の次に次の１号を加える。
⑼ 母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定によ
る保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るた
め勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間

第15条の２第２項第６号の次に次の１号を加える。
⑺ 要介護者の介護をする非常勤嘱託職員（次のいず
れにも該当する非常勤嘱託職員に限ることとし、各
号に掲げる場合に該当するかどうかの判断は、初め
てこの号の休暇の承認を請求する時点において行う
ものとする。）が、当該介護をするため、当該要介
護者ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に
係る指定期間と重複する期間を除く。）内において
１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当
であると認められる場合 当該連続する３年の期間
内において１日につき２時間（当該非常勤嘱託職員
について１日につき定められた勤務時間から５時間
45分を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減
じた時間）を超えない範囲内で必要と認められる期
間とし、休暇の単位その他の取扱いについては常勤
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職員の例による。この場合において、この号の休暇
は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業
の時刻まで連続した２時間（同号に規定する減じた
時間が２時間を下回る場合にあっては、当該減じた
時間）の範囲内（地方公務員の育児休業等に関する
法律（平成３年法律第110号）第19条第１項の規定
による部分休業の承認を受けて勤務しない時間があ
る日については、当該連続した２時間から当該部分
休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の
範囲内）とする。
ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上であ
る非常勤嘱託職員

イ １週間の勤務日が３日以上とされている非常勤
嘱託職員又は週以外の期間によって勤務日が定め
られている非常勤嘱託職員で１年間の勤務日が
121日以上であるものであって、１日につき定め
られた勤務時間が６時間15分以上である勤務日が
あるもの

第15条の２第３項中「休暇」の次に「（前項第１号及
び第２号の休暇を除く。）」を加える。
（奈良市パートタイム職員に関する規則の一部改正）
第６条 奈良市パートタイム職員に関する規則（平成３年
奈良市規則第41号）の一部を次のように改正する。
第１条中「規則に」を「規則の」に改める。
第２条中「７時間」の次に「以内」を加える。
第６条の見出し中「の額」を削る。
第８条中「定数内職員」を「奈良市職員定数条例（昭

和28年奈良市条例第１号）第１条に定める職員（以下
「定数内職員」という。）」に改める。
第９条第１項中「条例第42条第２項」を「奈良市一般
職の職員の給与に関する条例（昭和32年奈良市条例第21
号）第42条第３項」に改める。
第10条第２項ただし書中「端数が」を「端数を」に改

める。
第11条中「割り振り」を「割振り」に改める。
第12条第１項第２号中「（昭和22年法律第49号）」を削

り、同条第２項中「及び第４号」を「、第４号及び第５
号」に改め、同項第３号中「達しない子」の次に「（奈
良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成
６年奈良市条例第50号）第８条の２第１項において子に
含まれるものとされる者を含む。以下この号において同
じ。）」を、「以外の親」の次に「（当該子について民法
（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ
り特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者
（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している
場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３
号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４
第１号に規定する養育里親である者（同法第27条第４項
に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同
法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親（以下この

号において「養子縁組里親」という。）として委託する
ことができない者に限る。）若しくは養子縁組里親であ
る者を含む。）」を加え、同項に次の１号を加える。
⑸ 母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定によ
る保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るた
め勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
必要と認められる期間

第17条中「奈良市職員定数条例（昭和28年奈良市条例
第１号）第１条に定める職員（以下「定数内職員」とい
う。）」を「定数内職員」に改める。
別記第１号様式及び第２号様式を次のように改める。
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別記
第１号様式（第３条関係）
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第２号様式（第５条関係）
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附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日（以下「施行日」とい
う。）から施行する。ただし、附則第７項の規定は、公
布の日から施行する。
（平成29年改正条例附則第２項の規定による指定期間の
指定）
２ 奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及
び奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例（平成29年奈良市条例第６号。以下「平成29年改
正条例」という。）附則第２項に規定する職員の申出は、
平成29年改正条例による改正後の奈良市職員の勤務時間、
休日、休暇等に関する条例第15条第１項に規定する指定
期間（以下「指定期間」という。）の末日とすることを
希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなけれ
ばならない。
３ 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出
があった場合には、平成29年改正条例附則第２項に規定
する初日（以下「初日」という。）から当該申出による
期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
４ 平成29年改正条例附則第２項に規定する職員（以下
「職員」という。）は、附則第２項の申出に基づき前項
若しくは附則第６項の規定により指定された指定期間を
延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項
の申出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若し
くは附則第６項の規定により指定された指定期間を短縮
して指定することを申し出ることができる。この場合に
おいては、改めて指定期間として指定することを希望す
る期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出な
ければならない。
５ 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延
長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当
該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するもの
とする。
６ 附則第３項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、
それぞれ、施行日から附則第２項の規定により申し出た
指定期間の末日とすることを希望する日までの期間（以
下「施行日以後の申出の期間」という。）又は附則第２
項の申出に基づき附則第３項若しくはこの項の規定によ
り指定された指定期間の末日の翌日から附則第４項の規
定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当
該申出に係る末日までの期間（以下「延長申出の期間」
という。）の全期間にわたり第１条の規定による改正後
の奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第
19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないこと
が明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定
しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出
の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休
暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これ
らの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指
定するものとする。

（準備行為）
７ 附則第２項の指定期間の指定の申出は、施行日前にお
いても行うことができる。
（奈良市職員の育児休業等に関する規則の一部改正に伴
う経過措置）
８ この規則の施行の際、現に第２条の規定による改正前
の奈良市職員の育児休業等に関する規則の規定に基づき
作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使
用することができる。
（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置）
９ 第３条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤
の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第２条の
５第５号の規定は、平成29年１月１日以後に発生した事
故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に
発生した事故に起因する通勤による災害については、な
お従前の例による。
（奈良市非常勤嘱託職員に関する規則の一部改正に伴う
経過措置）
10 施行日前に第５条の規定による改正前の奈良市非常勤
嘱託職員に関する規則第15条の２第２項第６号の休暇（
以下「改正前休暇」という。）を使用したことがある非
常勤嘱託職員の当該改正前休暇と要介護者を同じくする
第５条の規定による改正後の奈良市非常勤嘱託職員に関
する規則第15条の２第２項第６号の休暇に係る指定期間
については、任命権者は、２回（施行日が当該改正前休
暇に係る第５条の規定による改正前の奈良市非常勤嘱託
職員に関する規則第15条の２第２項第６号の規定の例に
よる連続する93日の期間内にある場合であって、施行日
以後の当該期間内の日を末日とする指定期間を指定する
ときは、３回）を超えず、93日から、施行日前において
当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごと
に、初めて改正前休暇の承認を受けた期間の初日から最
後に当該承認を受けた期間の末日までの日数を合算した
日数を差し引いた日数を超えない範囲内で指定するもの
とする。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す
る規則及び奈良市職員の退職管理に関する規則の一部を改
正する規則をここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第24号

奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に
関する規則及び奈良市職員の退職管理に関する規則
の一部を改正する規則

（奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関
する規則の一部改正）
第１条 奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する規則（平成24年奈良市規則第23号）の一部を次
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のように改正する。
第１条中「第２項及び」を削り、「並びに」を「及び」

に改める。
第３条を削る。
第４条中「特定任期付職員」の次に「（条例第５条第

１項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。）」を
加え、同条を第３条とし、第５条を第４条とし、第６条
から第８条までを１条ずつ繰り上げる。
（奈良市職員の退職管理に関する規則の一部改正）
第２条 奈良市職員の退職管理に関する規則（平成28年奈
良市規則第38号）の一部を次のように改正する。
第６条中「地方自治法」の次に「（昭和22年法律第67
号）」を加え、同条第１号中「、保健所長」を削る。
第13条中「国家行政組織法」の次に「（昭和23年法律
第120号）」を加え、同条第１号中「、奈良市一般職の職
員の給与に関する条例（昭和32年奈良市条例第21号。以
下「給与条例」という。）第５条に規定する給料表に定
める職務の級（以下この号から第４号までにおいて単に
「職務の級」という。）８級の室長」を削り、「保健所次
長」を「保健所長」に改め、「、職務の級８級の主幹」
を「、奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32
年奈良市条例第21号。以下「給与条例」という。）第５
条に規定する給料表に定める職務の級（以下この号から
第４号までにおいて単に「職務の級」という。）７級の
主幹、東部出張所長、北部出張所長、男女共同参画セン
ター所長、看護専門学校事務長」に改め、「、東部出張
所長、北部出張所長、看護専門学校事務長、男女共同参
画センター所長」を削り、「７級の主幹」を「６級の室
長」に、「７級のグループ長及び職務の級７級の室長」
を「６級の主幹、こども園長及び保育園長」に改め、同
条第２号中「次長」の次に「、参事」を加え、同条第３
号中「８級」を「７級」に、「埋蔵文化財調査センター
所長及び職務の級７級の主幹」を「職務の級６級の主幹
及び埋蔵文化財調査センター所長」に改め、同条第４号
中「、教育センター次長」を削り、「高等学校事務長」
の次に「、中央図書館長」を加え、「７級の主幹及び職
務の級７級の図書館長」を「６級の主幹及び幼稚園長」
に改め、同条第８号中「課長、署長」の次に「、文化財
防災官」を加え、「、文化財防災官」を削り、同条第９
号中「８級」を「７級」に、「７級」を「６級」に改め
る。
第21条第１号中「別表」を「別表第１」に改め、同条

第３号中「２号給」を「３号給」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 第２条の規定による改正前の奈良市職員の退職管理に
関する規則第６条の規定は、平成28年４月１日から平成
29年３月31日までの間、市長の事務部局に置かれていた
保健所長については、なおその効力を有する。

３ 第２条の規定による改正前の奈良市職員の退職管理に
関する規則第13条の規定は、平成28年４月１日から平成
29年３月31日までの間、市長の事務部局に置かれていた
職務の級８級の室長、保健所次長及び職務の級７級のグ
ループ長並びに学校その他の教育機関に置かれていた教
育センター次長については、なおその効力を有する。

（平成29年３月31日掲示済）

告 示
奈良市告示第124号
奈良市都祁小山戸町の一部の土地について、国土調査法
（昭和26年法律第180号）による地籍調査を行い、地図及
び簿冊を作成したので、同法第17条第１項の規定により公
示する。なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲
覧に供する。
平成29年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 地図及び簿冊の名称

地籍図及び地籍簿
２ 地図は平成26年３月測量、簿冊は平成25年12月５日（
一筆地調査が終了した日）現在の状況により調査し、作
成したものである。
３ 閲覧期間

平成29年３月２日から平成29年３月21日までの20日間
４ 閲覧場所

奈良市都祁行政センター地域振興課
（奈良市都祁白石町1026番地の１）

５ 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲
覧期間内に、当該調査を行った者に対し、訂正の申し出
をすることができる。
６ 誤り等訂正の申し出は、書面によることになっている
ので、各自印章を持参すること。
７ 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で
交付する。
８ 閲覧は、期間中毎日午前８時30分から午後５時までの
間とする。

（平成29年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第125号
平成29年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧について、縦覧の場所及び縦覧の期間等を、地方
税法（昭和25年法律第226号）第416条第３項及び奈良市税
条例（昭和46年奈良市条例第12号）第85条第２項の規定に
より公示します。
平成29年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 縦覧の場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 東棟２階 資産税課

２ 縦覧の期間
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平成29年４月３日から平成29年５月１日まで
ただし、土曜日、日曜日及び休日は除く。

３ 縦覧の時間
午前９時から午後５時まで

（平成29年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第126号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
三条線街路改良工事（各工事の工事件名、工事場所、
工期、工事概要、予定価格、最低制限基準価格及び最低
制限モデル型算出価格は別表のとおり）
以下省略

（平成29年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第127号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

西大寺北小学校他１校トイレ改修に伴う建築設計業務
委託 他１件（各業務の業務場所、業務期間、業務概要、
予定価格、最低制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成29年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第128号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第
82条第２項及び第115条の５第２項の規定により、指定居
宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護
予防サービス事業者を廃止しましたので、同法第78条第２
号、第85条第２号及び第115条の10第２号の規定により公
示します。
平成29年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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【居宅介護支援】

【（介護予防）訪問介護・居宅介護支援】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970105173 奈良県奈良市法蓮町635－１山末ビル305
居宅介護支援み
のり

奈良県奈良市法蓮町
635－１山末ビル305

株式会社
YTO 1150001016731 平成29年

３月31日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970105546 奈良県奈良市法蓮町635－１山末ビル305 介適くらぶ
奈良県奈良市法蓮町
635－１山末ビル305

株式会社
YTO 1150001016731 平成29年

３月31日

（平成29年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第129号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第
46条第１項及び第53条第１項の規定により、指定居宅サー
ビス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サ

ービス事業者を指定しましたので、同法第78条第１号、第
85条第１号及び第115条の10第１号の規定により公示しま
す。
平成29年３月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970107484 奈良市二名五丁目1606番地の４
居宅介護支援オアシ
スなら

奈良市二名五丁目1606番
地の４

株式会社 オアシ
スなら

平成29年
３月１日

2960190615 奈良市二名五丁目1606番地の４
訪問看護ステーショ
ンオアシスなら

奈良市二名五丁目1606番
地の４

株式会社 オアシ
スなら

平成29年
３月１日

（平成29年３月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第130号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21

号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条第４項の規定により告示します。
平成29年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成29年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第135号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年３月３日
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以下省略
（平成29年３月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第131号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成29年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定年月日 平成29年３月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102629 合同会社しあわせ工房 630-8357
奈良県奈良市杉ケ
町35－２中田ビル
101号

てのひら
就労支援セン
ターいっぽ

630-8305
奈良県奈良市東
紀寺町２丁目10
－13

生活介護
就労継続支援
Ｂ型

（平成29年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第132号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を指定しましたので、
同法第51条の30第２項第１号の規定に基づき告示します。
平成29年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 指定年月日 平成29年３月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100736
さくら総合
事務所合同
会社

631-0001
奈良県奈良市登美
ヶ丘５丁目11番22
号

相談支援事業
所さくら 631-0806

奈良県奈良市朱
雀４丁目１番10
号

計画相談支援

（平成29年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第133号
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項

第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定しまし
たので、同法第24条の37第１号の規定に基づき告示します。
平成29年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定年月日 平成29年３月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2970101370
さくら総合
事務所合同
会社

631-0001
奈良県奈良市登美
ヶ丘５丁目11番22
号

相談支援事業
所さくら 631-0806

奈良県奈良市朱
雀４丁目１番10
号

障害児相談支
援

（平成29年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第134号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成29年３月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 廃止年月日 平成29年２月28日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910101100 社会福祉法人青葉仁会 632-0061 奈良県奈良市杣の川町50－１

デリカテッセ
ンイーハトー
ヴ

631-0064
奈良県奈良市帝
塚山南四丁目11
－14

就労継続支援
Ａ型



奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年３月３日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項

⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成29年３月３日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第136号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定
介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成29年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
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指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 株式会社ユーヒナ奈良 奈良県奈良市北永井町349番地１ 株式会社ユーヒナ奈良
平成28年12月５日

新 株式会社ユーヒナ奈良 奈良県奈良市北之庄町38番地の９ 株式会社ユーヒナ奈良

（平成29年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第137号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成29年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

廃止した施設又は廃止した事業の種類 廃止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

エルケア株式会社
エルケア新大宮ケア
センター

奈良県奈良市大宮町五丁目３番14
号 不動ビル201号室 居宅 訪問介護

介護予防 訪問介護 平成29年１月31日

エルケア株式会社 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４
番12号 梅田センタービル25階

（平成29年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第138号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を変更した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成29年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

施術者氏名
指定施術機関

変更年月日
名称 所在地

旧 多田 喜次 鍼灸マッサージ院 ゆるくま 奈良県奈良市学園朝日町四丁目
143番地

平成28年７月18日
新 多田 喜次 鍼灸マッサージ院 ゆるくま 奈良県奈良市高畑町735番地

桐山アパート102号



（平成29年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第139号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成29年３月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠
移動日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成29年３月６日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成28年８月２日、同月５日、同月７日、同月８日、

同月９日、同月22日、同月23日、同月25日、同月29日及
び同月30日

（平成29年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第140号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお
いて準用する同法第19条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）用途地域を変更しまし
たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第
１項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第２項に
おいて準用する同法第20条第２項の規定により当該都市計
画の図書を奈良市都市整備部都市計画課において公衆の縦
覧に供します。
平成29年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類及び名称
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）用途
地域
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市大宮町七丁目、三条大路一丁目、三条川西町及
び四条大路一丁目の各一部

（平成29年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第141号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお
いて準用する同法第19条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）防火地域及び準防火地
域を変更しましたので、同法第21条第２項において準用す
る同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同法
第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定に
より当該都市計画の図書を奈良市都市整備部都市計画課に

おいて公衆の縦覧に供します。
平成29年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類及び名称

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）防火
地域及び準防火地域
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市大宮町七丁目、三条大路一丁目、三条川西町及
び四条大路一丁目の各一部

（平成29年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第142号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規
定により大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）
地区計画を決定しましたので、同法第20条第１項の規定に
より次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市
計画の図書を奈良市都市整備部都市計画課において公衆の
縦覧に供します。
平成29年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 決定に係る都市計画の種類及び名称

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区
計画
大宮通り交流拠点地区

２ 決定に係る都市計画を定める土地の区域
奈良市三条大路一丁目の一部

（平成29年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第143号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により恋の窪一丁目自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次のと
おり告示します。
平成29年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
変更があった事項及びその内容
１回目

変更年月日 平成26年４月１日
２回目

変更年月日 平成27年４月１日
（平成29年３月７日掲示済）
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変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

倉口 博次
奈良市恋の窪一丁目

15番４号

藤井 政勝
奈良市恋の窪一丁目

８番４号

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

藤井 政勝
奈良市恋の窪一丁目

８番４号

加地 政憲
奈良市恋の窪一丁目

３番17号



―――――――――――――――――――
奈良市告示第144号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年３月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年３月７日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年３月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第145号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成29年３月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成29年３月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第146号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第14項の規
定により同条第１項ただし書の規定による特例許可につい
ての公開による意見の聴取を行いますので、同条第15項の
規定により次のとおり告示します。
平成29年３月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ この許可に利害関係を有する方はご出席ください。
２ この公開による意見の聴取の詳しいことについては、
奈良市都市整備部建築指導課までお問い合わせください。
電話：0742－34－4750（直通）

（平成29年３月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第147号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年３月10日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年３月10日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄西ノ
京駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年３月10日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第148号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年３月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年７月８日 奈良市指令整開 第16Ａ－９号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年３月13日 第1564号
公共施設 平成29年３月13日 第751号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市高畑町469番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良県大和郡山市宮堂町160番７
社会福祉法人 協同福祉会 理事長 村城 正

５ 公共施設の種類、位置及び区域
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申請者住所 奈良市西大寺東町二丁目１番63号

申請者氏名 三和住宅株式会社
代表取締役 小林 正樹

道路の位置 奈良市秋篠早月町207番１、207番４、
207番５、207番６及び209番１の各一部

道路の幅員 最大6.40ｍ 最小6.22ｍ

道路の延長 48.26ｍ

指定年月日 平成29年３月８日

指 定 番 号 第Ｈ2815号

期 日 平成29年３月23日（木曜日）午後７時
から（１時間程度）

場 所 奈良市押熊町532番地 おしくま会館

申
請
内
容

申請の要旨 第一種住居地域内における自動車修理
工場付店舗の新築工事について

申 請 者 ＶＳＳ奈良株式会社
代表取締役 高木 譲

申 請 場 所 奈良市押熊町755番地の１他６筆



⑴ 道路
奈良市高畑町469番１の一部

（平成29年３月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第149号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年３月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年１月19日 奈良市指令整開 第16Ａ－42号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年３月13日 第1565号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市白毫寺町495番２、496番１、497番１、503番１
の一部、504番２及び506番３の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
株式会社ファミリーマート 代表取締役 澤田 貴司

（平成29年３月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第150号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21

号）第２条の規定により、街区を新設します。
平成29年３月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更の年月日

平成29年３月14日
２ 街区の新設
•奈良市西大寺竜王町一丁目の一部
別図１を別図２に示すとおり変更します。
４街区の一部から５街区を新設

別図省略
（平成29年３月14日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第151号
平成25年度市・県民税第２期分、第３期分、第４期分及
び平成28年度市・県民税第３期分、第４期分、過年度分の
督促状を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所等が
不明のため送達することができないので、地方税法（昭和
25年法律第226号）第20条の２及び奈良市税条例（昭和46
年奈良市条例第12号）第６条の規定により、次のとおり公
示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室納
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があ
ればいつでも交付します。
平成29年３月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ この督促状の発送年月日及び納期限
調定年度及び税目 期 別 発送年月日 納期限

平成25年度市・県民税 第２期分 平成25年９月20日 平成25年９月30日
平成25年度市・県民税 第３期分 平成25年11月20日 平成25年12月２日
平成25年度市・県民税 第４期分 平成26年２月20日 平成26年２月28日
平成28年度市・県民税 第３期分 平成28年11月18日 平成28年11月30日
平成28年度市・県民税 26年度分 平成28年11月18日 平成28年11月30日
平成28年度市・県民税 27年度分 平成28年11月18日 平成28年11月30日
平成28年度市・県民税 第４期分 平成29年２月20日 平成29年３月２日
２ この公示送達により変更した後の納期限
平成29年４月１日

３ 送達を受けるべき者
別紙のとおり

別紙省略
（平成29年３月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第152号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年３月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年８月15日 奈良市指令整開 第16Ａ－14号
平成29年１月27日 奈良市指令整開

第16Ａ－14－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年３月15日 第1566号
公共施設 平成29年３月15日 第752号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市平松五丁目645番、647番１、647番２の一部、

648番１、653番３及び666番３
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市大宮町一丁目５番38号
株式会社ヤマトコーポレーション
代表取締役 堅田 ゆかり

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市平松五丁目645番の一部、647番１の一部、



647番２の一部、648番１の一部、653番３の一部及び
666番３の一部

⑵ 下水道
奈良市平松五丁目645番の一部、647番１の一部、

647番２の一部、648番１の一部、653番３の一部及び
666番３の一部

⑶ 用悪水路
奈良市平松五丁目645番の一部、647番１の一部、

648番１の一部及び666番３の一部
（平成29年３月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第153号
都市公園の廃止をするので、奈良市都市公園条例（昭和
46年奈良市条例第14号）第14条の２の規定に基づき、次の
とおり公告します。
平成29年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 名称及び位置

２ 廃止年月日
平成29年３月16日

（平成29年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第154号
都市公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和31年
法律第79号）第２条の２及び都市公園法施行令（昭和31年
政令第290号）第９条の規定に基づき、次のとおり公告し
ます。
平成29年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
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名 称 位 置

北登美ヶ丘２号緑地 北登美ヶ丘二丁目1400番地の687

北登美ヶ丘３号緑地 北登美ヶ丘二丁目1400番地の688

名 称 位 置 区 域 供用開始日

ビバリー公園 佐保台一丁目3571-262

別紙図面のとおり
（別紙図面は省略
し、奈良市都市整
備部公園緑地課に
おいて一般の縦覧
に供します。）

平成29年
３月16日

ビバリー広場 佐保台一丁目3571-263

佐保台第６号緑地 佐保台一丁目3571-255、-256、-257、-259、-260、
-261

歩夢の広場 中登美ヶ丘六丁目104

彩りの道 あかねの杜 中登美ヶ丘六丁目111、333

彩りの道 もえぎの丘 中登美ヶ丘六丁目464

夢彩の丘 中登美ヶ丘五丁目231

中登美ヶ丘六丁目緑地 中登美ヶ丘六丁目488

ヤマザクラ南緑地 中登美ヶ丘六丁目261

ヤマザクラ北緑地 中登美ヶ丘六丁目441

中登美ヶ丘五丁目緑地 中登美ヶ丘五丁目206、238、241、299

学園朝日元町一丁目第２号
街区公園 学園朝日元町一丁目1896番23

百楽園五丁目第２号街区公園 百楽園五丁目2818番126

神殿町第８号街区公園 神殿町282番７

押熊町第17号街区公園 押熊町2058番10

北登美ヶ丘６号緑地 北登美ヶ丘二丁目2076、2077、2090

左京五丁目街区公園 左京五丁目３番26

疋田町第４号街区公園 疋田町407番117

北登美ヶ丘陽だまりの丘公園 北登美ヶ丘二丁目2085

（平成29年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第155号
平成29・30年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参
加資格審査申請要領（追加受付）を次のように定めます。
平成29年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

平成29・30年度 奈良市・奈良市企業局物品購入等
入札参加資格審査申請要領（追加受付）

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５
第１項及び第167条の11第２項の規定により、平成29・30
年度において、奈良市又は奈良市企業局が発注する物品の
製造の請負、物件の買入れその他奈良市長又は奈良市公営
企業管理者が定める契約等の入札（見積り）に参加する者



に必要な資格及び申請方法等を定めたので、入札（見積り
）に参加しようとされる方は、以下の要領により入札等参
加資格審査申請書（物品購入等）を提出してください。
１ 入札（見積り）に参加する者に必要な資格
⑴ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得
ない者でないこと。

⑵ 奈良市の市・県民税（法人においては法人市民税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。市外
業者においては所得税（法人においては法人税）及び
奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。

⑶ 奈良市の国民健康保険料の滞納がないこと。
⑷ 法令等の規定により営業に関し免許、許可、登録、
認可等を要する場合は、申請時において当該免許、許
可、登録、認可等を受けていること。

⑸ 申請者から提出された別表第１に掲げる提出書類の
審査によりその内容が適正と認められること。

⑹ 次のいずれにも該当しないもの
ア 役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店又
は営業所（常時物品購入等の契約に関する業務を行
う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人に
あってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表
者をいう。以下同じ）が暴力団員（暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
77号。以下「法」という。）第２条第６号に規定す
る暴力団員をいう。以下同じ。）である者

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与し
ている者

ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者
の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を
提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極
的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して
いる者

オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団
又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ている者

２ 受付期間及び時間
⑴ 受付期間

※準市内業者…奈良市内に支店又は営業所を有する業
者

⑵ 受付時間
午前９時30分～正午、午後１時30分～午後４時

３ 受付場所及び申請方法
⑴ 受付場所

奈良市役所北棟５階
契約課（持参受付の方のみ）

⑵ 申請方法
市内業者……別表第１の書類をクリアファイルに

入れ、持参申請でのみ受付けます。
準市内・市外業者……別表第１の書類をクリア

ファイルに入れ、郵送申請
でのみ受付けます。

※１ 持参申請の方は、後日入札参加資格審査結果通
知書を送付しますので、申請書類と一緒に住所・
業者名・担当者名を明記し82円切手を貼り付けた
返信用封筒をお持ちください。

※２ 郵送申請は、受付期間最終日までの消印有効と
します。また、入札参加資格審査申請書受付票及
び入札参加資格審査結果通知書を送付しますので、
住所・業者名・担当者名を明記し82円切手を貼り
付けた返信用封筒を２通同封してください。（そ
れぞれに切手が必要です｡）

４ 郵送先
〒630－8580 奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所会計契約部契約課 物品入札担当

５ 登録有効期間
入札参加資格審査結果通知日～平成31年３月31日

６ その他留意事項
⑴ 各証明書（原本及び写し）は、申請日以前３か月以
内のものを提出してください。
⑵ 使用印鑑届は、実印でなくても結構ですが、入札及
び見積りの参加並びに契約の締結、代金の請求・受領
等に使用することとなるので、十分留意してください。
⑶ 申請書等の記載内容を確認できない場合、又は提出
書類が不足している場合には入札参加資格を保留しま
す。
⑷ この登録制度について、審査後は業者名簿に登録さ
れますが、直ちに発注があるという制度ではありませ
ん。
⑸ 提出書類の内容と事実が相違していることが後日に
判明したときは、入札参加資格を取り消すことがあり
ます。
⑹ 提出していただいた入札参加資格審査申請書内容は、
奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公開し
ます。

７ 問い合わせ先
奈良市会計契約部契約課
電話番号0742－34－4743（ダイヤルイン）
奈良市企業局経営部企業総務課入札室
電話番号0742－34－5200（代表）
※申請書１通で、奈良市及び奈良市企業局への登録が可
能です｡
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市内業者 平成29年４月３日（月）～平成30年９
月28日（金）※土曜・日曜を除く。

準市内業者
市外業者

平成29年４月３日（月）～平成30年９
月28日（金）※土曜・日曜を除く。
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以下省略
（平成29年３月16日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第156号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年３月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年３月16日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺
及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第157号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年３月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成28年10月14日 奈良市指令整開 第16Ａ－30号
平成29年２月23日 奈良市指令整開

第16Ａ－30－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年３月17日 第1567号
公共施設 平成29年３月17日 第753号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市鶴舞西町3283番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
大阪府寝屋川市東香里園町11番27号
株式会社エヌ・ケイ興産 代表取締役 中尾 清行

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市鶴舞西町3283番１の一部

⑵ 下水道
奈良市鶴舞西町3283番１の一部

（平成29年３月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第158号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条第１項の規
定により認定した総合的設計による同一敷地内建築物に係
る一団地の区域を同条第８項の規定により公告し、関係図

書を一般の縦覧に供します。
平成29年３月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 一団地の区域の地名地番

奈良市鶴舞東町657番４の一部
２ 認定年月日及び認定番号
⑴ 認定年月日

平成29年３月17日
⑵ 認定番号

奈良市指令整建第62号
３ 関係図書の縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市 都市整備部 建築指導課

（平成29年３月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第159号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により西大寺新田町自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次のと
おり告示します。
平成29年３月17日

奈良市長 仲 川 元 庸
変更があった事項及びその内容
１回目

変更年月日 平成26年４月20日
２回目

変更年月日 平成28年４月17日
（平成29年３月17日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第160号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお
いて準用する同法第20条第１項の規定により奈良県知事か
ら大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）道路の
変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第
２項において準用する同法第20条第２項の規定により公衆
の縦覧に供します。
平成29年３月17日
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変更事項 変 更 前 変 更 後

事 務 所 の
所 在 地

奈良市西大寺新田町
３番47号

奈良市西大寺新田町
８番35号

代表者の氏名
及 び 住 所

山元 眞明
奈良市西大寺新田町

３番47号

藤村 佳嗣
奈良市西大寺新田町

８番35号

変更事項 変 更 前 変 更 後

事 務 所 の
所 在 地

奈良市西大寺新田町
８番35号

奈良市西大寺新田町
７番８号

代表者の氏名
及 び 住 所

藤村 佳嗣
奈良市西大寺新田町

８番35号

梶 侃
奈良市西大寺新田町

７番８号



奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画道路の名称
３・４・128号 大安寺柏木線

２ 縦覧場所
奈良市都市整備部都市計画課

（平成29年３月17日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第161号
奈良市既存住宅・特定既存耐震不適格建築物耐震診断補
助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。
平成29年３月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市既存住宅・特定既存耐震不適格建築物耐震診
断補助金交付要綱の一部を改正する告示

奈良市既存住宅・特定既存耐震不適格建築物耐震診断補
助金交付要綱（平成21年奈良市告示第136号）の一部を次
のように改正する。
第５条第１項第２号ア中「2,060円」を「3,600円」に改
める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第162号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成29年３月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成29年３月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第163号
次に掲げる事件を付議するため、平成29年３月27日奈良
市議事堂に奈良市議会臨時会を招集します。
平成29年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
記

１ 平成29年度奈良市一般会計予算
（平成29年３月23日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第164号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年３月19日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第165号
奈良市特産品等直売施設（月ヶ瀬温泉ふれあい市場）の
指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定
管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年奈良市条例
第85号）第４条第３項の規定により次のとおり告示します。
平成29年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市月ヶ瀬尾山2681番地
奈良市特産品等直売施設
（月ヶ瀬温泉ふれあい市場）

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市月ヶ瀬尾山2681番地
月ヶ瀬温泉ふれあい市場管理組合
組合長 松本 欣也

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成31年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 月ヶ瀬温泉ふれあい市場の事業の実施に関すること。
① 地域の農林産物、加工品、工芸品等の販売に関す
ること。
② 観光情報及び地域情報の発信に関すること。
③ その他直売施設の設置目的を達成するために必要
な事業

⑵ 月ヶ瀬温泉ふれあい市場の利用制限に関すること。
⑶ 月ヶ瀬温泉ふれあい市場の維持管理に関すること。
⑷ その他市長が定めること。

（平成29年３月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第166号
奈良市特産品等直売施設（月ヶ瀬温泉ふれあい市場）の
指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定
管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年奈良市条例
第85号）第４条第３項の規定により次のとおり告示します。
平成29年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市月ヶ瀬桃香野4267番地の５
奈良市農林水産物直売・食材供給施設
（湖畔の里つきがせ）

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市月ヶ瀬桃香野4267番地の５
湖畔の里つきがせ組合
組合長 奥西 喜代照

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成32年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 湖畔の里つきがせの事業の実施に関すること。
① 地域の農林水産物、加工品、工芸品等の販売及び
地域の食材を利用した郷土料理等の提供に関するこ
と。

② 道路利用者への休息の場の提供並びに観光情報及
び地域情報の発信に関すること。

③ その他直売施設の設置目的を達成するために必要
な事業

⑵ 湖畔の里つきがせの利用制限に関すること。
⑶ 湖畔の里つきがせの維持管理に関すること。
⑷ その他市長が定めること。

（平成29年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第167号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規
定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの送付
を受けましたので、同法第63条第２項の規定において準用
する同法第62条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦
覧に供します。
平成29年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 都市計画事業の種類及び名称
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）公園
事業 ８・６・７号 平城宮跡歴史公園
２ 縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部公園緑地課

（平成29年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第168号
平成29年奈良市議会３月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成29年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成28年度奈良市一般会計補正予算（第４号）
２ 平成28年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第
３号）
３ 平成28年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算
（第２号）

４ 平成28年度奈良市駐車場事業特別会計補正予算（第１
号）
５ 平成28年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第４号
）
６ 平成28年度奈良市水道事業会計補正予算（第２号）
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平
成
２
８
年
度
奈
良
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）
　
　
　
　

　
平
成
２
８
年
度
奈
良
市
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
 １
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
２
２
，
８
３
４
千
円
を
減
額
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
２
９
，
０
４
２
，
９
０
８
千
円
と
す
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
継
続
費
の
補
正
）

第
２
条
　
継
続
費
の
変
更
は
、
「
第
２
表
　
継
続
費
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
）

第
 ３
条
　
地
方
自
治
法
第
２
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
費

は
、
「
第
３
表
　
繰
越
明
許
費
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
４
条
　
債
務
負
担
行
為
の
変
更
は
、
「
第
４
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
５
条
　
地
方
債
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
５
表
　
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
歳
　
入

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

1 
．
市

税
千
円
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千
円

△
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,00
0

千
円
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,10
7,8
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1 
．
市

民
税
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6,8
13

△
 4
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,30
3
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,48
8,5
10

2 
．
固
定
資
産
税
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,30
3,3
01

△
 2
56
,87
6
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,04
6,4
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．
都
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計
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3,2
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,57
7

△
 3
4,8
21

3,2
11
,75
6

3 
．
利
子
割
交
付
金

15
0,0
00

△
 5
0,0
00

10
0,0
00

1 
．
利
子
割
交
付
金

15
0,0
00

△
 5
0,0
00

10
0,0
00

5 
．
株
式
等
譲
渡

所
得
割
交
付
金

85
0,0
00

△
 2
50
,00
0

60
0,0
00

1 
．
株
式
等
譲
渡

所
得
割
交
付
金

85
0,0
00

△
 2
50
,00
0

60
0,0
00

11
．
地
方
交
付
税

14
,20
0,0
00

69
,25
4

14
,26
9,2
54

1 
．
地
方
交
付
税

14
,20
0,0
00

69
,25
4

14
,26
9,2
54

15
．
国
庫
支
出
金

24
,23
8,7
84

△
 4
94
,27
4

23
,74
4,5
10

1 
．
国
庫
負
担
金

19
,28
4,4
86

74
,10
0

19
,35
8,5
86

2 
．
国
庫
補
助
金

3,2
56
,36
7

73
,02
2

3,3
29
,38
9

4 
．
国
庫
交
付
金

1,5
75
,86
9

△
 6
41
,39
6

93
4,4
73

16
．
県

支
出

金
7,4
16
,36
5

△
 2
0,5
85

7,3
95
,78
0

1 
．
県

負
担

金
5,5
56
,09
0

47
,00
0

5,6
03
,09
0

2 
．
県

補
助

金
1,5
73
,20
4

△
 2
8,4
12

1,5
44
,79
2

3 
．
県

委
託

金
21
1,0
26

△
 3
9,1
73

17
1,8
53

19
．
繰

入
金

1,2
61
,72
0

30
0,0
00

1,5
61
,72
0

1 
．
基
金
繰
入
金

1,2
61
,72
0

30
0,0
00

1,5
61
,72
0

20
．
繰

越
金

91
2,5
27

19
2,1
71

1,1
04
,69
8

1 
．
繰

越
金

91
2,5
27

19
2,1
71

1,1
04
,69
8

21
．
諸

収
入

3,3
77
,99
4

△
 1
81
,00
0

3,1
96
,99
4

3 
．
貸
付
金
元
利
収
入

1,3
29
,41
4

△
 1
81
,00
0

1,1
48
,41
4

22
．
市

債
13
,01
3,5
00

26
1,6
00

13
,27
5,1
00

1 
．
市

債
13
,01
3,5
00

26
1,6
00

13
,27
5,1
00

歳
入

合
計

12
9,9
65
,74
2

△
 9
22
,83
4

12
9,0
42
,90
8
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歳
　
出

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

2 
．
総

務
費

千
円

15
,03
7,7
20

千
円

△
 8
5,5
70

千
円

14
,95
2,1
50

1 
．
総
務
管
理
費

11
,03
8,2
98

△
 2
0,6
70

11
,01
7,6
28

2 
．
企

画
費

1,8
83
,85
5

△
 3
9,9
00

1,8
43
,95
5

5 
．
選

挙
費

18
6,4
25

△
 2
5,0
00

16
1,4
25

3 
．
民

生
費

56
,81
3,1
76

55
4,6
28

57
,36
7,8
04

1 
．
社
会
福
祉
費

25
,52
6,7
69

22
3,8
28

25
,75
0,5
97

2 
．
児
童
福
祉
費

17
,70
1,0
45

33
0,8
00

18
,03
1,8
45

4．
衛

生
費

11
,29
5,6
82

△
 7
3,0
81

11
,22
2,6
01

1 
．
保
健
衛
生
費

1,9
31
,96
6

5,0
00

1,9
36
,96
6

2 
．
保

健
所

費
1,8
76
,87
6

14
,80
0

1,8
91
,67
6

3 
．
清

掃
費

6,7
90
,94
3

△
 9
2,8
81

6,6
98
,06
2

6．
農
林
水
産
業
費

53
6,6
21

△
 3
3,7
35

50
2,8
86

1 
．
農

林
費

53
6,6
21

△
 3
3,7
35

50
2,8
86

7．
商

工
費

1,5
81
,48
7

△
 1
81
,00
0

1,4
00
,48
7

1 
．
商

工
費

1,5
81
,48
7

△
 1
81
,00
0

1,4
00
,48
7

8．
観

光
費

1,0
14
,49
0

△
 1
0,0
00

1,0
04
,49
0

1 
．
観

光
費

1,0
14
,49
0

△
 1
0,0
00

1,0
04
,49
0

9．
土

木
費

9,8
27
,55
5

△
 1
,13
8,0
00

8,6
89
,55
5

2 
．
道
路
橋
梁
費

2,8
10
,08
4

△
 1
68
,30
0

2,6
41
,78
4

3 
．
河

川
費

29
0,0
64

△
 1
0,0
00

28
0,0
64

4 
．
都
市
計
画
費

4,0
93
,98
7

△
 9
59
,70
0

3,1
34
,28
7

第
２
表
　
継
続
費
補
正

　
１
．
変
更
分

第
3
表
　
繰
越
明
許
費

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

11
．
教

育
費

千
円

11
,17
5,9
10

千
円

24
3,9
24

千
円

11
,41
9,8
34

2 
．
小

学
校

費
1,9
83
,23
2

10
1,3
47

2,0
84
,57
9

3 
．
中

学
校

費
70
0,6
74

46
,00
0

74
6,6
74

6 
．
社
会
教
育
費

1,3
49
,18
2

96
,57
7

1,4
45
,75
9

13
．
公

債
費

17
,85
2,8
03

△
 2
00
,00
0

17
,65
2,8
03

1 
．
公

債
費

17
,85
2,8
03

△
 2
00
,00
0

17
,65
2,8
03

歳
出

合
計

12
9,9
65
,74
2

△
 9
22
,83
4

12
9,0
42
,90
8

款
項

事
　
　
　
業
　
　
　
名

金
　
　
額

2．
総

務
費

千
円

18
5,0
49

1 
．
総
務
管
理
費
地
域
防
犯
活
動
推
進
経
費

14
,00
0

庁
舎
等
施
設
整
備
事
業

11
6,9
30

2 
．
企

画
費
定

住
促

進
経

費
24
,00
0

交
通

環
境

整
備

経
費

2,5
00

4 
．
戸

籍
住

民
基
本
台
帳
費
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
経
費

27
,61
9

款
項

事
業
名

補
　
　
正
　
　
前

補
　
　
正
　
　
後

総
　
　
額

年
度

年
　
割
　
額

総
　
　
額

年
度

年
　
割
　
額

衛
生
費

清
掃
費

南
部
土
地
改
良

清
美
事
業

第
２
工
区

（
東
谷
地
区
）

整
備
事
業

千
円

1,4
66
,76
7

平
成 27 年
度

千
円

61
4,1
39

千
円

1,4
18
,00
0

平
成 27 年
度

千
円

61
4,1
39

平
成
　

28
　

年
度

79
1,7
91

平
成
　

28
　

年
度

85
2,6
28

平
成
　

29 年
度

12
,07
0
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款
項

事
　
　
　
業
　
　
　
名

金
　
　
額

3．
民

生
費

千
円

91
8,2
14

2 
．
児
童
福
祉
費
児
童
福
祉
施
設
整
備
事
業

39
0,2
14

認
定
こ
ど
も
園
施
設
整
備
事
業

52
8,0
00

4．
衛

生
費

18
9,6
00

1 
．
保
健
衛
生
費
保
健
衛
生
施
設
整
備
事
業

81
,80
0

3 
．
清

掃
費
清

掃
施

設
整

備
事

業
10
7,8
00

6．
農
林
水
産
業
費

42
,96
9

1 
．
農

林
費
土

地
基

盤
整

備
事

業
42
,96
9

8．
観

光
費

28
,00
0

1 
．
観

光
費
観

光
施

設
整

備
事

業
28
,00
0

9．
土

木
費

1,0
24
,20
0

2 
．
道
路
橋
梁
費
道

路
管

理
経

費
2,0
00

道
路
橋
梁
新
設
改
良
事
業

46
0,0
00

3 
．
河

川
費
河

川
維

持
補

修
経

費
6,0
00

河
川

堤
防

改
修

事
業

10
,00
0

4 
．
都
市
計
画
費
都

市
景

観
形

成
地

区
保

存
整

備
事

業
経

費
15
,00
0

歴
史
的
風
致
形
成
建
造

物
保
存
整
備
事
業
経
費

9,7
00

街
路

事
業

30
1,2
00

公
園

事
業

22
0,3
00

10
．
消

防
費

19
,70
0

1 
．
消

防
費
消

防
施

設
整

備
事

業
19
,70
0

11
．
教

育
費

49
0,7
77

2 
．
小

学
校

費
小
学
校
施
設
整
備
事
業

32
1,0
00

3 
．
中

学
校

費
中
学
校
施
設
整
備
事
業

70
,00
0

6 
．
社
会
教
育
費
放
課
後
子
ど
も
教
室
推
進
事
業
経
費

96
,57
7

指
定
文
化
財
補
助
経
費

3,2
00

12
．
災
害
復
旧
費

5,7
28

2 
．
土

木
施

設
災
害
復
旧
費
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業

5,7
28

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

2,9
04
,23
7

第
4
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正

　
１
．
変
更
分

第
5
表
　
地
方
債
補
正

　
１
．
追
加
分

　
２
．
変
更
分

事
　
　
　
　
　
項

補
　
　
正
　
　
前

補
　
　
正
　
　
後

期
　
　
間

限
　
度
　
額

期
　
　
間

限
　
度
　
額

明
治

小
学

校
校

舎
改

築
事

業
平
成
28
年
度
か
ら

平
成
29
年
度
ま
で

千
円

27
1,0
00

平
成
28
年
度
か
ら

平
成
29
年
度
ま
で

千
円

43
4,6
53

起
　
債
　
の
　
目
　
的

限
 度
 額

起
債
の
方
法

利
　
　
率

償
 還
 の
 方
 法

減
　
収
　
補
　
塡

千
円

24
7,3
00
 
普
通
貸
借

又
は

債
券
発
行

５
．
０
％
以
内

（
利
率
見
直
し
方

式
に
よ
り
当
該
利

率
の
見
直
し
を
行

っ
た
後
に
お
い
て

は
、
見
直
し
後
の

利
率
と
す
る
。）

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
そ
の

融
資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の

他
の
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
者

と
の
協
定
に
よ
る
。
た
だ
し
、
市

財
政
の
都
合
に
よ
り
据
置
期
間

を
短
縮
し
、
も
し
く
は
繰
上
償
還

又
は
低
利
に
借
換
え
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

計
24
7,3
00

起
　
債
　
の
　
目
　
的

限
　
　
　
　
　
度
　
　
　
　
　
額

補
　
　
正
　
　
前

補
　
　
正
　
　
後

庁
舎
等
施
設
整
備
事
業

千
円

18
8,5
00

千
円

26
4,6
00

福
祉

施
設

整
備

事
業

24
4,7
00

70
6,8
00

清
掃

施
設

整
備

事
業

82
2,1
00

78
1,6
00

道
路

事
業

1,4
56
,60
0

1,3
49
,40
0

河
川

事
業

15
4,0
00

14
6,5
00

都
市

計
画

事
業

91
0,4
00

59
1,8
00

義
務
教
育
施
設
整
備
事
業

95
1,1
00

1,0
01
,00
0

幼
稚
園
施
設
整
備
事
業

29
9,5
00

19
9,5
00

計
13
,01
3,5
00

13
,02
7,8
00
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平
成
２
８
年
度
奈
良
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
　
　

　
平
成
２
８
年
度
奈
良
市
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
 １
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
７
３
，
１
７
３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
３
，
９
９
５
，
２
５
３
千
円
と
す
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

３
．
国
庫
支
出
金

千
円

8,9
50
,04
8

千
円

33
,36
1

千
円

8,9
83
,40
9

1 
．
国
庫
負
担
金

6,7
57
,89
0

33
,36
1

6,7
91
,25
1

6．
県

支
出

金
1,9
45
,07
5

33
,36
1

1,9
78
,43
6

1 
．
県

負
担

金
26
3,3
51

33
,36
1

29
6,7
12

7．
共
同
事
業
交
付
金

9,0
68
,00
0

10
6,4
51

9,1
74
,45
1

1 
．
共
同
事
業
交
付
金

9,0
68
,00
0

10
6,4
51

9,1
74
,45
1

歳
入

合
計

43
,82
2,0
80

17
3,1
73

43
,99
5,2
53

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

7．
共
同
事
業
拠
出
金

千
円

9,0
68
,03
0

千
円

17
3,1
73

千
円

9,2
41
,20
3

1 
．
共
同
事
業
拠
出
金

9,0
68
,03
0

17
3,1
73

9,2
41
,20
3

歳
出

合
計

43
,82
2,0
80

17
3,1
73

43
,99
5,2
53
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平
成
２
８
年
度
奈
良
市
土
地
区
画
整
理
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
　
　
　
　

　
平
成
２
８
年
度
奈
良
市
の
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
 １
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
８
，
０
０
０
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
４
０
０
，
５
０
０
千
円
と
す
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
）

第
 ２
条
　
地
方
自
治
法
第
２
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
費

は
、
「
第
２
表
　
繰
越
明
許
費
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
３
条
　
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
３
表
　
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
歳
　
入

　
歳
　
出

第
２
表
　
繰
越
明
許
費

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

5 
．
市

債
千
円

36
4,1
00

千
円

△
 1
8,0
00

千
円

34
6,1
00

1 
．
市

債
36
4,1
00

△
 1
8,0
00

34
6,1
00

歳
入

合
計

1,4
18
,50
0

△
 1
8,0
00

1,4
00
,50
0

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

1 
．
西
大
寺
駅
南

地
区
土
地
区
画

整
理
事
業
費

千
円

37
2,0
00

千
円

△
 1
8,0
00

千
円

35
4,0
00

1 
．
西
大
寺
駅
南

地
区
土
地
区
画

整
理
事
業
費

37
2,0
00

△
 1
8,0
00

35
4,0
00

歳
出

合
計

1,4
18
,50
0

△
 1
8,0
00

1,4
00
,50
0

款
項

事
　
　
　
業
　
　
　
名

金
　
　
額

1．
西
大
寺
駅
南

地
区
土
地
区
画

整
理
事
業
費

千
円

11
7,0
00

1 
．
西
大
寺
駅
南

地
区
土
地
区
画

整
理
事
業
費

西
大

寺
駅

南
地

区
土

地
区

画
整

理
事

業
11
7,0
00

2．
Ｊ
Ｒ
奈
良
駅
南

地
区
土
地
区
画

整
理
事
業
費

10
7,0
00

1 
．
Ｊ
Ｒ
奈
良
駅
南

地
区
土
地
区
画

整
理
事
業
費

Ｊ
Ｒ

奈
良

駅
南

地
区

土
地

区
画

整
理

事
業

10
7,0
00

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

22
4,0
00
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第
３
表
　
地
方
債
補
正

　
１
．
変
更
分 起
　
債
　
の
　
目
　
的

限
　
　
　
　
　
度
　
　
　
　
　
額

補
　
　
正
　
　
前

補
　
　
正
　
　
後

西
大

寺
駅

南
地

区
土

地
区

画
整

理
事

業
千
円

19
6,8
00

千
円

17
8,8
00

計
36
4,1
00

34
6,1
00

平
成
２
８
年
度
奈
良
市
駐
車
場
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
　

　
平
成
２
８
年
度
奈
良
市
の
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
歳
入
予
算
の
補
正
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
補
正
す
る
こ
と
な
く
、
歳
入
予
算
の
款
・
項
の
み
を
補
正
す
る
。

２
 　
歳
入
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
予
算
の
金

額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
予
算
補
正
」
に
よ
る
。
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第
１
表
　
歳
入
予
算
補
正

　
歳
　
入

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

1 
．
使
用
料
及
び

手
数

料
千
円

10
0,2
75

千
円

△
 5
,00
0

千
円

95
,27
5

1 
．
使

用
料

10
0,2
75

△
 5
,00
0

95
,27
5

2 
．
繰

入
金

18
6,9
14

5,0
00

19
1,9
14

1 
．
一
般
会
計
繰
入
金

18
6,9
14

5,0
00

19
1,9
14

歳
入

合
計

28
7,5
00

－
28
7,5
00

平
成
２
８
年
度
奈
良
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　
平
成
２
８
年
度
奈
良
市
の
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
歳
入
予
算
の
補
正
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
補
正
す
る
こ
と
な
く
、
歳
入
予
算
の
款
・
項
の
み
を
補
正
す
る
。

２
 　
歳
入
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
予
算
の
金

額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
予
算
補
正
」
に
よ
る
。
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第
１
表
　
歳
入
予
算
補
正

　
歳
　
入

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

2 
．
国
庫
支
出
金

千
円

6,0
89
,38
7

千
円

△
 1
80
,00
0

千
円

5,9
09
,38
7

2 
．
国
庫
補
助
金

1,1
35
,30
5

△
 1
80
,00
0

95
5,3
05

6 
．
繰

入
金

4,2
17
,94
3

18
0,0
00

4,3
97
,94
3

2 
．
基
金
繰
入
金

65
,68
5

18
0,0
00

24
5,6
85

歳
入

合
計

28
,22
5,9
53

－
28
,22
5,9
53

平
成
２
８
年
度
奈
良
市
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）
　
　
　
　
　
　

（
総
則
）

第
 １
条
　
平
成
２
８
年
度
奈
良
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
継
続
費
）

第
 ２
条
　
平
成
２
８
年
度
奈
良
市
水
道
事
業
会
計
予
算
第
５
条
に
定
め
た
継
続
費
の
年
割
額
を
次
の
と
お

り
改
め
る
。

款
項

事
業
名

補
　
　
　
正
　
　
　
前

補
　
　
　
正
　
　
　
後

総
　
　
額

年
度

年
 割
 額

総
　
　
額

年
度

年
 割
 額

資
本
的

支
　
出

施
　
設

整
　
備

事
業
費

口
径
 9
00

粍
送
水
管

布
設
工
事

千
円

36
6,6
61

28
千
円

23
2,5
68

千
円

36
6,6
61

28
千
円

23
2,5
68

29
13
4,0
93

29
13
4,0
93

施
設
費

緑
ヶ
丘

浄
水
場

急
速
ろ
過

池
設
備

改
良
工
事

1,1
17
,80
0

26
22
,68
0

1,1
17
,80
0

26
22
,68
0

27
25
2,7
20

27
25
2,7
20

28
34
3,4
40

28
24
4,3
61

29
49
8,9
60

29
59
8,0
39



（平成29年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第169号
平成29年奈良市議会３月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成29年３月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成29年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計予算
２ 平成29年度奈良市国民健康保険特別会計予算
３ 平成29年度奈良市土地区画整理事業特別会計予算

４ 平成29年度奈良市市街地再開発事業特別会計予算
５ 平成29年度奈良市公共用地取得事業特別会計予算
６ 平成29年度奈良市駐車場事業特別会計予算
７ 平成29年度奈良市介護保険特別会計予算
８ 平成29年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会
計予算
９ 平成29年度奈良市針テラス事業特別会計予算
10 平成29年度奈良市後期高齢者医療特別会計予算
11 平成29年度奈良市病院事業会計予算
12 平成29年度奈良市水道事業会計予算
13 平成29年度奈良市下水道事業会計予算
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平
成
２
９
年
度
奈
良
市
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付
金
特
別
会
計
予
算
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
５
，
３
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。
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第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
諸

収
入

千
円

15
,30
0

１
．
雑

入
15
,30
0

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

15
,30
0

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付

事
業

費
千
円

6,5
40

１
．
総

務
管

理
費

6,5
40

２
．
公

債
費

8,7
60

１
．
公

債
費

8,7
60

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

15
,30
0

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
予
算
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
４
，
５
０
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
 ２
条
　
地
方
自
治
法
第
２
１
４
条
の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、

期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。

（
一
時
借
入
金
）

第
 ３
条
　
地
方
自
治
法
第
２
３
５
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
借
入
金
の
借
入
れ
の
最
高
額
は
、

５
，
０
０
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。
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第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
国
民
健
康
保
険
料

千
円

7,
84
8,
62
0

１
．
国
民
健
康
保
険
料

7,
84
8,
62
0

２
．
使
用
料
及
び
手
数
料

12
0

１
．
手

数
料

12
0

３
．
国

庫
支

出
金

8,
91
7,
66
2

１
．
国

庫
負

担
金

6,
49
2,
41
2

２
．
国

庫
補

助
金

2,
42
5,
25
0

４
．
療
養
給
付
費
交
付
金

85
9,
37
2

１
．
療
養
給
付
費
交
付
金

85
9,
37
2

５
．
前
期
高
齢
者
交
付
金

12
,1
40
,0
00

１
．
前
期
高
齢
者
交
付
金

12
,1
40
,0
00

６
．
県

支
出

金
1,
98
4,
28
6

１
．
県

負
担

金
33
2,
34
3

２
．
県

補
助

金
1,
65
1,
94
3

７
．
共
同
事
業
交
付
金

9,
92
8,
00
0

１
．
共
同
事
業
交
付
金

9,
92
8,
00
0

８
．
財

産
収

入
1

１
．
財

産
運

用
収

入
1

９
．
繰

入
金

2,
74
9,
63
8

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

2,
74
9,
63
8

10
．
諸

収
入

72
,3
01

１
．
延
滞
金
及
び
過
料

10
1

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

２
．
雑

入
千
円

67
,40
0

３
．
療
養
費
等
指
定
公
費
返
還
金

4,8
00

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

44
,50
0,0
00

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
総

務
費

千
円

37
0,6
99

１
．
総

務
管

理
費

29
4,3
92

２
．
賦

課
徴

収
費

75
,60
1

３
．
運

営
協

議
会

費
70
6

２
．
保

険
給

付
費

27
,33
2,7
69

１
．
給

付
諸

費
27
,33
2,7
69

３
．
老
人
保
健
拠
出
金

1,3
00

１
．
老
人
保
健
拠
出
金

1,3
00

４
．
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

4,7
10
,40
0

１
．
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

4,7
10
,40
0

５
．
前
期
高
齢
者
納
付
金
等

17
,40
0

１
．
前
期
高
齢
者
納
付
金
等

17
,40
0

６
．
介

護
納

付
金

1,7
60
,00
0

１
．
介

護
納

付
金

1,7
60
,00
0

７
．
共
同
事
業
拠
出
金

9,9
28
,03
0

１
．
共
同
事
業
拠
出
金

9,9
28
,03
0
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第
２
表
　
債
務
負
担
行
為

　
１
．
新
規
分

款
項

金
　
　
　
　
　
額

８
．
保

健
事

業
費

千
円

31
8,1
01

１
．
特
定
健
康
診
査
等
事
業
費

27
4,9
38

２
．
保

健
事

業
費

43
,16
3

９
．
基

金
積

立
金

1

１
．
基

金
積

立
金

1

10
．
公

債
費

15
,00
0

１
．
公

債
費

15
,00
0

11
．
諸

支
出

金
45
,80
0

１
．
還
付
及
び
還
付
加
算
金

41
,00
0

２
．
療
養
費
等
指
定
公
費
立
替
金

4,8
00

12
．
予

備
費

50
0

１
．
予

備
費

50
0

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

44
,50
0,0
00

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

期
　
　
　
間

限
　
　
度
　
　
額

国
民
健
康
保
険
証
印
刷
等
経
費

平
成
２
９
年
度
か
ら

平
成
３
０
年
度
ま
で

千
円

6,0
00

国
民
健
康
保
険
料
通
知
書
印
刷
等
経
費

平
成
２
９
年
度
か
ら

平
成
３
０
年
度
ま
で

5,0
00

特
定
健
康
診
査
受
診
券
印
刷
等
経
費

平
成
２
９
年
度
か
ら

平
成
３
０
年
度
ま
で

1,6
00

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
土
地
区
画

整
理
事
業
特
別
会
計
予
算
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，
２
３
６
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

（
地
方
債
）

第
 ２
条
　
地
方
自
治
法
第
２
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目

的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
２
表
　
地
方
債
」
に
よ
る
。
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
国

庫
支

出
金

千
円

1,1
42
,31
5

１
．
国

庫
交

付
金

1,1
42
,31
5

２
．
繰

入
金

81
3,3
26

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

81
3,3
26

３
．
諸

収
入

85
9

１
．
雑

入
85
9

４
．
市

債
1,2
79
,50
0

１
．
市

債
1,2
79
,50
0

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

3,2
36
,00
0

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
西
大
寺
駅
南
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業
費

千
円

1,9
26
,55
0

１
．
西
大
寺
駅
南
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業
費

1,9
26
,55
0

２
．
Ｊ
Ｒ
奈
良
駅
南
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業
費

63
5,8
50

１
．
Ｊ
Ｒ
奈
良
駅
南
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業
費

63
5,8
50

３
．
公

債
費

67
3,6
00

１
．
公

債
費

67
3,6
00

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

3,2
36
,00
0

第
２
表
　
地
方
債

起
　
債
　
の
　
目
　
的

限
　
度
　
額

起
債
の
方
法

利
　
率

償
　
還
　
の
　
方
　
法

西
大
寺
駅
南
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業

千
円

89
5,6
00

普
通
貸
借

又
は

債
券
発
行

5.
0％
以
内
（
利

率
見
直
し
方
式

に
よ
り
当
該
利

率
の
見
直
し
を

行
っ
た
後
に
お

い
て
は
、
見
直

し
後
の
利
率
と

す
る
。）

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
そ

の
融
資
条
件
に
よ
り
、
銀

行
そ
の
他
の
場
合
に
は
、

そ
の
債
権
者
と
の
協
定
に

よ
る
。
た
だ
し
、
市
財
政

の
都
合
に
よ
り
据
置
期
間

を
短
縮
し
、
も
し
く
は
繰

上
償
還
又
は
低
利
に
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｊ
Ｒ
奈
良
駅
南
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業

38
3,9
00

〃
〃

〃

計
1,2
79
,50
0
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
市
街
地
再
開
発

事
業
特
別
会
計
予
算
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
市
街
地
再
開
発
事
業
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
８
９
，
４
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
繰

入
金

千
円

18
9,4
00

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

18
9,4
00

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

18
9,4
00

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
公

債
費

千
円

18
9,4
00

１
．
公

債
費

18
9,4
00

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

18
9,4
00
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
公
共
用
地

取
得
事
業
特
別
会
計
予
算
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
公
共
用
地
取
得
事
業
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
９
８
，
１
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
繰

入
金

千
円

19
8,1
00

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

19
8,1
00

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

19
8,1
00

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
公

債
費

千
円

19
8,1
00

１
．
公

債
費

19
8,1
00

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

19
8,1
00
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
駐
車
場
事
業

特
別
会
計
予
算
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
９
９
，
８
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
使
用
料
及
び
手
数
料

千
円

10
0,2
75

１
．
使

用
料

10
0,2
75

２
．
繰

入
金

99
,21
4

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

99
,21
4

３
．
諸

収
入

31
1

１
．
雑

入
31
1

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

19
9,8
00

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
駐

車
場

事
業

費
千
円

11
9,7
00

１
．
駐

車
場

費
11
9,7
00

２
．
公

債
費

80
,10
0

１
．
公

債
費

80
,10
0

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

19
9,8
00
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
介
護
保
険

特
別
会
計
予
算
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
介
護
保
険
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
９
，
３
８
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
 ２
条
　
地
方
自
治
法
第
２
１
４
条
の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、

期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
保

険
料

千
円

6,4
26
,51
8

１
．
介

護
保

険
料

6,4
26
,51
8

２
．
国

庫
支

出
金

6,3
92
,71
8

１
．
国

庫
負

担
金

4,9
34
,69
9

２
．
国

庫
補

助
金

1,4
58
,01
9

３
．
支
払
基
金
交
付
金

7,9
33
,38
5

１
．
支
払
基
金
交
付
金

7,9
33
,38
5

４
．
県

支
出

金
4,0
66
,62
4

１
．
県

負
担

金
3,8
28
,27
6

２
．
県

補
助

金
23
8,3
48

５
．
財

産
収

入
8,2
77

１
．
財

産
運

用
収

入
8,2
77

６
．
繰

入
金

4,5
46
,86
8

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

4,3
44
,10
9

２
．
基

金
繰

入
金

20
2,7
59

７
．
諸

収
入

5,6
10

１
．
雑

入
5,6
10

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

29
,38
0,0
00



―110―

平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

　
歳
　
出

第
２
表
　
債
務
負
担
行
為

　
１
．
新
規
分

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
総

務
費

千
円

68
1,3
83

１
．
総

務
管

理
費

31
4,0
06

２
．
賦

課
徴

収
費

23
,95
6

３
．
介
護
認
定
審
査
会
費

34
3,4
21

２
．
保

険
給

付
費

26
,96
3,0
00

１
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

26
,96
3,0
00

３
．
地
域
支
援
事
業
費

1,7
14
,34
0

１
．
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
費

1,3
70
,53
4

２
．
包
括
的
支
援
事
業

・
任

意
事

業
費

34
3,8
06

４
．
基

金
積

立
金

8,2
77

１
．
基

金
積

立
金

8,2
77

５
．
諸

支
出

金
13
,00
0

１
．
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

13
,00
0

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

29
,38
0,0
00

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

期
　
　
　
間

限
　
　
度
　
　
額

若
草
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ほ
か
１
０
事
業
所

に
よ
る
特
定
高
齢
者
把
握
業
務
委
託

平
成
２
９
年
度
か
ら

平
成
３
４
年
度
ま
で

千
円

26
4,1
30

若
草
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ほ
か
１
０
事
業
所

に
よ
る
包
括
的
支
援
業
務
委
託

平
成
２
９
年
度
か
ら

平
成
３
４
年
度
ま
で

1,0
97
,07
0

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
母
子
父
子
寡
婦

福
祉
資
金
貸
付
金
特
別
会
計
予
算
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
１
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
繰

入
金

千
円

65
2

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

65
2

２
．
繰

越
金

5,1
14

１
．
繰

越
金

5,1
14

３
．
諸

収
入

25
,23
4

１
．
貸
付
金
元
利
収
入

25
,03
4

２
．
雑

入
20
0

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

31
,00
0

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
母

子
父

子
寡

婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
費

千
円

31
,00
0

１
．
総

務
管

理
費

98
1

２
．
貸

付
金

30
,01
9

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

31
,00
0

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
針
テ
ラ
ス

事
業
特
別
会
計
予
算
　
　
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
針
テ
ラ
ス
事
業
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
０
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。
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（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
使
用
料
及
び
手
数
料

千
円

90
,00
0

１
．
使

用
料

90
,00
0

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

90
,00
0

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
針
テ
ラ
ス
事
業
費

千
円

1,4
30

１
．
針
テ
ラ
ス
事
業
費

1,4
30

２
．
公

債
費

88
,57
0

１
．
公

債
費

88
,57
0

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

90
,00
0

平
成
２
９
年
度
奈
良
市
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
予
算
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
２
９
年
度
奈
良
市
の
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
，
６
８
１
，
０
０
０
千
円
と
定
め
る
。

２
 　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
 ２
条
　
地
方
自
治
法
第
２
１
４
条
の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、

期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。
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第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

千
円

4,5
56
,24
2

１
．
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

4,5
56
,24
2

２
．
繰

入
金

93
2,0
56

１
．
一
般
会
計
繰
入
金

93
2,0
56

３
．
繰

越
金

25
,00
0

１
．
繰

越
金

25
,00
0

４
．
諸

収
入

16
7,7
02

１
．
延
滞
金
・
加
算
金
及
び
過
料

30
0

２
．
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金

8,9
94

３
．
雑

入
15
8,4
08

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

5,6
81
,00
0

款
項

金
　
　
　
　
　
額

１
．
総

務
費

千
円

58
,24
5

１
．
総

務
管

理
費

44
,62
9

２
．
徴

収
費

13
,61
6

２
．
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
納
付
金

5,4
64
,34
7

１
．
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
納
付
金

5,4
64
,34
7

３
．
保

健
事

業
費

15
8,4
08

１
．
健
康
保
持
増
進
事
業
費

15
8,4
08

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

5,6
81
,00
0

第
２
表
　
債
務
負
担
行
為

　
１
．
新
規
分

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

期
　
　
　
間

限
　
　
度
　
　
額

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
通
知
書
印
刷
等
経
費

平
成
２
９
年
度
か
ら

平
成
３
０
年
度
ま
で

千
円

3,0
00

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
受
診
券
印
刷
等
経
費

平
成
２
９
年
度
か
ら

平
成
３
０
年
度
ま
で

1,2
00
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（平成29年３月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第170号
奈良市配食サービス事業実施要綱の一部を改正する告示
を次のように定める。
平成29年３月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市配食サービス事業実施要綱の一部を改正する
告示

奈良市配食サービス事業実施要綱（平成６年奈良市告示
第97号）の一部を次のように改正する。
第１条中「及び重度の身体障害者」及び「及び身体障害
者」を削る。
第３条を次のように改める。
（対象者）
第３条 配食サービスを利用することができる者（以下「
対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する
者とする。
⑴ 本市に住所を有する在宅の65歳以上の者（65歳未満
の者であって、市長が特に必要と認めるものを含む。）

で、単身世帯又は高齢者のみの世帯（同居者が虚弱等
の理由により食事の調理をすることができないものに
限る。）若しくはこれに準ずる世帯に属すること。

⑵ 老衰、心身の障害、疾病等の理由により食事の調理
が困難なこと。
⑶ ケアプラン又は介護予防プラン（以下「ケアプラン
等」という。）において、配食サービスの利用が必要
であるとされていること。
第４条第２項中「高齢対象者」を「対象者」に改め、同
条第３項を削る。
第５条第４項中「高齢対象者」を「対象者」に改める。
第６条第１項中「のうち、高齢対象者（以下「高齢利用
者」という。）」を削る。
第７条第１項「次の」の次に「各号の」を加え、同項第
２号中「前条に定める高齢利用者」を「利用者」に改め、
同項第３号中「第11条」を「第10条第２項」に改める。
第８条を削り、第９条を第８条とし、第10条から第12条
までを１条ずつ繰り上げる。
別記第１号様式中「高齢者のみ又は障がい者のみ」を
「高齢者のみ」に、
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「

を

」
「

に、

」
「※添付書類
（高齢者の場合）ケアプラン（介護保険サービス利用中の場合）又は介護予防プラン を
（障害者の場合）サービス等利用計画等 」
「※添付書類 ケアプラン（介護保険サービス利用中の場合）又は介護予防プラン 」に改める。

障害

身体障害者
手 帳

県第 号（ 年 月 日交付）
種 級

障 害 名

傷 病 の 状 況

傷 病 の 状 況

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第171号
奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を改正
する告示を次のように定める。
平成29年３月24日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部を
改正する告示

奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱（昭和61年奈
良市告示第52号）の一部を次のように改正する。
別表職員給与改善費補助金の項中「15,700円」を「16,

700円」に改め、同表一時預かり事業補助金の項中



別表の付表１民間保育所・認定こども園の項中「4,624,
000」を「4,736,000」に改め、同表小規模保育事業所Ａ型
の項中「3,546,000」を「3,658,000」に改める。

附 則
この告示は、平成29年３月24日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市民間保育所等運営費補助金交付要綱の
規定は、平成28年度予算に係る補助金から適用する。

（平成29年３月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第172号
奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改
正する告示を次のように定める。
平成29年３月24日

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部
を改正する告示

奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（昭和61年
奈良市告示第133号）の一部を次のように改正する。
附則第３項（見出しを含む。）中「平成27年度」を「平
成28年度」に改める。
別記第１号様式及び別記第２号様式を次のように改める。
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「 「

を に改め、同表病児・病後児保育事業費補

」 」
助金の項中「平成27年度」を「平成28年度」に、「平成27年府子本第277号」を「平成28年７月20日府子本第474号」に
改め、同表に次のように加える。

一般型
基本分

１事業当たりの年額
付表３に定める額

加算分
１施設当たり年額

1,000,000円
（ただし、一時預
かり事業の事業
期間が６箇月未
満の場合は
500,000円）

幼稚園型（在籍児童１人当た
り日額）
基本分
⑴ 年間延べ利用児童数
2,000人超の施設 400
円

⑵ 年間延べ利用児童数
2,000人以下の施設
（1,600,000円÷年間
延べ利用児童数）－400
円（10円未満切捨て）

休日分 800円
長時間加算 100円

一般型
基本分

１事業当たりの年額
付表３に定める額

加算分
１施設当たり年額

1,000,000円
（ただし、一時預
かり事業の事業
期間が６箇月未
満の場合は
500,000円）

幼稚園型（児童１人当たり日
額）
在籍園児分
基本分
⑴ 年間延べ利用児童数
2,000人超の施設 400
円

⑵ 年間延べ利用児童数
2,000人以下の施設
（1,600,000円÷年間
延べ利用児童数）－400
円（10円未満切捨て）

休日分 800円
長時間加算 100円

在籍園児以外の児童分
基本分 800円
長時間加算 100円

保育所等
における
業務効率
化推進事
業補助金

保育所等における
業務効率化推進事業
実施要綱（平成28年
２月３日雇児発0203
第３号厚生労働省雇
用均等・児童家庭局
長通知）に基づく保
育業務支援システム
導入を実施している
こと。

保育業務支援シ
ステム導入に必要
な経費

１箇所当たり1,000,000円
以内の額



別記
第１号様式（第３条関係）
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第２号様式（第３条関係）
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附 則
この告示は、平成29年３月24日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

（平成29年３月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第173号
奈良市ならやま屋内温水プールの指定管理者を指定した
ので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等
に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項
の規定により次のとおり告示します。
平成29年３月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市左京五丁目３番地の１
奈良市ならやま屋内温水プール

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市杏町79番地の４
社会福祉法人奈良市社会福祉協議会
会長 福井 重忠

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成34年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 体育施設の使用承認及び使用制限に関すること。
⑵ 施設及び設備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

（平成29年３月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第174号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年３月24日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第175号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。

平成29年３月28日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 処分の根拠
告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成29年３月28日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成28年9月２日、同月５日、同月８日、同月11日、
同月13日、同月15日、同月20日及び同月27日

（平成29年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第176号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成29年１月13日 奈良市指令整開 第16Ａ－38号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年３月28日 第1568号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市横井五丁目497番１、497番４、497番５及び497
番６
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都千代田区二番町８番地８
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
代表取締役 古屋 一樹

（平成29年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第177号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定により指定した道路（平成26年８月20日 第Ｈ
2603号）を次のとおり変更の指定をしたので建築基準法施
行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定により公
告します。
平成29年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成29年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第178号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成29年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成29年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第179号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項にお
いて準用する同法第62条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）道路事業３・５・102
号二条線及び３・４・112号油阪佐保山線の事業計画の変
更の認可に係る図書の写しの送付がありましたので、同法
第63条第２項において準用する同法第62条第２項の規定に
より次の場所で公衆の縦覧に供します。
平成29年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市建設部街路課（平成29年３月31日まで）
奈良市建設部道路建設課（平成29年４月１日から）

（平成29年３月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第180号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項にお
いて準用する同法第62条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）道路事業３・３・４号
大和中央道及び３・４・105号平城学園前線の事業計画の
変更の認可に係る図書の写しの送付がありましたので、同
法第63条第２項において準用する同法第62条第２項の規定
により次の場所で公衆の縦覧に供します。
平成29年３月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市建設部街路課（平成29年３月31日まで）
奈良市建設部道路建設課（平成29年４月１日から）

（平成29年３月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第181号
平成29年奈良市議会３月臨時会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成29年度奈良市一般会計予算
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申請者住所 大和郡山市車町３番地１

申請者氏名 株式会社 さやか
代表取締役 内海 武正

道路の位置 奈良市六条一丁目703番５及び711番14の
各一部

変 更 し た
道路の幅員 最大6.20ｍ 最小6.02ｍ

変 更 し た
道路の延長 36.25ｍ

指定年月日 平成29年３月28日

指 定 番 号 第Ｈ2821号

申請者住所 奈良市古市町大塚1328番地

申請者氏名 中西建設株式会社
代表取締役 中西 琢也

道路の位置 奈良市古市町1383番６の一部

道路の幅員 最大4.20ｍ 最小4.20ｍ

道路の延長 19.17ｍ

指定年月日 平成29年３月28日

指 定 番 号 第Ｈ2712号
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（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第182号
農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条
第１項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたので、
同法第19条の規定に基づき公告し、当該農用地利用集積計
画を次のとおり縦覧します。
平成29年３月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 農用地利用集積計画の縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部農林課内

（平成29年３月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第183号
奈良市総合福祉センターの指定管理者を指定したので、
奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す
る条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項の規定
により次のとおり告示します。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市左京五丁目３番地の１
奈良市総合福祉センター

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良杏町79番地の４

社会福祉法人奈良市社会福祉協議会
会長 福井 重忠

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成34年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市総合福祉センター条例第５条（第３号及び第
４号を除く。）、第９条、第14条及び第16条に掲げる事
業の実施に関すること。
⑵ 奈良市総合福祉センター（みどりの家歯科診療所及
びみどりの家はり・きゅう治療所を除く。）の利用承
認及び利用制限に関すること。
⑶ 奈良市総合福祉センターの施設及び附属設備の維持
管理に関すること。
⑷ その他市長が定めること。

（平成29年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第184号
奈良市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱を次のよう
に定める。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

（目的）
第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条
第６項に規定する認定こども園の設置を促進するととも

―128―

平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報



に、安心して子どもを産み育てることができる保育環境
の整備のほか、本市の幼児教育の振興に資することを目
的として、予算の範囲内で私立幼稚園施設整備費補助金
（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その
交付に関しては、奈良市補助金等交付規則（昭和59年奈
良市規則第23号。以下「規則」という。）に定めるもの
のほか、この要綱の定めるところによる。
（補助事業等）
第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事
業」という。）及びその要件は、学校教育法（昭和22年
法律第26号）第４条第１項第３号の規定により市内に設
置された私立幼稚園の施設整備に係る事業のうち、別表
に定めるものとする。
２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経
費」という。）、補助率及び算定基準は、別表に定めると
おりとする。
３ 補助金の額の決定に当たって、算出した額に1,000円
未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす
る。
（交付の申請）
第３条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条
の規定に基づき、補助金等交付申請書に次に掲げる書類
を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 申請額内訳表（別記第１号様式）
⑵ 事業計画書（別記第２号様式）
⑶ 補助事業に係る収支予算書
⑷ 前年度決算書
⑸ 基本設計書又は実施設計書
⑹ 補助事業に関する国庫交付金の交付決定通知書又は
内示通知書の写し

⑺ その他市長が必要と認める書類

（状況報告）
第４条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業
者」という。）は、規則第12条の規定に基づき、工事に
着手したときは工事着工報告書（別記第３号様式）によ
り工事に着手した日から10日以内に、工事進捗状況につ
いては工事進捗状況報告書（別記第４号様式）により毎
年12月末日現在の状況を翌年の１月15日までに、次に掲
げる書類を添えて市長に提出するものとする。
（実績報告）
第５条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則
第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書
類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 精算額内訳表（別記第５号様式）
⑵ 事業実績報告書（別記第６号様式）
⑶ 工事契約金額報告書（別記第７号様式）
⑷ 補助事業に係る収支決算（見込）書
⑸ その他市長が必要と認める書類
（指示及び検査）
第６条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必
要な指示をし、又は帳簿、書類等の検査を行うことがで
きる。
（関係書類の整理保管）
第７条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明
らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠
書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了
の翌年度から５年間保管しなければならない。
（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そ
の都度市長が定める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
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別表（第２条関係）

補助事業 補助事業の要件 補助対象経費、補助率及び算定基準

認定こども園
整備事業

認定こども園施設整備交付金実施要領（平成27年５月21日
文部科学省初等中等教育局長裁定）に基づき、幼保連携型認
定こども園又は幼稚園型認定こども園の幼稚園部分等の新設、
修理、改造を実施すること。

認定こども園施設整備交付金交付
要綱（平成27年５月21日文部科学大
臣裁定）及び認定こども園施設整備
交付金実施要領に定めるとおり。

防犯対策整備
事業

認定こども園施設整備交付金実施要領に基づき、幼稚園型
認定こども園における防犯対策を強化するための整備を実施
すること。

認定こども園施設整備交付金交付
要綱及び認定こども園施設整備交付
金実施要領に定めるとおり。

保育所等施設
整備事業

保育所等整備交付金交付要綱（補助金等に係る予算の執行
の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第２条
156号に規定する保育所等整備交付金に関し厚生労働大臣が定
めたものをいう。以下同じ。）に基づき、幼保連携型認定こ
ども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分に
関する施設整備を実施すること。

保育所等整備交付金交付要綱に定
めるとおり。

保育所機能部
分施設整備事
業

保育所等整備交付金交付要綱に基づき、幼稚園型認定こど
も園において保育所機能部分に関する施設整備を行うこと。

保育所等整備交付金交付要綱に定
めるとおり。
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第２号様式（第３条関係）
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第６号様式（第５条関係）
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（平成29年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第185号
昭和62年奈良市告示第59号（教育委員会への事務委任）
の一部を次のように改正し、平成29年４月１日から施行す
る。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
第２項中「私立学校に関すること」の次に「（私立幼稚

園の助成に関することを除く。）」を加える。
（平成29年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第186号
奈良市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
事業実施要綱を次のように定める。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格
支援事業実施要綱

（目的）
第１条 ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援し、
自立促進を図るため、予算の範囲内で受講修了時給付金
及び合格時給付金（以下「受講修了時給付金等」とい
う。）を交付するものとし、その交付については、奈良
市補助金等交付規則（昭和59年奈良市規則第23号。以下
「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定
めるところによる。
（給付金の種類）
第２条 交付する給付金の種類は、次に定めるところによ
る。
⑴ 受講修了時給付金 交付対象者が対象講座の受講を
修了した際に交付する給付金をいう。

⑵ 合格時給付金 受講修了時給付金の交付を受けた者
が、受講修了日から起算して２年以内に高卒認定試験
（高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学
省令第１号）第１条に規定する高等学校卒業程度認定
試験をいう。以下同じ。）の全科目に合格した場合に
交付する給付金をいう。
（対象者）
第３条 受講修了時給付金等の交付を受けることができる
者（以下「交付対象者」という。）は、市内に住所を有
するひとり親家庭の親（母子及び父子並びに寡婦福祉法
（昭和39年法律第129号）第６条第１項に規定する配偶
者のない女子及び同条第２項に規定する配偶者のない男
子であって、現に20歳未満の児童を扶養しているものを
いう。以下同じ。）又はひとり親家庭の児童（ひとり親
家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下
同じ。）であって、次の各号のいずれにも該当するもの
とする。ただし、高等学校を卒業した者、高等学校卒業
程度認定試験規則第８条に規定する認定試験合格者（同
令附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規

程（昭和26年文部省令第13号）第８条第１項に規定する
資格検定合格者を含む。）その他既に大学入学資格を取
得している者は、対象としない。
⑴ ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けてい
ること又は児童扶養手当の支給を受けている者と同様
の所得水準にあること。
⑵ 受講修了時給付金等の交付を受けようとする者の就
学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市
場の状況から判断して、高卒認定試験に合格すること
が適職に就くために必要であると認められる者である
こと。
⑶ 過去に受講修了時給付金等の交付を受けていないこ
と。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、
この限りでない。
（対象講座）
第４条 受講修了時給付金等の交付対象となる講座（以下
「対象講座」という。）は、高卒認定試験の合格を目指
す講座（通信制講座を含む。）とし、第８条第１項の規
定により市長の指定を受けた講座とする。ただし、高卒
認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在
籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援
金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）に基づく
高等学校等就学支援金の支給対象となる場合は、本事業
の対象としない。
（交付額）
第５条 受講修了時給付金の額は、対象者が対象講座の受
講のために支払った費用（受講に当たって必ずしも必要
とされない補助教材、補講等に要する費用を除く。以下
「講座受講経費」という。）の20パーセントに相当する
額とする。ただし、その20パーセントに相当する額が
100,000円を超える場合の交付額は100,000円とし、20パ
ーセントに相当する額が4,000円以下の場合は交付しな
いものとする。
２ 合格時給付金の額は講座受講経費の40パーセントに相
当する額とする。ただし、受講修了時給付金及び合格時
給付金の合計が150,000円を超える場合、受講修了時給
付金と合格時給付金の交付額の合計額は150,000円とす
る。
（事前相談の実施）
第６条 市長は、受講修了時給付金等の交付を受けようと
するひとり親家庭の親又は児童に対して、事前相談を実
施するものとする。
２ 市長は、事前相談の際には、ひとり親家庭の親又は児
童の高卒認定試験合格後の展望を聴取するとともに、就
学経験及び職業経験等を的確に把握し、対象講座の受講
の必要性について十分確認するものとする。
（受講講座の指定申請）
第７条 受講修了時給付金等の交付を受けようとする者は、
自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭高
等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定
申請書（別記第１号様式。以下「受講対象講座指定申請
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書」という。）を市長に提出し、あらかじめ対象講座の
指定を申請しなければならない。
２ 受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添え
なければならない。ただし、第１号及び第２号に掲げる
書類については、その事実を公簿等によって確認するこ
とができる場合は、省略することができるものとする。
⑴ ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本
及び世帯全員の住民票の写し

⑵ ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し（
児童扶養手当の受給者である場合に限る。）又は前年
（１月から７月までの間に申請する場合には、前々
年）の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する老人控除
対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及
び数についての市町村長（特別区の区長を含む。）の
証明書（所得税法に規定する控除対象扶養親族（19歳
未満の者に限る。）がある者にあっては、当該控除対
象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び
当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市
町村長の証明書を含む。）

⑶ 受講を希望する講座を主催する事業者名、講座名、
連絡先等が特定できるパンフレット等の資料の写し

（指定申請の審査及び決定）
第８条 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したとき
は、それを審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決
定するものとする。
２ 市長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて有識
者、就労関係の専門家等の意見を聴取し、本人の意向を
踏まえ、受講の緊急性及び必要性を考慮して判定を行う
ものとする。
３ 市長は、第１項の決定を行った場合において、対象講
座の指定を行うときはひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書（別記第２
号様式）により、対象講座の指定を行わないときはひと
り親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対
象講座不指定決定通知書（別記第３号様式）により申請
者に通知するものとする。
４ 市長は、必要に応じて申請者に対し、受講する講座の
変更の助言を行うものとする。
５ 対象講座の指定を受けた者は、当該講座の受講をとり
やめたとき又は受講の中途でやめたときは、その旨を市
長に届け出なければならない。
（受講修了時給付金の交付申請）
第９条 受講修了時給付金の交付を受けようとする者は、
対象講座の受講修了日から起算して30日以内に、規則第
４条第１項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げ
る書類を添えて市長に提出しなければならない。この場
合において、同項各号に掲げる書類は、添えることを要
しない。
⑴ 第７条第２項第１号及び第２号に規定する書類
⑵ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づい

て、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
⑶ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費につい
て発行した領収書
⑷ その他市長が必要と認める書類
（合格時給付金の交付申請）
第10条 合格時給付金の交付を受けようとする者は、合格
証書に記載されている日付から起算して40日以内に、規
則第４条第１項に規定する補助金等交付申請書に、次に
掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。こ
の場合において、同項各号に掲げる書類は、添えること
を要しない。
⑴ 第７条第２項第１号及び第２号に規定する書類
⑵ 文部科学省が発行する合格証書（高等学校卒業程度
認定試験規則第９条第１項に規定するものをいう。）
の写し
⑶ その他市長が必要と認める書類
（補則）
第11条 この要綱に定めるもののほか、受講修了時給付金
等の交付に関して必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
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別記
第１号様式（第７条関係）
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第２号様式（第８条関係）
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第３号様式（第８条関係）
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（平成29年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第187号
奈良市産後ケア事業（すまいるｍａｍａサポート）実施
要綱を次のように定める。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市産後ケア事業（すまいるｍａｍａサポート）
実施要綱

（目的）
第１条 この要綱は、出産後の心身ともに不安定な時期に
あって支援が必要な母子に対し心身のケア及び育児のサ
ポートを行う奈良市産後ケア事業（すまいるｍａｍａサ
ポート）（以下「事業」という。）を実施することにより、
育児不安の解消を図り、もって家庭での円滑な育児の自
立を促し、安心して子育てができる支援体制の確立を図
ることを目的とする。
（実施主体）
第２条 事業は、病院（医療法（昭和23年法律第205号）
第１条の５第１項に規定するものをいう。）、診療所（同
条第２項に規定するものをいう。）又は助産所（同法第
２条第１項に規定するものをいう。）で、次に掲げる要
件を満たすものに委託して実施する。
⑴ 事業に関する知識及び技術において高い専門性を有
すること。

⑵ 別表第１に掲げるサービスを提供するための専用の
居室（事業の利用者１組当たりの床面積が6.3平方メ
ートル以上であるものに限る。）を有すること。

⑶ 専用の入浴施設及び沐
もく

浴指導施設を有すること。
⑷ 保健師、助産師又は看護師が配置できること。この
場合において、産後ショートステイを行うときは、24
時間体制で１名以上の保健師、助産師又は看護師（専
任であることを要しない。）を配置しなければならな
い。
⑸ 別表第１に掲げるサービスを提供できること。
⑹ 事業の利用者の身体又は精神の状態が悪化した場合
等緊急時に対応ができること。

⑺ 市と適切な連絡体制が確保できること。
⑻ 市が開催する事業の実施に関する研修会等に参加す
ること。

（事業の内容等）
第３条 事業は、次条第１項又は第３項に規定する者に対
し、別表第１に掲げるサービスを実施するものとする。
２ 前項のサービスは、保健師、助産師又は看護師により
行われるものとする。
３ 事業の利用は、産後ショートステイにあっては７泊、
産後デイケアにあっては７日を上限とする。
（対象者）
第４条 事業を利用できる者は、事業を利用する日におい
て市内に住所を有する生後４箇月未満の乳児及びその母
親で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

⑴ 産後の回復が思わしくなく、母体管理が必要な体調
不良の者
⑵ 育児不安があり、育児に関する相談、指導等心理的
支援が必要な者
⑶ 親族等から支援が受けられず、家事、育児等日常生
活を行うことが困難な者

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、事業を利
用できない。
⑴ 感染症に罹

り

患している者
⑵ 入院又は加療を要する状態で、事業の利用に支障が
ある者
⑶ その他事業の利用が適当でないと市長が認める者
３ 第１項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、
事業を利用することができる。
（利用の申請）
第５条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」とい
う。）は、市長に、利用を開始しようとする３日前まで
に電話等で申し込むとともに、奈良市すまいるｍａｍａ
サポート利用申請書兼情報提供等同意書（別記第１号様
式）を提出しなければならない。
２ 前項の申請書を提出する場合においては、次に掲げる
書類を添付し、又は提示しなければならない。ただし、
これらの書類により証する事実が公簿等により確認でき
るときは、当該書類の添付又は提示を省略することがで
きる。
⑴ 住所を証する書類
⑵ 所得の状況を証する書類
⑶ 生活保護証明書（生活保護受給者に限る。）
⑷ その他市長が必要と認める書類
（承認）
第６条 市長は、前条の申請があった場合は、申請者の世
帯の状況等を調査し、利用を承認したときは奈良市すま
いるｍａｍａサポート利用承認通知書（別記第２号様
式）により、利用を承認しないときは奈良市すまいるｍ
ａｍａサポート利用不承認通知書（別記第３号様式）に
より速やかに申請者に通知する。
２ 市長は、第２条の規定により委託した者（以下「事業
者」という。）に、前項の承認を受けた者（以下「利用
者」という。）に関する必要な情報を提供する。
３ 事業者は、事業を開始する前に利用者に連絡し、事業
の利用に係る説明その他必要な調整等を行わなければな
らない。
（変更の届出等）
第７条 利用者は、第５条の規定により申請した事項に変
更が生じたとき又は事業の利用を中止しようとするとき
は、利用しようとする日の前日の午前10時までに、事業
者に連絡するとともに、奈良市すまいるｍａｍａサポー
ト利用変更（中止）届（別記第４号様式）を市長に提出
しなければならない。
（利用の取消し）
第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、
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第６条第１項の承認を取り消すことができる。
⑴ 利用者から事業の利用の中止の届出があったとき。
⑵ 利用者が第４条の要件に該当しなくなったとき。
⑶ 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を
受けたとき。

⑷ その他事業を利用させることが適当でないと認めた
とき。

２ 前項の規定により第６条第１項の承認を取り消したと
きは、奈良市すまいるｍａｍａサポート利用承認取消通
知書（別記第５号様式）により、利用者に通知するもの
とする。
（利用料）
第９条 利用者は、別表第２に掲げる階層区分に応じ、利
用するサービスごとに同表に定める額（当該利用に係る
乳児が多胎児の場合にあっては、その額に２人目以降の
１人ごとに同表に定める多胎加算を加えた額）を負担す
るものとし、事業の利用を終了したときに、事業者に対
して支払うものとする。
２ 利用者が第７条の規定による連絡をすることなく事業
を利用しなかったときは、当該利用者は、当該利用料に
相当する額を事業者に支払わなければならない。ただし、
天災その他利用者の責めに帰すことができない理由によ
る場合は、この限りでない。
（報告）
第10条 事業者は、事業の利用が終了したときは、その都
度市長に報告するものとする。
２ 事業者は、事業の利用状況について、市長に月１回以
上報告するものとする。
３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、事業の運営上
重大な事項が生じたときは、速やかに文書により市長に
報告しなければならない。
（記録等の整理）
第11条 事業者は、事業の実施状況を明らかにするための
記録、台帳、帳簿その他の必要な書類を整備し、事業の
利用が終了した日が属する年度の翌年度から５年間保存
し、市長から求めがあったときは、これらを提示し、又
は提出しなければならない。
（調査）
第12条 市長は、必要に応じ、事業の実施状況について、
事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
（秘密の保持等）
第13条 事業者及び事業の従事者（従事していた者を含む。
）は、事業の業務上知り得た事項を正当な理由なく他に
漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当
な目的に使用してはならない。
２ 事業者は、事業の実施に当たり、奈良市個人情報保護
条例（平成21年奈良市条例第51号）に準じ、個人情報を
適切に取り扱わなければならない。
（その他）
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し
必要な事項は、別に定める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
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別表第１（第２条、第３条関係）

別表第２（第９条関係）

注 １ この表において「一般世帯」とは、非課税世帯及び生活保護世帯を除いた世帯をいう。
２ この表において「市民税非課税世帯」とは、利用者が属する世帯の事業を利用する年度（当該年度の課税状
況が判明しない場合は、前年度）の市民税が非課税である世帯をいう。

３ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯をいう。

区分 利用時間 内容

産後ショート
ステイ

原則として、利用開始
時刻から24時間以内（
おおむね午前10時から
翌日の午前10時まで）
の利用を１泊とする。

１ 子どもの発育及び発達の相談並びに指導
２ 子どもの体重及び排泄

せつ

の相談並びに指導
３ 子どものスキンケア
４ 母体管理及び生活面の相談並びに指導
５ 乳房の手当及びトラブルケア
６ 授乳方法に関する助言及び指導
７ １日に最低１回の沐浴の実施及び沐浴の方法に関する助言及び指導
８ 在宅での育児に関する相談及び指導
９ 母親の心理面の相談及び指導
10 食事の提供（産後ショートステイにあっては３食、産後デイケアに
あっては２食）

11 その他必要な相談及び指導

産後デイケア 原則として、午前10時
から午後７時までの利
用を１日とする。

階層区分 産後ショートステイ
（１泊当たり）

産後デイケア
（１日当たり）

Ａ 一般世帯
2,000円

多胎加算 400円
1,000円

多胎加算 200円

Ｂ１ 市民税非課税世帯 1,400円
多胎加算 100円

700円
多胎加算 50円Ｂ２ 生活保護世帯



別記
第１号様式（第５条関係）
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第２号様式（第６条関係）
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第３号様式（第６条関係）
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第４号様式（第７条関係）
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第５号様式（第８条関係）
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（平成29年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第188号
奈良市立小・中学校遠距離通学児童・生徒通学費助成金
交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市立小・中学校遠距離通学児童・生徒通学費助
成金交付要綱の一部を改正する告示

奈良市立小・中学校遠距離通学児童・生徒通学費助成金
交付要綱（昭和63年奈良市告示第84号）の一部を次のよう
に改正する。
第５条中「75,000円」を「37,500円」に、「60,000円」

を「30,000円」に改める。
附 則

この告示は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第189号
道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に
基づき、平成29年４月１日から次の市道の路線を廃止しま
す。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第190号
道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に
基づき、平成29年４月１日から次の路線を本市の市道路線
に認定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第191号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に
基づき、平成29年４月１日から次のように道路の区域を決

定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第192号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、平成29年４月１日から次のように道路の供用を開

始します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）



（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第193号
道路法（昭和27年法律第180号）第48条の13第３項の規
定に基づき、平成29年４月１日から次の市道路線を歩行者

専用道路に指定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸

―162―

平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第194号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に
基づき、平成29年３月31日から道路の区域を変更します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報



（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第195号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、平成29年３月31日から道路の供用を開始します。

その関係図書は、公示の日から1箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）



（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第196号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に
基づき、平成29年３月31日から次のように道路の区域を変

更します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

路線名 区 間 変 更
前後別

幅 員
(ｍ)

延 長
(ｍ) 備 考

西部第942号線
富雄北一丁目2556番77地先から
富雄北一丁目2772番１地先まで

前 0.99～1.96 33.4

後 4.00～4.00 33.4

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第197号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、平成29年３月31日から次のように道路の供用を開
始します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管

理課において一般の縦覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

１ 日常生活用具給付事業の部分の表中
「

を

」
「

に、

」
「

を

」

路線名 区 間 延長（ｍ)
幅員（ｍ) 備 考

西部第942号線 富雄北一丁目2556番77地先から 富雄北一丁目2772番１地先まで Ｌ＝33.4
Ｗ＝4.00～4.00

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第198号
都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条の２第１項及
び第12条の６並びに道路法(昭和27年法律第180号）第20条
第１項及び第55条第１項の規定に基づき、奈良市鴻ノ池運
動公園と市道北部第428号及び市道北部第806号線が相互に
効用を兼ねる施設（以下「兼用工作物」という。）の管理
に関し次のように定め、都市公園法第５条の２第２項及び
道路法第20条第６項の規定により公告する。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 兼用工作物の位置
兼用工作物の位置は、別図のとおりとする。

２ 兼用工作物の管理等
⑴ 兼用工作物の新設、改築、維持及び修繕は、道路管
理者が行う。これらに付随して行う工事も、また同様
とする。

⑵ 公園管理者は、兼用工作物の機能及び維持管理に支
障がないよう、隣接する公園施設を維持管理する。

⑶ 兼用工作物の管理は、都市公園法第５条の３の規定

に基づき、道路管理者が公園管理者に代わってその権
限を行うものとする。

３ 管理の期間
平成29年４月１日から兼用工作物が都市公園又は道路
の効用を廃止されるまで
４ その他
⑴ 第２項各号の場合において、道路管理者及び公園管
理者は、その都度必要な協議を行うものとする。
⑵ 前各項に定めのない事項又は前各項の定めに疑義が
生じたときは、その都度道路管理者及び公園管理者が
協議して定める。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第199号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第77条に基づく、地域生
活支援事業の実施に要する費用の額に関する基準（平成25
年奈良市告示第178号）の一部を次のように改正し、平成
29年４月１日から適用します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸

パルスオキシメータ
ー（動脈血中酸素濃
度測定器）

⑴ 呼吸器機能障害又は心臓機
能障害を有する者であって、
在宅酸素療法を行うもの又は
人工呼吸器を装着しているも
の

⑵ 人工呼吸器の装着が必要な
難病患者等で、医師の意見書
等によりその使用が必要と認
められるもの。

50,000

パルスオキシメータ
ー（動脈血中酸素濃
度測定器）

⑴ 呼吸器機能障害又は心臓機
能障害を有する者であって、
在宅酸素療法を行うもの又は
人工呼吸器を装着しているも
の

⑵ 在宅酸素療法を行う難病患
者等又は人工呼吸器の装着が
必要な難病患者等で、医師の
意見書等によりその使用が必
要と認められるもの。

50,000

聴覚障害者用通信装
置

学齢児以上の聴覚障害者又は発
声・発語に著しい障害を有する
者であって、コミュニケーショ
ン、緊急連絡等の手段として本
装置が必要と認められるもの。

35,000



（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第200号
奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金交付要
綱の一部を改正する告示を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金交
付要綱の一部を改正する告示

奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金交付要
綱（平成６年奈良市告示第100号）の一部を次のように改
正する。
第１条中「都市景観形成地区内に所在する」を「地域に
おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年
法律第40号。以下「法」という。）第１条の目的の達成に
資するため、都市景観形成地区内における」に改め、「工
作物（」の次に「法第12条第１項に掲げるものを除く。」
を加え、「所有者等に対し、建造物の修理又は」を削る。
第２条を次のように改める。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 修景 建造物を周囲の景観に調和させ、景観形成を
推進する行為をいう。

⑵ 都市景観形成地区 条例第９条第１項の規定により
指定された都市景観形成地区をいう。

第３条中「都市景観形成地区内」を「次条の補助対象事
業を行う都市景観形成地区内」に、「次条の補助対象事業
を行うもの」を「かつ、市税の滞納がない者」に改める。
第４条第１項中「次に掲げる事業とする」を「都市景観
形成地区内の建造物の外観を当該地区にふさわしい形態と
なるよう、市長が別に定める修景基準に基づき新築、増築、
改築その他の整備を行う事業をいう」に改め、同項各号を
削り、同条第２項中「次条」を「第６条」に改め、同条第
４項中「第１項第１号の修理基準及び同項第２号」を「第

１項」に改める。
第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条第１
項中「次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該
各号に定める額とする。この場合において、次項に定める
額を限度」を「補助対象経費の10分の５以内の額」に改め、
同項各号を削り、同条第２項中「１事業」を「補助金の交
付申請１件」に改め、「前項第１号アの事業にあっては
1,000万円、同項第１号イ及び第２号の事業にあっては」
を削り、同条に次の１項を加える。
３ 補助金の交付申請は、同一の建造物につき、一の会計
年度において１回のみとする。
第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。
（補助対象経費）
第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象
経費」という。）は、補助対象事業に要する費用のうち、
次に掲げるとおりとする。
⑴ 修景に係る設計監理費
⑵ 外観の修景整備に要する工事費

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第201号
奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金交付要
綱の一部を改正する告示を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金交
付要綱の一部を改正する告示

奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金交付要
綱（平成27年奈良市告示第505号）の一部を次のように改
正する。
第１条中「平成20年法律第40号」の次に「。以下「法」
という。」を加え、「建造物（以下「建造物」という。）」を
「歴史的風致形成建造物」に改める。

―178―

平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

「

に、

」
「

を

」
「

に改める。

」

聴覚障害者用通信装
置

学齢児以上の聴覚障害者又は発
声・発語に著しい障害を有する
者であって、コミュニケーショ
ン、緊急連絡等の手段として本
装置が必要と認められるもの。

24,000

ストーマ装具（消化
器系） ３歳以上の直腸機能障害者 月額

8,600

ストーマ装具（尿路
系） ３歳以上のぼうこう機能障害者 月額

11,300

ストーマ装具（消化
器系） 直腸機能障害者 月額

8,600

ストーマ装具（尿路
系） ぼうこう機能障害者 月額

11,300



第２条を次のように改める。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 修理 伝統的な様式を要する歴史的風致形成建造物
の外観を維持し、又は往年の姿に復原する行為をいう。

⑵ 歴史的風致形成建造物 法第12条第１項の規定に基
づき市長が指定する建築物その他の工作物をいう。

⑶ 重点区域 法第２条第２項各号に掲げる要件に該当
する土地の区域として計画で定めた奈良町及び奈良公
園地区重点区域をいう。

第３条中「重点区域内」を「次条の補助対象事業を行う
重点区域内」に、「あって、次条の補助対象事業を行う」
を「、かつ、市税の滞納がない」に改める。
第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する建造物
」を「歴史的風致形成建造物」に、「をいう。」を「とする。
ただし、外観の保存上特に必要と認められる場合は、構造
耐力上必要な部分の修理を補助金の対象とすることができ
る。」に改め、同項各号を削り、同条第２項中「次条」を
「第６条」に改める。
第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条第１
項中「、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当
該各号に定める額とする。この場合において、次項に掲げ
る額を限度」を「、補助対象経費の10分の８以内の額」に
改め、同項各号を削り、同条第２項中「１事業」を「補助
金の交付申請１件」に、「、前項第１号の事業にあっては1,
000万円、同項第２号の事業にあっては800万円」を「1,
000万円」に改め、同条に次の１項を加える。
３ 補助金の交付申請は、同一の建造物につき、一の会計
年度において１回のみとする。
第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。
（補助対象経費）
第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象
経費」という。）は、補助対象事業に要する費用のうち、
次に掲げるとおりとする。
⑴ 修理に係る設計監理費（設計上必要となる事前調査
に要する費用を含む。）

⑵ 外観の修理及びそれに必要な構造補強等に要する工
事費
附 則

この告示は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第202号
森林法（昭和26年法律第249号）第10条の６第３項の規
定により奈良市森林整備計画を変更したので、当該森林整
備計画を閲覧に供します。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
閲覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号

奈良市役所観光経済部農林課内
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第203号
奈良市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修工事補助金
交付要綱を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修工事補
助金交付要綱

（目的）
第１条 災害に強いまちづくりを促進するため、不特定多
数の者が利用する建築物や避難弱者が利用する建築物の
うち大規模かつ公益上必要な建築物で、避難所としての
機能を有する建築物の耐震改修工事を実施する所有者に
対し、これに要する費用について、予算の範囲内で奈良
市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修工事補助金（以
下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付
については、奈良市補助金等交付規則（昭和59年奈良市
規則第23号。以下「規則」という。）に定めるもののほ
か、この要綱に定めるところによる。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の
促進に関する法律（平成７年法律第123号。以下「法」
という。）附則第３条第１項に規定する建築物をいう。
⑵ 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を
図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示第
184号。以下「基本方針」という。）別添の第１建築物
の耐震診断の指針に基づく評価方法により、法第２条
第１項に規定する地震に対する安全性を評価すること
をいう。
⑶ 耐震改修 基本方針別添の第２建築物の耐震改修の
指針に基づく基準に適合する方法により、法第２条第
２項に規定する地震に対する安全性の向上を目的とし
て、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又
は敷地の整備をすることをいう。
⑷ 耐震診断技術者 建築士法（昭和25年法律第202号）
第23条第１項の登録を受けている建築士事務所に属す
る建築士で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施
行規則（平成７年建設省令第28号）附則第３条の規定
により準用する同省令第５条第１項各号に掲げるもの
をいう。
⑸ 判定書等 既存建築物耐震診断・改修等推進全国
ネットワーク委員会に登録する耐震判定委員会が建築
物の耐震診断及び耐震改修の実施について、技術指針
事項（法第12条第１項に規定する技術指針事項をい
う。）に基づき判定し、評価した書類及びその添付書
類をいう。
（補助対象建築物）
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第３条 補助の対象となる民間建築物（以下「補助対象建
築物」という。）は、次の各号に掲げる要件のいずれに
も該当するものとする。
⑴ 市内に存する要緊急安全確認大規模建築物であるこ
と。

⑵ 法に規定する耐震診断義務付け対象建築物であるこ
とが本市により確認され、改正耐震改修促進法におけ
る耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書
（耐震対策緊急促進事業交付申請マニュアル（地方公
共団体の補助制度を併用する場合）（平成25年10月４
日国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室制
定。以下「マニュアル」という。）様式１。以下「確
認書」という。）が発行された建築物であること。
⑶ 耐震診断技術者による耐震診断の結果及び判定書等
の判定内容が、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、
又は崩壊する危険性が高い」又は「地震の震動及び衝
撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」であ
ること。

⑷ 耐震診断技術者による耐震改修の実施のための補強
設計の結果及び判定書等の判定内容が、「地震の震動
及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低
い」であること。

⑸ 平成31年３月31日までに耐震化のための計画の策定
に着手すること。

⑹ 災害時における施設の提供等の協力に関する協定（
以下「協定」という。）を本市と締結している者が所
有し、被災後の避難生活者を一定期間受け入れること
等を行う建築物であること。

２ 補助対象建築物の所有者と占有者（使用者又は居住者
をいう。以下同じ。）が異なる場合は、当該建築物の耐
震改修を行うことについて、当該利害関係者との協議が
調っていなければならない。
（交付対象者）
第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「対
象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者
とする。
⑴ 前条に規定する補助対象建築物の所有者（共有の建
築物にあっては、共有者全員の合意による代表者）又
は建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69
号）第３条若しくは第65条に規定する団体（以下「管
理組合」という。）であること。

⑵ 補助対象建築物について耐震改修工事を行う者であ
ること。

（補助対象経費）
第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」
という。）は、対象者が補助対象建築物の耐震改修工事
（く体の補強工事、これに伴う最低限必要な部分撤去工
事及び復旧のための工事等）に要する経費とする。
（補助金の額等）
第６条 補助金の額は、補助対象経費（面積１平方メート
ルにつき50,300円を限度とする。）に23％を乗じて得た

額（当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り捨てるものとする。）とする。ただし、第９
条第１項に規定する全体設計の承認を受けた場合は、当
該補助金の額に各年度の出来高割合を乗じて算出した額
を当該年度における補助金の額とする。
２ 補助金の交付は、補助対象建築物１棟につき１回限り
とする。
（補助金の交付申請）
第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者
」という。）は、耐震改修工事を実施する前に、規則第
４条第１項に規定する補助金等交付申請書及び工事計画
概要書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類各４部を
添えて市長に提出しなければならない。ただし、第９条
第１項に規定する全体設計の承認を受けて補助金の交付
を受けようとする者は、最終完了年度までの年度ごとに
交付申請を行わなければならない。この場合において、
第７号から第９号までに掲げる書類の添付を要しない。
⑴ 確認書（本市による確認がなされたもの）の写し
⑵ 補助金交付申請書（マニュアル様式第２）
⑶ 耐震改修工事に要する経費の見積書の写し
⑷ 補助対象建築物の付近見取図及び写真
⑸ 補助対象建築物の配置図及び平面図
⑹ 補強箇所及び補強方法等を示した構造図
⑺ 補助対象建築物の所有者が確認できる書類（全部事
項証明書等）
⑻ 補助対象建築物の所有者と占有者が異なる場合は、
占有者からの耐震診断の実施に係る同意書（区分所有
建築物である場合は、耐震診断実施に係る組合決議書
及び管理組合規約）
⑼ 補助対象建築物の所有者が複数あるときは、申請者
以外の所有者からの耐震診断の実施に係る同意書
⑽ 協定の締結を確認できる書類の写し
⑾ 耐震診断の結果及び判定書等の写し
⑿ 耐震改修の実施のための補強設計の結果及び判定書
等の写し
⒀ 耐震診断をした者及び耐震改修の実施のための補強
設計をした者が耐震診断技術者であることを証する書
類の写し
⒁ その他市長が必要と認める書類
（補助金の交付決定及び通知）
第８条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に
係る書類の審査等により、補助金の交付の可否を決定し、
交付することを決定したときは、申請者に対し、規則第
７条第１項に規定する補助金等交付決定通知書により通
知する。この場合において、市長は当該補助金の交付に
ついて条件を付すことができる。
２ 市長は、前項の審査等の結果、補助金を交付しないこ
とを決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知す
るものとする。
（全体設計の承認等）
第９条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業
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」という。）に係る工事が複数年度にわたる場合には、
申請者は、奈良市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修
工事補助事業全体設計承認申請書（別記第２号様式）に
次に掲げる書類各４部を添えて市長に提出し、初年度の
補助金の交付の申請までに、当該工事に係る事業費の総
額、各年度の出来高及び事業機関等に関する全体設計（
以下「全体設計」という。）の承認を受けなければなら
ない。
⑴ 耐震対策緊急促進事業全体設計（変更）承認申請書
（マニュアル様式第20）

⑵ 確認書（本市による確認がなされたもの）の写し
⑶ 工程表（年度ごとの工程が確認できる書類）
⑷ 見積書の写し（年度ごとの出来高及び資金計画が確
認できる書類並びに耐震改修工事とそれ以外の工事費
が確認できる書類）

⑸ 耐震改修工事を完了させる旨の誓約書
⑹ 補助対象建築物の付近見取図及び写真
⑺ 補助対象建築物の配置図及び平面図
⑻ 補強箇所及び補強方法等を示した構造図
⑼ 補助対象建築物の所有者が確認できる書類（全部事
項証明書等）

⑽ 補助対象建築物の所有者と占有者が異なる場合は、
占有者からの耐震診断の実施に係る同意書（区分所有
建築物である場合は、耐震診断実施に係る組合決議書
及び管理組合規約）

⑾ 補助対象建築物の所有者が複数あるときは、申請者
以外の所有者からの耐震診断の実施に係る同意書

⑿ 協定の締結を確認できる書類の写し
⒀ 耐震診断の結果及び判定書等の写し
⒁ 耐震改修の実施のための補強設計の結果及び判定書
等の写し

⒂ 耐震診断をした者及び耐震改修の実施のための補強
設計をした者が耐震診断技術者であることを証する書
類の写し

⒃ その他市長が必要と認める書類
２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
内容を審査し、適当と認めたときは当該全体設計を承認
し、申請者に奈良市要緊急安全確認大規模建築物耐震改
修工事補助事業全体設計承認通知書（別記第３号様式）
により通知するものとする。この場合において、市長は
当該承認について必要な条件を付すことができる。
（全体設計に係る補助事業の変更等）
第10条 前条第１項の承認を受けた者は、当該承認に係る
計画の変更をしようとするとき又は当該承認に係る計画
を取りやめようとするときは、奈良市要緊急安全確認大
規模建築物耐震改修工事補助事業全体設計変更（中止・
廃止）承認申請書（別記第４号様式）を市長に提出し、
当該計画の変更等の承認を受けなければならない。
２ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。
（補助金の実績報告）
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、耐震改修工事が

完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績
報告書に、次に掲げる書類各４部を添えて市長に提出し
なければならない。ただし、第９条第１項の規定による
全体設計の承認を受けた補助事業については、最終完了
年度を除き、当該補助金の交付決定を受けた各会計年度
の末日までに提出するものとする。
⑴ 完了実績報告書（マニュアル様式第21）
⑵ 工事写真（外観全景並びに改修前、改修中及び改修
後のもの）
⑶ 耐震改修工事に要した経費の領収書の写し
⑷ 当該年度の出来高を確認できる書類（全体設計の承
認を受けたものに限る。）

⑸ その他市長が必要と認める書類
（補則）
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関
し必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
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（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第204号
奈良市生ごみ処理機器購入助成金交付要綱の一部を改正
する告示を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市生ごみ処理機器購入助成金交付要綱の一部を
改正する告示

奈良市生ごみ処理機器購入助成金交付要綱（平成３年奈
良市告示第85号）の一部を次のように改正する。
第１条中「又は生ごみ堆肥化容器」を「、生ごみ堆肥化
容器又はダンボールコンポスト」に改める。
第１条の２第２項中「ボカシ等容器」の次に「、ダンボ
ールコンポスト」を加え、同条に次の１項を加える。
３ この要綱において「ダンボールコンポスト」とは、家
庭から出る生ごみをピートモス等の基材とともに段ボー
ル箱に入れ、その中で減量・堆肥化することを目的とし
て製造された段ボール製の容器及び基材等一式で、市長
が適当と認めたものをいう。
第２条中「市長の認定を得た市内の取扱指定店（以下「
指定店」という。）から生ごみ処理機器を購入しようとす
る者（事業者を除く。）であって、次の各号の要件を備え
ているもの」を「次の各号のいずれにも該当する者」に改
め、同条に次の１号を加える。

⑷ 市税の滞納がない者
第３条第１項を次のように改める。
助成金の額は、生ごみ処理機器の購入価格（消費税及
び地方消費税を除く。）の２分の１の額（その額に100円
未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。
ただし、次に掲げる生ごみ処理機器の区分に応じ、１基
につき、当該各号に掲げる額を上限とする。
⑴ 生ごみ処理機 20,000円
⑵ 生ごみ堆肥化容器 5,000円
⑶ ダンボールコンポスト 2,000円
第３条第２項に次の１号を加える。
⑶ ダンボールコンポスト ４基以内
第４条から第11条までを次のように改める。
（助成金の交付申請）
第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者
」という。）は、生ごみ処理機器購入日の属する年度の
末日までに、奈良市生ごみ処理機器購入助成金交付申請
書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長
に申請しなければならない。
⑴ 生ごみ処理機器購入に要した費用が明記された領収
書の写し
⑵ 生ごみ処理機器設置後の状況が確認できる写真
⑶ その他市長が必要と認める書類
（助成金の交付決定等の通知）
第５条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにそ

―184―

平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報

第
４
号
様
式
（
第
10
条
関
係
）



の内容を審査するとともに、必要に応じて調査を行い、
助成金の交付の可否を決定し、奈良市生ごみ処理機器購
入助成金交付（不交付）決定通知書（別記第２号様式）
により申請者に通知するものとする。
（交付の取下げ）
第６条 申請者は、助成金の交付の申請を取り下げようと
するときは、速やかに奈良市生ごみ処理機器購入助成金
交付申請取下届出書（別記第３号様式）を市長に提出し
なければならない。
（助成金の交付請求）
第７条 助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに奈
良市生ごみ処理機器購入助成金交付請求書（別記第４号
様式）を市長に提出するものとする。
（助成金の交付決定の取消し）
第８条 市長は、助成金の交付を受けた者（以下「対象
者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認め
られるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消
すことができる。
⑴ 偽り又は不正の手段により助成金の交付を受けたと
き。

⑵ その他この要綱に違反したと認められるとき。
（助成金の返還命令）
第９条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合に
おいて、既に補助金が交付されているときは、対象者に
対し、奈良市生ごみ処理機器購入助成金返還命令書（別

記第５号様式）により期限を定めて、その返還を命ずる
ものとする。
（生ごみ処理機器の処分の制限）
第10条 対象者は、助成金の交付を受けた日から５年（ダ
ンボールコンポストについては、３箇月）を経過する前
において、当該助成金の交付を受けた生ごみ処理機器を
処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請
書（別記第６号様式）を市長に提出し、その承認を受け
なければならない。
（関係書類の保管）
第11条 対象者は、生ごみ処理機器購入に係る関係書類を、
購入後５年間保管しなければならない。
本則に次の１条を加える。
（補則）
第12条 この要綱に定めるもののほか、この告示の施行に
関し必要な事項は、市長が別に定める。
別記第１号様式から第５号様式までを次のように改める。
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（平成29年３月31日掲示済）

訓 令 甲
奈良市訓令甲第１号

庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市特定個人情報等監査実施規程を次のように定める。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市特定個人情報等監査実施規程

（趣旨）
第１条 この訓令は、奈良市特定個人情報等の保護に関す
る管理規程（平成27年12月18日策定。以下「管理規程」
という。）第10に規定する奈良市における特定個人情報
等の管理の状況に係る監査の実施について、必要な事項
を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条 この訓令で使用する用語は、管理規程で使用する
用語の例による。
（監査対象）
第３条 特定個人情報等の管理の状況に係る監査（以下「
監査」という。）は、指定実施機関を対象に実施する。
（監査責任者）

第４条 特定個人情報保護総括責任者が指名する者（以下
「監査責任者」という。）は、総務課長とする。

２ 監査は、総務課が実施する。この場合において、監査
責任者は、監査項目によっては、総務課以外の課が実施
する当該事務又は事業に係る監査を所管する当該課の長
に対し、協議の上、必要な協力を求めることができる。
３ 監査責任者は、必要に応じ、外部の専門家による監査
を実施することができる。この場合において、監査責任
者は、当該外部の専門家について、選定の基準を定め、
客観的で公平な手続に従って選定しなければならない。
（監査の権限）
第５条 監査責任者は、監査の実施に当たり、監査の対象
となる指定実施機関（以下「被監査指定実施機関」とい
う。）に対し、資料の提出、事実等の説明その他監査責
任者が必要とする事項の開示を求めることができる。
２ 被監査指定実施機関は、前項の求めに対して、正当な
理由なくこれを拒否することはできない。
３ 監査責任者は、被監査指定実施機関に対して、改善勧
告事項の実施状況の報告を求めることができる。
（監査責任者の責務）
第６条 監査責任者は、監査の実施に当たり、常に公正か
つ客観的に監査判断を行わなければならない。
２ 監査責任者は、監査及び特定個人情報に関する専門知
識を有し、相当な注意をもって監査を実施しなければな
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らない。
３ 監査責任者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく
他に開示してはならない。その職を退いた後も、同様と
する。
（監査関係文書の管理）
第７条 監査責任者は、監査関係文書の紛失等をしないよ
うに適切に保管しなければならない。
（監査管理計画書）
第８条 監査責任者は、原則として年度ごとに監査管理計
画書を作成し、これに基づいて監査を実施するものとす
る。
２ 前項の監査管理計画書には、当該年度の監査方針、監
査対象、監査実施時期、監査要員、監査基準等を定める
ものとする。
（監査実施計画書）
第９条 監査責任者は、監査管理計画書に基づいて、個別
に実施する監査ごとに監査実施計画書を作成するものと
する。
２ 特命その他の理由により、監査管理計画書に記載され
ていない監査を実施する場合においても、監査実施計画
書を作成するものとする。
（監査実施通知）
第10条 監査責任者は、監査の実施に当たっては、原則と
して２週間前までに被監査指定実施機関の特定個人情報
保護責任者に対し、監査実施の時期、監査日程、監査範
囲、監査項目等を文書で通知しなければならない。ただ
し、特命その他の理由により、事前の通知なく監査を実
施する必要性があると判断した場合は、この限りでない。
（監査結果の意見交換）
第11条 監査責任者は、監査の結果、発見された問題点に
ついて事実誤認等がないことを確認するため、被監査指
定実施機関との意見交換を行うものとする。
（監査結果の報告）
第12条 監査責任者は、監査の実施後、監査結果を監査報
告書として取りまとめ、特定個人情報連絡調整会議に報
告しなければならない。この場合において、特命その他
の理由により緊急を要する場合は、口頭をもって報告す
ることができる。
（監査結果の通知及び改善措置）
第13条 特定個人情報保護総括責任者は、前条の報告を受
けた後、速やかに監査結果を被監査指定実施機関の特定
個人情報保護責任者に通知しなければならない。
２ 前項の通知を受けた特定個人情報保護責任者は、改善
勧告事項に対する改善実施の可否、改善内容、改善実施
時期等について、特定個人情報保護総括責任者に回答し
なければならない。
３ 第１項の通知を受けた特定個人情報保護責任者は、改
善勧告事項について改善を実施したときは、特定個人情
報保護総括責任者に報告しなければならない。
（助言及び指導）
第14条 監査責任者は、被監査指定実施機関における改善

勧告事項に対する改善実施状況について、適宜助言及び
指導しなければならない。

附 則
この訓令は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市訓令甲第２号
庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市事務専決規程及び奈良市役所出張所長等事務専決
規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市事務専決規程及び奈良市役所出張所長等事務
専決規程の一部を改正する訓令

（奈良市事務専決規程の一部改正）
第１条 奈良市事務専決規程（平成14年奈良市訓令甲第１
号）の一部を次のように改正する。
第４条第１項中「、保健所長及び会計管理者は」を
「及び会計管理者は」に改め、同項部長、保健所長及び
会計管理者共通の部分中「、保健所長」及び「、室長」
を削り、同項財務部長の部分に次の６号を加える。

⑷ 市税審査請求の裁決及び減免申請の処理決定
⑸ １件100万円以上の市税の分納の承認及び取消
し
⑹ 市税の徴収猶予及び換価の猶予の決定及び取消
し
⑺ １件100万円以上の市税の滞納処分（交付要求
を除く。）及び参加差押の決定及び解除
⑻ １件100万円以上の市税の滞納処分の停止の決
定及び取消し
⑼ 市税に係る担保の徴取、保全担保、保全差押及
び担保の処分の決定

第４条第１項市民生活部長の部分中第６号を削り、第
７号を第６号とし、第８号を第７号とし、第９号を第８
号とし、同項保健福祉部長の部分中「保健福祉部長」を
「福祉部長」に改め、同部分に次の２号を加える。

44 国民健康保険料及び一部負担金の減免
45 介護保険料の減免
第４条第１項保健所長の部分を次のように改める。
健康医療部長
⑴ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律（平成10年法律第114号）第38条第２
項に基づく結核指定医療機関の指定
⑵ 障害者総合支援法第54条第１項に基づく自立支
援医療費（育成医療）の支給認定及び同法第58条
第１項に基づくその支払いに係る支出負担行為の
決定
⑶ 児童福祉法第19条の２第１項に基づく小児慢性
特定疾病医療費の支給及び同法第19条の３第10項
に規定する小児慢性特定疾病医療費の支出負担行
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為の決定
⑷ 児童福祉法第19条の９第１項に基づく小児慢性
特定疾病医療機関の指定及び同法第19条の３第１
項に規定する医師の指定

⑸ 児童福祉法第20条第１項に基づく療育の給付及
び同条第５項に基づく療育機関の指定

⑹ 母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条第
１項に基づく養育の給付及び第21条に規定する養
育医療に要する費用の支出負担行為の決定

⑺ 母子保健法第20条第５項に基づく養育医療機関
の指定

⑻ 母子保健法に基づく保健事業の実施
⑼ 健康増進法に基づく事業の実施
⑽ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定
保健指導の実施

⑾ 不妊治療の助成事業の実施
⑿ 食品衛生法（昭和22年法律第233号）第59条第
１項及び第２項に基づく死体解剖

⒀ 予防接種の実施及び予防接種委託料の支出負担
行為の決定

⒁ 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第
110号）第５条第１項に基づく特定施設の設置の
許可

⒂ 医療及び保健衛生施設の運営管理
⒃ 予定価格5,000万円未満の工事の施行の決定
⒄ 施行決定後の工事請負契約の締結及びその工期
の延長の決定

⒅ 既定方針どおりの事業用地の買収及び支障物件
の移転等の補償

⒆ １件800万円未満の固定資産の除却の決定
第４条第１項都市整備部長の部分の第25号中「第18条

第23項」を「第18条第25項」に改め、同条第２項中「、
保健所長」を削る。
第５条を次のように改める。

第５条 削除
第６条第１項広報広聴課長の部分中「広報広聴課長」

を「広報戦略課長」に改め、同項総務課長の部分に次の
１号を加える。
⑶ 庁中取締り及び所属職員の日宿直の割当
第６条第１項管財課長の部分を削り、同項財政課長の

部分の次に次のように加える。
資産経営課長
⑴ 財産台帳の調製

第６条第１項資産税課長の部分の第１号中「、特別土
地保有税」を削り、同部分の第２号中「及び特別土地保
有税」を削る。
第６条第１項市民課長の項中「電子署名に係る地方公

共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法
律」に改め、同項病院管理課長の部分を削り、同項障が
い福祉課長の部分の第６号中「障害程度区分」を「障害

支援区分」に改め、同部分の第９号中「特別児童扶養手
当等の支給に関する法律」の次に「（昭和39年法律第134
号）」を加え、同項健康増進課長の部分の次に次のよう
に加える。
医療事業課長
⑴ 会計伝票の発行
⑵ 条例その他の規定に基づく定例の諸給与その他
の給付に関する支出負担行為の決定
⑶ １件300万円未満の固定資産の除却の決定
⑷ 固定資産台帳の調製
第６条第１項商工労政課長の部分中「商工労政課長」
を「産業振興課長」に改め、同項建築指導課長の部分の
第９号中「第18条第22項」を「第18条第24項」に改め、
同項土木管理課長の部分中第１号を削り、第２号を第１
号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、同
項道路建設課長の部分に次の２号を加える。

⑵ 都市計画路線の通行制限及び禁止
⑶ 都市計画事業決定路線の敷地境界の査定
第６条第１項街路課長の部分を削る。
（奈良市役所出張所長等事務専決規程の一部改正）
第２条 奈良市役所出張所長等事務専決規程（昭和34年奈
良市訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。
第４条住民課長及び総務住民課長共通の部分中第６号
を削り、第７号を第６号とし、同部分の次に次のように
加える。
西部出張所住民課長
⑴ 母子健康手帳の交付
第４条月ヶ瀬行政センター総務住民課長の部分に次の
１号を加える。

⑵ 母子健康手帳の交付
附 則

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市訓令甲第３号

庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市行政組織規則等の一部を改正する規則の施行に伴
う関係規程の整備に関する訓令を次のように定める。
平成29年３月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市行政組織規則等の一部を改正する規則の施行
に伴う関係規程の整備に関する訓令

（奈良市庁議規程の一部改正）
第１条 奈良市庁議規程（昭和40年奈良市訓令甲第５号）
の一部を次のように改正する。
第３条中「、保健所長」を削る。
（奈良市勢要覧編集委員会設置規程の一部改正）
第２条 奈良市勢要覧編集委員会設置規程（昭和47年奈良
市訓令甲第３号）の一部を次のように改正する。
第６条中「広報広聴課」を「広報戦略課」に改める。
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（奈良市都市問題調整会議設置規程の一部改正）
第３条 奈良市都市問題調整会議設置規程（昭和62年奈良
市訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。
別表第１中「総務部長」を「財務部長」に、「保健福

祉部長」を「福祉部長」に、「保健所長」を「健康医療
部長」に改める。
別表第２中「総務部」を「財務部」に、「管財課長」
を「資産経営課長」に、「保健福祉部」を「福祉部」に、
「保健所」を「健康医療部」に、「生活衛生課長」を
「生活衛生課長 保健・環境検査課長」に、「廃棄物対
策課長 環境政策課長」を「廃棄物対策課長」に、「道
路建設課長 街路課長」を「道路建設課長」に改める。
（奈良市綱紀点検調査委員会設置規程の一部改正）
第４条 奈良市綱紀点検調査委員会設置規程（平成元年奈
良市訓令甲第12号）の一部を次のように改正する。
別表中「保健福祉部長」を「福祉部長」に、「保健所

長」を「健康医療部長」に改める。
（奈良市人権教育・啓発推進本部設置規程の一部改正）
第５条 奈良市人権教育・啓発推進本部設置規程（平成２
年奈良市訓令甲第５号）の一部を次のように改正する。
別表第１企画部会の項中「経営部長 秘書広報室長」

を「経営部長」に、「ＦＭ推進課長」を「資産経営課長」
に、「奈良町にぎわい課長 リニア推進課長 商工労政
課長」を「奈良町にぎわい課長 産業振興課長」に、
「文化財課長 埋蔵文化財調査センター所長」を「文化
財課長」に改め、同表研修部会の項中「議会事務局長
環境事業室長」を「議会事務局長」に、「管財課長」を
「総務課長」に改め、同表調査研究部会の項中「設計工
務部長 税務室長」を「設計工務部長」に、「都祁行政
センター所長 総務課長」を「都祁行政センター所長」
に、「市民税課長 病院管理課長」を「市民税課長」に、
「介護福祉課長」を「介護福祉課長 医療事業課長」に、
「クリーンセンター建設準備課長」を「クリーンセンタ
ー建設推進課長」に、「道路建設課長 街路課長」を
「道路建設課長」に、「営繕課長 指導監察課長」を
「営繕課長」に改め、同表市民運動推進部会の項中「広
報広聴課長」を「広報戦略課長」に、「水道工務課長」
を「工務第一課長」に、「下水道工務課長」を「工務第
二課長」に改め、同表分野別課題推進部会の項中「保健
福祉部長」を「福祉部長」に、「保健所長 保健医療室
長」を「健康医療部長」に、「文化振興課長 東アジア
文化都市推進課長」を「文化振興課長」に、「料金管財
課長 東部上下水道管理課長」を「情報料金課長 官民
連携推進課長」に、「北消防署長 図書館政策課長」を
「北消防署長」に改める。
別表第２企画部会の項中「商工労政課長」を「産業振

興課長」に改め、同表市民運動推進部会の項中「広報広
聴課長」を「広報戦略課長」に改める。
（奈良市環境調整会議設置規程の一部改正）
第６条 奈良市環境調整会議設置規程（平成11年奈良市訓
令甲第10号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「保健福祉部長」を「福祉部長」に、「保
健所長」を「健康医療部長」に改める。
別表第２中「広報広聴課長」を「広報戦略課長」に、
「総務課長 管財課長」を「総務課長」に、「市民課長
病院管理課長」を「市民課長」に、「保健福祉部」を
「福祉部」に、「保健所」を「健康医療部」に、「医療政
策課長」を「医療政策課長 医療事業課長」に、「道路
建設課長 街路課長」を「道路建設課長」に、「指導監
察課長」を「契約課長」に、「学校教育課長 図書館政
策課長」を「学校教育課長」に改める。
（奈良市債権回収対策本部設置規程の一部改正）
第７条 奈良市債権回収対策本部設置規程（平成20年奈良
市訓令甲第10号）の一部を次のように改正する。
第６条第４項中「税務室長」を「幹事長が指名する者
」に改める。
別表第１中「保健福祉部長」を「福祉部長」に、「子

ども未来部長」を「子ども未来部長 環境部長」に、
「学校教育部長 税務室長 保健医療室長」を「学校教
育部長」に改める。
別表第２中「法務ガバナンス課長 納税課長」を「法
務ガバナンス課長」に、「介護福祉課長」を「介護福祉
課長 子ども育成課長」に、「住宅課長」を「住宅課長
リサイクル推進課長 環境清美工場長」に改める。
（奈良市広報事務取扱規程の一部改正）
第８条 奈良市広報事務取扱規程（昭和25年奈良市訓令甲
第24号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項中「広報広聴課長」を「広報戦略課長」
に改める。
第３条中「広報広聴課長」を「広報戦略課長」に、
「広報広聴課」を「広報戦略課」に改める。
第４条第１項中「広報広聴課」を「広報戦略課」に改
め、同条第２項中「広報広聴課長」を「広報戦略課長」
に改める。
第６条第１項中「広報広聴課長」を「広報戦略課長」
に、「広報広聴課」を「広報戦略課」に改め、同条第２
項中「広報広聴課」を「広報戦略課」に改める。
第７条中「広報広聴課」を「広報戦略課」に改める。
第８条中「広報広聴課長」を「広報戦略課長」に改め
る。
別記第３号様式中「広報広聴課長」を「広報戦略課長
」に改める。
（奈良市広報事務処理要綱の一部改正）
第９条 奈良市広報事務処理要綱（昭和25年奈良市訓令甲
第25号）の一部を次のように改正する。
第３項から第６項までの規定中「広報広聴課」を「広
報戦略課」に改める。
（奈良市保安員服務規程の一部改正）
第10条 奈良市保安員服務規程（昭和42年奈良市訓令甲第
12号）の一部を次のように改正する。
第５条第１項及び第７条中「管財課長」を「総務課長
」に改める。
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（奈良市職員の勤務時間等に関する規程の一部改正）
第11条 奈良市職員の勤務時間等に関する規程（昭和44年
奈良市訓令甲第３号）の一部を次のように改正する。
別表中「管財課」を「総務課」に、「病院管理課」を

「医療事業課」に、「環境事業室」を「環境部（環境政
策課及びクリーンセンター建設推進課を除く。）」に改め

る。
（奈良市自家用電気工作物施設保安規程の一部改正）
第12条 奈良市自家用電気工作物施設保安規程（昭和40年
奈良市訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。
別表第１を次のように改める。
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別表第１（第５条関係）

別表第２中「管財課長」を「総務課長」に、「管理第
二係」を「管理係」に改める。
附 則

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市訓令甲第４号

庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市職員服務規程の一部を改正する訓令

奈良市職員服務規程（昭和40年奈良市訓令甲第８号）の
一部を次のように改正する。
第８条中「職員証」の次に「等」を加える。
第11条第１項中「（課長（課長相当職を含む。）以上の職

にある者を除く。）」を削る。
第12条の２第１項中「あらかじめ」の次に「庶務事務シ
ステムにより所属長の承認を受けなければならない。この
場合において、その承認に先立ち、」を加え、「その承認」

を「介護休暇に係る指定期間の指定」に改め、同条第２項
中「願書」の次に「を各指定期間につき初めて提出する場
合」を加え、同条の次に次の１条を加える。
（介護時間の手続）
第12条の３ 介護時間を受けようとする職員は、あらかじ
め庶務事務システムにより所属長の承認を受けなければ
ならない。この場合において、その承認に先立ち、介護
時間願（別記第12号様式の４）を所属長を経て人事課長
に提出し、その承認を受けなければならない。
２ 前条第２項の規定は、介護時間について準用する。こ
の場合において、同項中「各指定期間につき初めて提
出」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
第18条第３項中「管財課長」を「総務課長」に改める。
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別記第12号様式の３中
「

を

」
「

に、

」
「医師」を「この願書を各指定期間につき初めて提出する場合には、医師」に、「すること」を「してください」に
改める。
別記第12号様式の３の次に次の１様式を加える。

次のとおり介護休暇を承認してください。
年 月 日

期 間

（取得形態）

年 月 日から
年 月 日まで

取得の初日
年 月 日

毎日・その他（ ）

次のとおり介護休暇に係る指定期間を指定してください。
年 月 日

指 定 期 間 の
申 出

申出の回数 申出の期間

第１回 第２回 第３回
年 月 日から
年 月 日まで

指 定 期 間 の
短 縮 ・ 延 長

短縮・延長の回数
（延長は１回のみ）

延長・短縮後の末日

第１回 第２回 第３回
( 年 月 日から)

年 月 日まで



第12号様式の４（第12条の３関係）
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別記第17号様式を次のように改める。
第17号様式（第18条関係）
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附 則
（施行期日）
１ この訓令は、平成29年４月１日から施行する。ただし、
附則第３項の規定は、奈良市職員の勤務時間、休日、休
暇等に関する規則等の一部を改正する規則（平成29年奈
良市規則第23号）附則第７項の規定の施行の日から施行
する。
（経過措置）
２ この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の奈
良市職員服務規程第18条第３項の規定に基づき作成され
ている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用するこ
とができる。
３ 奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等
の一部を改正する規則附則第７項の規定により指定期間
の指定の申出を行う場合における介護休暇願の様式は、

この訓令による改正後の奈良市職員服務規程別記第12号
様式の３によるものとする。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市訓令甲第５号
庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市辞令式の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市辞令式の一部を改正する訓令

奈良市辞令式（昭和34年奈良市訓令甲第５号）の一部を
次のように改正する。
別表中24の３の項を24の４の項とし、24の２の項を24の
３の項とし、24の項の次に次のように加える。
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24の２ 育児短時
間勤務

⑴ 育児短時間勤務を承認する場合
育児短時間勤務アを承認する
育児短時間勤務の期間は何年何月何日から何年何月何
日までとする

⑵ 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
育児短時間勤務の期間を何年何月何日まで延長するこ
とを承認する

⑶ 育児短時間勤務の期間が満了した場合
何年何月何日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

⑷ 育児短時間勤務の承認が失効した場合
育児短時間勤務の承認は失効した

⑸ 育児短時間勤務の承認を取り消す場合
育児短時間勤務の承認を取り消す

⑹ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短
時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承
認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内
容の育児短時間勤務を承認する場合
育児短時間勤務イを取り消し、何年何月何日付けで請
求のあつた育児短時間勤務ウを承認する
育児短時間勤務の期間は何年何月何日から何年何月何
日までとする

⑺ 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定
による短時間勤務をさせる場合
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定に
よる短時間勤務をさせる

⑻ 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定
による短時間勤務が終了した場合
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定に
よる短時間勤務は終了した

○「ア」の記号をもつて表示する事
項は、「週何々勤務」（何々の部分
には、職員の１週間当たりの勤務
時間を表示する。）とする。

○「イ」又は「ウ」の記号をもつて
表示する事項は、取り消された育
児短時間勤務又は取消し後に承認
される育児短時間勤務に係る「週
何々勤務」（何々の部分には、職
員の１週間当たりの勤務時間を表
示する。）とする。



別表24の４の項の次に次のように加える。

附 則
この訓令は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）

監 査
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成29年３月31日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 柿 本 元 気
同 東久保 耕 也

地域福祉課（旧福祉政策課分）
監査結果公表日 平成27年６月26日

（奈良市監査委員告示第10号）
措置結果通知日 平成29年３月28日

奈良ブランド推進課
監査結果公表日 平成27年６月26日

（奈良市監査委員告示第10号）
措置結果通知日 平成29年３月30日

ＪＲ奈良駅周辺整備事務所
監査結果公表日 平成28年３月28日

（奈良市監査委員告示第５号）
措置結果通知日 平成29年３月30日
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24の５ 配偶者同
行休業

⑴ 配偶者同行休業を承認する場合
配偶者同行休業を承認する
配偶者同行休業の期間は何年何月何日から何年何月何
日までとする

⑵ 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
配偶者同行休業の期間を何年何月何日まで延長するこ
とを承認する

⑶ 職務復帰をさせる場合
職務復帰を命ずる
何々（部）何々（課）勤務を命ずる

⑷ 配偶者同行休業の承認を取り消す場合
配偶者同行休業の承認を取り消す
職務復帰を命ずる
何々（部）何々（課）勤務を命ずる

【監査の結果】 【措置の内容】

奈良市月ヶ瀬福祉センタ
ーのゲートボール場、談話
室、料理実習室及び会議室
の使用料の減免については、
奈良市月ヶ瀬福祉センター
条例施行規則第９条第１項
に規定する減免申請書の提
出は受けているものの、同
条第２項に規定する減免決
定通知書の交付が行われて
いなかった。同条の規定に
定める手続に従い、使用料
の減免を行われたい。

監査の指摘を受けて、平
成27年度から、奈良市月ヶ
瀬福祉センター条例施行規
則第９条第２項に規定する
手続に従い、減免決定通知
書の交付を行うようにしま
した。

【監査の結果】 【措置の内容】

大和茶、日本酒海外戦略
事業企画運営業務委託契約
の予定価格調書が、契約締
結先が提出した見積書の作
成日より後の日付で作成さ
れていた。奈良市契約規則
第10条及び第18条の規定に
より、予定価格を定めた後、
見積書を徴するよう、適正
な事務処理を行われたい。

平成27年度から、委託料
の契約行為を行う場合、奈
良市契約規則第10条及び第
18条の規定に基づき、予定
価格を定めた後、見積書を
徴するよう改めました。

【監査の結果】 【措置の内容】

⑵ 認定電気通信事業の用
に供する目的での電気通
信ケーブルの架空占用に
対し、行政財産の目的外
使用を許可する場合の使
用料については、大和都
市計画事業（奈良国際文
化観光都市建設事業）Ｊ
Ｒ奈良駅南特定土地区画
整理事業施行に関する条
例第35条の規定に定める
ところにより、奈良市道
路占用料に関する条例の
規定を準用することとさ
れている。しかし、国道
での占用料の取扱いを定
めた「道路法施行令及び
道路整備特別措置法施行
令の一部を改正する政令
の施行について」（昭和
42年11月13日付け建設省
道政発第90号）に従い、

⑵ 占用物件において、１
件の使用許可に係る年度
ごとの使用料の額が100
円に満たない場合であっ
ても、奈良市道路占用料
に関する条例別表に従い
占用料を計算し、使用料
を徴収しました。



（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市監査委員告示第５号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の37第５項
の規定により、包括外部監査人前川英樹から監査の結果に
関する報告の提出があったので、同法第252条の38第３項
の規定により、別添のとおり公表します。
平成29年３月31日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 柿 本 元 気
同 東久保 耕 也

別添省略
（平成29年３月31日掲示済）

公 営 企 業

奈良市企業局告示第11号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成29年３月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成29年３月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成29年３月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市 中山町、秋篠町、あやめ池北一丁目、平松一
丁目、五条西一丁目、三条桧町、東九条町及び山町の各
一部
２－２ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所

奈良市 学園中二丁目1293番４、1293番５、1294番１、
1294番６、1337番１、1337番６、5593番１、5594番２、
中山町西一丁目823番２、823番６、823番７、823番８、
登美ヶ丘四丁目779番38、779番39、南登美ヶ丘3474番１、
3474番２、中山町132番１、134番１、北京終町58番８、
北新町52番３、52番６、鳥見町三丁目13番18、西大寺本
町231番８、敷島町一丁目551番22、法華寺町319番５
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１件の使用許可に係る年
度ごとの使用料の額が
100円に満たない場合の
使用料の額を100円とし
て徴収した事例が１件あ
った。奈良市道路占用料
に関する条例には、この
取扱いを定めた規定がな
いので、正確な計算によ
る使用料を徴収されたい。

３ 供用を開始する排水施設の位置

管 渠
きょ

番 号 起 点 終 点 備考

中山幹線－80 奈良市中山町17番２ 奈良市中山町17番２ ①

中山幹線－81 奈良市中山町17番２ 奈良市中山町３番２ ①

中山幹線－82 奈良市中山町３番２ 奈良市秋篠町1344番２ ①

中山幹線－83 奈良市秋篠町1344番２ 奈良市秋篠町1349番７ ①

あやめ池北幹線－162 奈良市あやめ池北一丁目1343番２ 奈良市あやめ池北一丁目1343番17 ②

平松幹線－109 奈良市平松一丁目103番３ 奈良市平松一丁目98番４ ③

六条第１幹線－98 奈良市五条西一丁目1202番144 奈良市五条西一丁目1202番144 ④

奈良幹線－144 奈良市三条桧町404番２ 奈良市三条桧町403番１ ⑤

東九条幹線－159 奈良市東九条町583番 奈良市東九条町583番 ⑥

大安寺第１幹線－247 奈良市東九条町1187番３ 奈良市東九条町1187番１ ⑦

大安寺第１幹線－248 奈良市東九条町1187番１ 奈良市東九条町1188番７ ⑦

帯解幹線－232 奈良市山町16番６ 奈良市山町13番４ ⑧

４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成29年３月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第12号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃



止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。
平成29年３月６日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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名 称 代表者氏名 所 在 地 届 出 日

（株）エイド 代表取締役
小山 稔 大阪府松原市大堀二丁目11番３号 平成29年２月15日

（平成29年３月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第13号
平成29年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資
格審査申請要領を次のように定めます。
平成29年３月16日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

平成29・30年度 奈良市・奈良市企業局物品購入等
入札参加資格審査申請要領（追加受付）

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５
第１項及び第167条の11第２項の規定により、平成29・30
年度において、奈良市又は奈良市企業局が発注する物品の
製造の請負、物件の買入れその他奈良市長又は奈良市公営
企業管理者が定める契約等の入札（見積り）に参加する者
に必要な資格及び申請方法等を定めたので、入札（見積
り）に参加しようとされる方は、以下の要領により入札等
参加資格審査申請書（物品購入等）を提出してください。
１ 入札（見積り）に参加する者に必要な資格
⑴ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得
ない者でないこと。

⑵ 奈良市の市・県民税（法人においては法人市民税）
及び奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。市外
業者においては所得税（法人においては法人税）及び
奈良市の固定資産税に係る滞納がないこと。

⑶ 奈良市の国民健康保険料の滞納がないこと。
⑷ 法令等の規定により営業に関し免許、許可、登録、
認可等を要する場合は、申請時において当該免許、許
可、登録、認可等を受けていること。

⑸ 申請者から提出された別表第１に掲げる提出書類の
審査によりその内容が適正と認められること。

⑹ 次のいずれにも該当しないもの
ア 役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店又
は営業所（常時物品購入等の契約に関する業務を行
う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人に
あってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表
者をいう。以下同じ）が暴力団員（暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
77号。以下「法」という。）第２条第６号に規定す
る暴力団員という。以下同じ。）である者。

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与し
ている者。

ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を
提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極
的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して
いる者。
オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団
又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ている者。

２ 受付期間及び時間
⑴ 受付期間

※準市内業者…奈良市内に支店または営業所を有する
業者

⑵ 受付時間
午前９時30分～正午、午後１時30分～午後４時

３ 受付場所及び申請方法
⑴ 受付場所

奈良市役所北棟５階
契約課（持参受付の方のみ）

⑵ 申請方法
市内業者……別表第１の書類をクリアファイルに

入れ、持参申請でのみ受付けます。
準市内・市外業者……別表第１の書類をクリア

ファイルに入れ、郵送申請
でのみ受付けます。

※１ 持参申請の方は、後日入札参加資格審査結果通
知書を送付しますので、申請書類と一緒に住所・
業者名・担当者名を明記し82円切手を貼り付けた
返信用封筒をお持ちください。

※２ 郵送申請は、受付期間最終日までの消印有効と
します。また、入札参加資格審査申請書受付票及
び入札参加資格審査結果通知書を送付しますので、
住所・業者名・担当者名を明記し82円切手を貼り
付けた返信用封筒を２通同封してください。（そ
れぞれに切手が必要です｡）

４ 郵送先
〒630－8580 奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所会計契約部契約課 物品入札担当

市内業者
平成29年４月３日（月）～平成30年９
月28日（金）※土曜・日曜・祝日を除
く。

準市内業者
市外業者

平成29年４月３日（月）～平成30年９
月28日（金）※土曜・日曜・祝日を除
く。



５ 登録有効期間
入札参加資格審査結果通知日～平成31年３月31日

６ その他留意事項
⑴ 各証明書（原本及び写し）は、申請日以前３か月以
内のものを提出してください。

⑵ 使用印鑑届は、実印でなくても結構ですが、入札及
び見積りの参加並びに契約の締結、代金の請求・受領
等に使用することとなるので、十分留意してください。

⑶ 申請書等の記載内容を確認できない場合、又は提出
書類が不足している場合には入札参加資格を保留しま
す。

⑷ この登録制度について、審査後は業者名簿に登録さ
れますが、直ちに発注があるという制度ではありませ
ん。

⑸ 提出書類の内容と事実が相違していることが後日に
判明したときは、入札参加資格を取り消すことがあり
ます。

⑹ 提出していただいた入札参加資格審査申請書内容は、
奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公開し
ます。

７ 問い合わせ先
奈良市会計契約部契約課
電話番号0742－34－4743（ダイヤルイン）
奈良市企業局経営部企業総務課入札室
電話番号0742－34－5200（代表）

※申請書１通で、奈良市及び奈良市企業局への登録が可
能です｡
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別表第１
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（平成29年３月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第12号
奈良市企業局会計規程の一部を改正する規程を次のよう
に定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局会計規程の一部を改正する規程
奈良市企業局会計規程（平成26年奈良市企業局管理規程
第９号）の一部を次のように改正する。
第33条に次の１項を加える。
３ 前２項に定めるもののほか、水道料金等収納事務委託
に係る領収書の交付については、別に定める。
第101条中「公共下水道事業及び農業集落排水事業」を
「次のとおり」に改め、同条に次の２号を加える。
⑴ 公共下水道事業
⑵ 農業集落排水事業
第101条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１
項を加える。
水道事業の会計に関して、セグメント情報の開示に伴う
セグメント区分は、次のとおりとする。
⑴ 水道事業
⑵ 都祁水道事業
⑶ 月ヶ瀬簡易水道事業
附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第13号
奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程
を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する
規程

奈良市水道事業給水条例施行規程（昭和60年奈良市水道
局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。
第26条中「別表第１」を「別表第２」に改める。
第27条第１項中「手数料」の次に「（条例別表第１に掲
げる証明手数料を除く。）」を加える。
第28条の２の次に次の１条を加える。
（証明手数料の減免）
第28条の３ 条例第34条に規定する手数料の減免ができる
特別の理由があると認めるときは、条例第32条第１項第
４号に掲げる者が料金の納入に関する証明書の交付を受
ける場合において、当該証明を受ける全ての月分の料金
を口座振替による方法で納入している場合とする。
附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第14号
奈良市水道料金等収納事務委託規程の一部を改正する規
程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市水道料金等収納事務委託規程の一部を改正す
る規程

奈良市水道料金等収納事務委託規程（平成６年奈良市水
道局管理規程第11号）の一部を次のように改正する。
第５条中「又は」を「及び」に、「領収書に」を「それ

ぞれ事前に管理者へ届出をした」に改め、「納付者に」の
次に「領収書を」を加える。

附 則
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第15号
奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規
程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施
行規程の一部を改正する規程

奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規
程（平成26年奈良市企業局管理規程第７号）の一部を次の
ように改正する。
題名中「奈良都市計画下水道事業」を「奈良市公共下水
道事業」に改める。
第１条中「奈良都市計画下水道事業」を「奈良市公共下
水道事業」に、「第11条」を「第12条」に改める。
第５条第４項から第６項までの規定中「奈良都市計画下
水道事業」を「奈良市公共下水道事業」に改める。
別記第１号様式から別記第３号様式の４までの規定中「
奈良都市計画下水道事業」を「奈良市公共下水道事業」に
改める。
別記第３号様式の５中「奈良都市計画下水道事業」を「
奈良市公共下水道事業」に、「第５条」を「第６条の２」
に改める。
別記第３号様式の６から別記第10号様式までの規定中「
奈良都市計画下水道事業」を「奈良市公共下水道事業」に
改める。

附 則
（施行期日）
１ この規程は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規程の施行の際、現にこの規程による改正前のそ
れぞれの規程の規定に基づき作成されている用紙は、当
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分の間、必要な調整をして使用することができる。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第16号
奈良市公共下水道の構造等の基準に関する条例施行規程
の一部を改正する規程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市公共下水道の構造等の基準に関する条例施行
規程の一部を改正する規程

奈良市公共下水道の構造等の基準に関する条例施行規程
（平成26年奈良市企業局管理規程第２号）の一部を次のよ
うに改正する。
第３条第４号中「第２条」を削る。
附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第17号
奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程の一部
を改正する規程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程の
一部を改正する規程

（奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程の一
部改正）
奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程（平成
26年奈良市企業局管理規程第８号）の一部を次のように改
正する。
第14条を第15条とし、第13条の次に次の１条を加える。
（読替え）
第14条 奈良市役所出張所設置条例（昭和30年奈良市条例
第35号）別表に定める奈良市月ヶ瀬行政センターの所管
区域のうち、奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に
関する条例（昭和41年奈良市条例第28号）別表第２に定
める奈良市農業集落排水事業の計画処理区域以外の区域
に係る受益者が負担する分担金についてもこの規程を適
用する。この場合において、本則中「農業集落排水事
業」とあるものを「奈良市役所出張所設置条例（昭和30
年奈良市条例第35号）別表に定める奈良市月ヶ瀬行政セ
ンターの所管区域のうち、奈良市水道事業及び下水道事
業の設置等に関する条例（昭和41年奈良市条例第28号）
別表第２に定める奈良市農業集落排水事業の計画処理区
域以外の区域に係る公共下水道にかかる事業」と読み替
えるものとする。
附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期

日）」を付し、附則に次の１項を加える。
（月ヶ瀬公共下水道に関する様式の規定の適用）

２ 奈良市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（
昭和45年奈良市条例第16号）第11条の規定により条例の
規定を適用する場合における別記第１号様式から第10号
様式までの規定の適用については、それぞれの様式の規
定（条例又はこの規程の題名に係る部分を除く。）中「
農業集落排水事業」とあるのは、「公共下水道事業」と
する。

附 則
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第18号
奈良市企業局職員就業規則の一部を改正する規程を次の
ように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局職員就業規則の一部を改正する規程
奈良市企業局職員就業規則（昭和33年奈良市水道局管理
規程第６号）の一部を次のように改正する。
第26条第１項中「の子」の次に「（民法（明治29年法律

第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員
との間における同項に規定する特別養子縁組の成立につい
て家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件
が裁判所に係属している場合に限る。）であつて、当該職
員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164
号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２
号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児
童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。
以下第３項まで及び第40条の３第１項において同じ。）」を
加え、同条第４項中「第１項及び前項」を「前３項」に、
「日常生活を営むのに支障がある者」を「要介護者」に改
め、「第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子」の
次に「（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の
規定により職員が当該職員との間における同項に規定する
特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当
該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に
限る。）であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福
祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定
により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ
る職員に委託されている児童その他これらに準ずる者とし
て管理者が定める者を含む。以下第３項まで及び第40条の
３第１項において同じ。）」を、「）が、管理者の定めると
ころにより、当該子を養育」」の次に「とあり、第２項中
「３歳に満たない子のある職員が、管理者の定めるところ
により、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学
の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めると
ころにより、当該子を養育」」を、「介護」と、」の次に
「第１項中」を加え、「前項中「小学校就学の始期に達す
るまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、
当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、管理
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者の定めるところにより、当該要介護者を介護」を「第２
項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を
講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営
に支障がある」に改める。
第39条の２第１項中「職員が」の次に「要介護者（」を、
「もの」の次に「をいう。以下同じ。）」を、「ため、」の次
に「管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、
要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態
ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範
囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内にお
いて」を加え、同条第２項中「前項に規定する者の各々が
同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、
連続する６月の期間」を「指定期間」に改め、同条第３項
中「１時間」を「介護休暇の単位は、１日、半日又は１時
間とし、１時間」に、「４時間の範囲内とする」を「４時
間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を
受けて勤務しない時間がある日については、当該４時間か
ら当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時
間）を超えない範囲内の時間とする。」に改める。
第39条の３を第39条の４とし、第39条の２の次に次の１
条を加える。
（介護時間）
第39条の３ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするた
め、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続す
る状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係
る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の
勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認
められる場合における休暇とする。
２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１
日につき２時間を超えない範囲内で必要と認められる時
間とする。
３ 介護時間の単位は、30分とし、１日を通じ、始業の時
刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した２時間（地
方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第
110号。以下次章において「育児休業法」という。）第19
条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しな
い時間がある日については、当該２時間から当該部分休
業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超え
ない範囲内の時間とする。
４ 介護時間は、無給とする。
第40条の２中「地方公務員の育児休業等に関する法律（
平成３年法律第110号。以下この章において「育児休業法」
という。）」を「育児休業法」に改める。
第３章の２中第40条の３の次に次の２条を加える。
（自己啓発等休業）
第40条の４ 法第26条の５第１項、第５項及び第６項の規
定に基づく職員の自己啓発等休業（同条第１項に規定す
る自己啓発等休業をいう。）に関し必要な事項について
は、市長の事務部局の職員の例による。
（配偶者同行休業）
第40条の５ 法第26条の６第１項（同条第４項において準

用する場合を含む。）、第２項、第３項及び第６項から第
８項まで並びに同条第11項において準用する法第26条の
５第６項の規定に基づく職員の配偶者同行休業（法第26
条の６第１項に規定する配偶者同行休業をいう。）に関
し必要な事項については、市長の事務部局の職員の例に
よる。
別表第２第３号中「災害時において」を「災害又は交通
機関の事故等に際して」に改め、同表第４号を次のように
改める。

同表第11号中「親」の次に「（当該子について民法第817
条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家
庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁
判所に係属している場合に限る。）であつて当該子を現に
監護するもの又は児童福祉法第27条第１項第３号の規定に
より当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規定
する養子縁組里親である者若しくは同条第１号に規定する
養育里親である者（同法第27条第４項に規定する者の意に
反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託
することができない者に限る。）を含む。）」を加え、「労働
基準法」を「労基法」に改め、同表第15号中「第21号」を
「第22号」に改め、同表第20号中「必要な」の次に「もの
として」を加え、同表第21号中「第39条の２第１項に規定
する日常生活を営むのに支障のある者（以下この号におい
て「要介護者」という。）」を「要介護者」に、「ために」
を「ため」に、「その要介護者」を「要介護者」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規程は、平成29年４月１日から施行する。ただし、
附則第３項の規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この規程による改正前の奈良市企業局職員就業規則第
39条の２の規定により介護休暇の承認を受けた職員で
あって、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）
において当該介護休暇の初日（以下この項において単に
「初日」という。）から起算して６月を経過していない
ものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後の奈良
市企業局職員就業規則第39条の２第１項に規定する指定
期間については、管理者の定めるところにより、初日か
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４ 地震、水害、火災その他の災害によ
り次のいずれかに該当する場合その他
これらに準ずる場合で、職員が勤務し
ないことが相当であると認められると
き
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊
した場合で、当該職員がその復旧作
業等を行い、又は一時的に避難して
いるとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に
属する者の生活に必要な水、食料等
が著しく不足している場合で、当該
職員以外にはそれらの確保を行うこ
とができないとき。

７日の範囲
内の期間



ら当該職員の申出に基づく施行日以後の日（初日から起
算して６月を経過する日までの日に限る。）までの期間
を指定するものとする。
（準備行為）
３ 前項の指定期間の指定の申出は、施行日前においても
行うことができる。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第19号
奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改
正する規程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部
を改正する規程

奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（昭和42年
奈良市水道局管理規程第５号）の一部を次のように改正す
る。
第５条第５項中第５号を第７号とし、第４号を第６号と
し、第３号の次に次の２号を加える。
⑷ 自己啓発等休業（法第26条の５第１項に規定する自
己啓発等休業をいう。以下同じ。）を始め、又は自己
啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

⑸ 配偶者同行休業（法第26条の６第１項に規定する配
偶者同行休業をいう。以下同じ。）を始め、又は配偶
者同行休業の終了により職務に復帰した場合

第６条第１項中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加
える。
第９条第１項を次のように改める。
扶養手当の月額は、条例第５条第２項第１号及び第３号
から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶
養親族たる配偶者、父母等」という。）については１人に
つき6,500円（給料表の適用を受ける職員でその職務の級
が８級であるもの（以下「給料表８級職員」という。）に
あつては、3,500円）、同項第２号に該当する扶養親族（以
下「扶養親族たる子」という。）については１人につき10,
000円とする。
第９条に次の１項を加える。
３ 扶養親族たる配偶者、父母等に係る扶養手当は、第１
項の規定にかかわらず、給料表の適用を受ける職員でそ
の職務の級が９級以上であるもの（以下「給料表９級以
上職員」という。）に対しては、支給しない。
第10条第１項中「がある場合又は職員に次の各号の一に
該当する」を「（給料表９級以上職員にあつては、扶養親
族たる子に限る。）がある場合、給料表９級以上職員から
給料表９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族た
る配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれ
かに掲げる」に改め、「（新たに職員となつた者に扶養親族
がある場合又は職員に第１号に該当する事実が生じた場合
において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含

む。）」を削り、同項第１号中「としての」を「たる」に、
「ようになつた」を「に至つた」に改め、同項第２号中
「としての」を「たる」に、「ようになつた」を「に至つ
た」に、「条例第５条第２項第２号又は第４号」を「扶養
親族たる子又は条例第５条第２項第３号若しくは第５号」
に改め、「至つた場合」の次に「及び給料表９級以上職員
に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者
がある場合」を加え、同項第３号及び第４号を削る。
第11条第１項中「者に扶養親族」の次に「（給料表９級

以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。）」を加え、
「には、その者」を「においてはその者」に、「扶養親族
がない」を「給料表９級以上職員から給料表９級以上職員
以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等が
ある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第１項
の規定による届出に係るものがないときはその職員が給料
表９級以上職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族（
給料表９級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。）
で同項の規定による届出に係るものがない場合においてそ
の」に、「前条第１項第１号」を「同項第１号」に、「生じ
た場合には、」を「生じたときは」に、「死亡した場合に
は」を「死亡した場合においては」に改め、「死亡した日」
の次に「、給料表９級以上職員以外の職員から給料表９級
以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同
項の規定による届出に係るものがある場合においてその職
員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものが
ないときはその職員が給料表９級以上職員となつた日」を
加え、「職員の扶養親族」の次に「（給料表９級以上職員に
あつては、扶養親族たる子に限る。）」を加え、「すべて」
を「全て」に、「至つた場合には、その」を「至つた場合
においてはその」に改め、同項ただし書中「、同項」を
「同項」に、「これ」を「、これ」に改め、同条第２項を
次のように改める。
２ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じ
た場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌
月（その日が月の初日であるときは、その日の属する
月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、
第１号又は第３号に掲げる事実が生じた場合における扶
養手当の支給額の改定について準用する。
⑴ 扶養手当を受けている職員に更に前条第１項第１号
に掲げる事実が生じた場合
⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族（給料表９級
以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。）で前
条第１項の規定による届出に係るものの一部が扶養親
族たる要件を欠くに至つた場合
⑶ 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で
前条第１項の規定による届出に係るものがある給料表
９級以上職員が給料表９級以上職員以外の職員となつ
た場合
⑷ 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第１項の規定に
よる届出に係るものがある給料表８級職員が給料表８
級職員及び給料表９級以上職員以外の職員となつた場
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合
⑸ 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第１項の規定に
よる届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定
による届出に係るものがある職員で給料表９級以上職
員以外のものが給料表９級以上職員となつた場合

⑹ 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第１項の規定に
よる届出に係るものがある職員で給料表８級職員及び
給料表９級以上職員以外のものが給料表８級職員とな
つた場合

⑺ 職員の扶養親族たる子で前条第１項の規定による届
出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が
特定期間にある子となつた場合

第12条の３第１項中「自ら居住するため住宅（借間を含
む。）を借り受け月額12,000円を超える家賃（使用料を含
む。以下同じ。）を支払つている職員（次に掲げる職員を
除く。）」を「次のいずれかに該当する職員」に改め、同項
各号を次のように改める。
⑴ 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において
同じ。）を借り受け、月額12,000円を超える家賃（使
用料を含む。以下同じ。）を支払つている職員（次に
掲げる職員を除く。）
ア 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律
により設置された法人で管理者が定めるものから貸
与された職員宿舎に居住している職員

イ 職員の扶養親族たる者（条例第５条第２項に規定
する扶養親族で第10条第１項の規定による届出がさ
れている者に限る。以下この号において同じ。）が
所有する住宅及び職員の配偶者（婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
含む。以下この号において同じ。）、父母又は配偶者
の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有
し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者
がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借
り受けて当該住宅に居住している職員

⑵ 条例第６条の２第１項の規定により単身赴任手当を
支給される職員で、配偶者が居住するための住宅（第
１号アに規定する職員宿舎及び同号イに規定する住宅
を除く。）を借り受け、月額12,000円を超える家賃を
支払つているもの又はそのものとの権衡上必要がある
と認められるものとして管理者が定めるもの

第19条の８の次に次の９条を加える。
（単身赴任手当）
第19条の９ 単身赴任手当の月額は、30,000円（最も経済
的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法に
よる職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さにつ
いて、管理者が定めるところにより算定した交通距離（
以下単に「交通距離」という。）が100キロメートル以上
である職員にあつては、その額に、次の各号に掲げる交
通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額
）とする。
⑴ 100キロメートル以上300キロメートル未満

8,000円
⑵ 300キロメートル以上500キロメートル未満

16,000円
⑶ 500キロメートル以上700キロメートル未満

24,000円
⑷ 700キロメートル以上900キロメートル未満

32,000円
⑸ 900キロメートル以上1,100キロメートル未満

40,000円
⑹ 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

46,000円
⑺ 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

52,000円
⑻ 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

58,000円
⑼ 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

64,000円
⑽ 2,500キロメートル以上 70,000円
（やむを得ない事情）
第19条の10 条例第６条の２第１項の管理者が定めるやむ
を得ない事情は、次に掲げる事情とする。
⑴ 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある
職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護する
こと。
⑵ 配偶者が学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条
に規定する学校その他の教育施設に在学している同居
の子を養育すること。
⑶ 配偶者が引き続き就業すること。
⑷ 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅（第12条
の３第１項第２号に掲げる住宅）を管理するため、引
き続き当該住宅に居住すること。
⑸ 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に
類する事情
（通勤困難の基準）
第19条の11 条例第６条の２第１項本文及びただし書の管
理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当するこ
ととする。
⑴ 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60
キロメートル以上であること。
⑵ 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60
キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、
交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困
難であると認められること。
（権衡上必要と認められる職員）
第19条の12 条例第６条の２第２項の権衡上必要があると
認められるものとして管理者が定める職員は、人事交流
等により職員となつた者とする。
（支給の調整）
第19条の13 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公
共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合
には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
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（届出）
第19条の14 新たに条例第６条の２第１項及び第２項の職
員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備
していることを証明する書類を添付して、管理者が定め
る様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等
を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任
手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居
等に変更があつた場合についても、同様とする。
２ 前項の場合において、やむを得ない事情があると認め
られるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出
することをもつて足りるものとする。
（確認及び決定）
第19条の15 管理者は、職員から前条第１項の規定による
届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、そ
の者が条例第６条の２第１項及び第２項の職員たる要件
を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の
月額を決定し、又は改定しなければならない。
２ 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決
定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事
項を管理者が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載す
るものとする。
（支給の方法）
第19条の16 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第
６条の２第１項及び第２項の職員たる要件を具備するに
至つた日の属する月の翌月（その日が月の初日であると
きは、その日の属する月）から開始し、職員が同条第１
項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月（その日
が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）を
もつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始につ
いては、第19条の14第１項の規定による届出がこれに係
る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、
その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の
初日であるときは、その日の属する月）から行うものと
する。
２ 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべ
き事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月
の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属す
る月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定
は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合につい
て準用する。
（事後の確認）
第19条の17 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けて
いる職員が条例第６条の２第１項及び第２項の職員たる
要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が
適正であるかどうかを随時確認するものとする。
２ 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認
めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証
明するに足る書類の提出を求めることができる。
別表第２を次のように改める。

別表第２（第２条関係）
級別標準職務表

別表第４課長及び職務の級８級の主幹の項中「及び職務
の級８級の主幹」を「並びに職務の級７級の室長及び主
幹」に改め、同表室長及び職務の級７級の主幹の項中「７
級」を「６級」に改め、同表課長補佐、室長補佐、所長及
び主査の項中「及び主査」を「、主査及び職務の級５級の
室長」に改める。
別表第６職務の級10級及び９級の職員並びに８級の職員
（管理者が定める職員に限る。）の項中「（管理者が定める
職員に限る。）」を削り、同表職務の級８級の職員（管理者
が定める職員に限る。）及び７級の職員の項中「８級の職
員（管理者が定める職員に限る。）及び７級」を「７級の
職員及び６級」に改め、同表職務の級６級及び５級の職員
の項中「６級及び５級」を「５級及び４級」に改め、同表
職務の級４級の職員及び３級の職員（管理者が定める職員
に限る。）の項中「４級の職員及び」を削る。

附 則
（施行期日）
１ この規程は、平成29年４月１日から施行する。
（平成32年３月31日までの間における扶養手当に関する
特例）
２ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間は、
この規程による改正後の奈良市企業職員の給与の支給等
に関する規程（以下「改正後給与規程」という。）第９
条第３項の規定は適用せず、改正後給与規程第９条第１
項、第10条第１項及び第11条の規定の適用については、
第９条第１項中「条例第５条第２項第１号及び第３号か
ら第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶
養親族たる配偶者、父母等」という。）」とあるのは「条
例第５条第２項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養
親族たる配偶者」という。）」と、「１人につき6,500円」
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職務
の級 標準的な職務の内容

１級 定型的な業務を行う職務

２級 主事の職務

３級 主務の職務

４級 係長又は主任の職務

５級

１ 課長補佐、室長補佐、所長又は主査の職務
２ 入札室長の職務
３ 会計室長の職務
４ 工事検査室長の職務

６級 課長、室長又は主幹の職務

７級 相当の経験を有する課長、室長又は主幹の職務

８級 部次長又は参事の職務

９級 部長、理事又は技監の職務

10級 相当高度な又は特に困難な業務を担う部長の職務



とあるのは「11,500円」と、「、3,500円）、同項第２号」
とあるのは「10,500円、給料表の適用を受ける職員でそ
の職務の級が９級以上であるもの（以下「給料表９級以
上職員」という。）にあつては10,000円）、同項第２号」
と、「10,000円」とあるのは「8,000円（職員に配偶者が
ない場合にあつては、そのうち１人については10,000
円）、同項第３号から第６号までのいずれかに該当する
扶養親族（以下「扶養親族たる父母等」という。）につ
いては１人につき6,500円（職員に配偶者及び扶養親族
たる子がない場合にあつては、そのうち１人については
9,000円）」と、第10条第１項中「扶養親族（給料表９級
以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。）がある
場合、給料表９級以上職員から給料表９級以上職員以外
の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」と
あるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その
旨（新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職
員に第１号に掲げる事実が生じた場合において、その職
員に配偶者がないときは、その旨を含む。）」と、同項第
１号中「場合（給料表９級以上職員に扶養親族たる配偶
者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を
除く。）」とあるのは「場合」と、同項中
「⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
（扶養親族たる子又は条例第５条第２項第３号若
しくは第５号に該当する扶養親族が、満22歳に達
した日以後の最初の３月31日の経過により、扶養
親族たる要件を欠くに至つた場合及び給料表９級
以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件
を欠くに至つた者がある場合を除く。） 」

とあるのは
「⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合
（扶養親族たる子又は条例第５条第２項第３号若
しくは第５号に該当する扶養親族が、満22歳に達
した日以後の最初の３月31日の経過により、扶養
親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。）
⑶ 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある
職員が配偶者のない職員となつた場合（前号に該
当する場合を除く。）

⑷ 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある
職員が配偶者を有するに至つた場合（第１号に該
当する場合を除く。） 」

と、第11条第１項中「扶養親族（給料表９級以上職員に
あつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養
親族」と、「なつた日、給料表９級以上職員から給料表
９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配
偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族た
る子で前条第１項の規定による届出に係るものがないと
きはその職員が給料表９級以上職員以外の職員となつた
日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届
出に係るものがない場合」とあるのは「前条第１項の規
定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、
給料表９級以上職員以外の職員から給料表９級以上職員

となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規
定による届出に係るものがある場合においてその職員に
扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがな
いときはその職員が給料表９級以上職員となつた日」と
あるのは「死亡した日」と、同条第２項中「においては、
その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員につ
いて前条第１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生
じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあ
るのは「これらの日が」と、「第１号又は第３号」とあ
るのは「第１号」と、「の改定」とあるのは「の改定（
扶養親族たる子で前条第１項の規定による届出に係るも
のがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者
を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係
る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で
同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配
偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係る
もののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる
子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係
る扶養手当の支給額の改定を除く。）、扶養手当を受けて
いる職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出
に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合
における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の
改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる
父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で
あつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るも
ののないものが配偶者のない職員となつた場合における
当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改
定」と、同項第２号中「扶養親族（給料表９級以上職員
にあつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶
養親族」と、同項第３号中「扶養親族たる配偶者、父母
等及び扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる配偶
者」と、同項第４号中「扶養親族たる配偶者、父母等」
とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、同項第５号中「
扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族た
る配偶者」と、「及び扶養親族たる子で同項の規定によ
る届出に係るものがある職員で」とあるのは「がある」
と、「のもの」とあるのは「の職員」と、同項第６号中
「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族
たる配偶者」とする。
３ 平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間は、
改正後給与規程第９条第３項の規定は適用せず、改正後
給与規程第９条第１項、第10条第１項及び第11条の規定
の適用については、第９条第１項中「条例第５条第２項
第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する
扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。
）」とあるのは「条例第５条第２項第１号に該当する扶
養親族（以下「扶養親族たる配偶者」という。）」と、
「１人につき6,500円」とあるのは「10,000円」と、「、
3,500円）、同項第２号」とあるのは「8,000円、給料表
の適用を受ける職員でその職務の級が９級以上であるも
の（以下「給料表９級以上職員」という。）にあつては6,
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500円）、同項第２号」と、「とする」とあるのは「、同
項第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族
については１人につき6,500円とする」と、第10条第１
項中「扶養親族（給料表９級以上職員にあつては、扶養
親族たる子に限る。）がある場合、給料表９級以上職員
から給料表９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養
親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、
同項第１号中「場合（給料表９級以上職員に扶養親族た
る配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある
場合を除く。）」とあり、及び同項第２号中「場合及び給
料表９級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要
件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、
第11条第１項中「扶養親族（給料表９級以上職員にあつ
ては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親
族」と、「なつた日、給料表９級以上職員から給料表９
級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶
者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる
子で前条第１項の規定による届出に係るものがないとき
はその職員が給料表９級以上職員以外の職員となつた
日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届
出に係るものがない場合」とあるのは「前条第１項の規
定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、
給料表９級以上職員以外の職員から給料表９級以上職員
となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規
定による届出に係るものがある場合においてその職員に
扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがな
いときはその職員が給料表９級以上職員となつた日」と
あるのは「死亡した日」と、同条第２項中「第１号又は
第３号」とあるのは「第１号」と、同項第２号中「扶養
親族（給料表９級以上職員にあつては、扶養親族たる子
に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第３号中「
扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」とあ
るのは「扶養親族たる配偶者」と、同項第４号中「扶養
親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族たる配
偶者」と、同項第５号中「扶養親族たる配偶者、父母等
」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「及び扶養親
族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員
で」とあるのは「がある」と、「のもの」とあるのは「
の職員」と、同項第６号中「扶養親族たる配偶者、父母
等」とあるのは「扶養親族たる配偶者」とする。
４ 平成31年４月１日から平成32年３月31日までの間は、
改正後給与規程第９条第３項の規定は適用せず、改正後
給与規程第９条第１項、第10条第１項及び第11条の規定
の適用については、第９条第１項中「条例第５条第２項
第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する
扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。
）」とあるのは「条例第５条第２項第１号に該当する扶
養親族（以下「扶養親族たる配偶者」という。）」と、「
１人につき6,500円」とあるのは「8,500円」と、「、3,
500円）、同項第２号」とあるのは「5,500円、給料表の
適用を受ける職員でその職務の級が９級以上であるもの

（以下「給料表９級以上職員」という。）にあつては3,
500円）、同項第２号」と、「とする」とあるのは「、同
項第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族
については１人につき6,500円（給料表８級職員及び給
料表９級以上職員（以下「給料表８級以上職員」とい
う。）にあつては、3,500円）とする」と、第10条第１項
中「扶養親族（給料表９級以上職員にあつては、扶養親
族たる子に限る。）がある場合、給料表９級以上職員か
ら給料表９級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親
族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同
項第１号中「場合（給料表９級以上職員に扶養親族たる
配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場
合を除く。）」とあり、及び同項第２号中「場合及び給料
表９級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件
を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、
第11条第１項中「扶養親族（給料表９級以上職員にあつ
ては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親
族」と、「なつた日、給料表９級以上職員から給料表９
級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶
者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる
子で前条第１項の規定による届出に係るものがないとき
はその職員が給料表９級以上職員以外の職員となつた
日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届
出に係るものがない場合」とあるのは「前条第１項の規
定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、
給料表９級以上職員以外の職員から給料表９級以上職員
となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規
定による届出に係るものがある場合においてその職員に
扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがな
いときはその職員が給料表９級以上職員となつた日」と
あるのは「死亡した日」と、同条第２項中「第１号又は
第３号」とあるのは「第１号」と、同項第２号中「扶養
親族（給料表９級以上職員にあつては、扶養親族たる子
に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第３号中
「扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子」と
あるのは「条例第５条第２項第１号及び第３号から第６
号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族
たる配偶者、父母等」という。）」と、「給料表９級以上
職員」とあるのは「給料表８級以上職員」と、同項第４
号中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養
親族たる配偶者」と、「給料表８級職員及び給料表９級
以上職員以外の職員」とあるのは「給料表９級以上職
員」と、同項第５号中「及び扶養親族たる子で同項の規
定による届出に係るものがある職員で給料表９級以上職
員以外のもの」とあるのは「がある給料表８級以上職員
以外の職員」と、同項第６号中「扶養親族たる配偶者、
父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「給料
表８級職員及び給料表９級以上職員以外のもの」とある
のは「給料表９級以上職員」とする。
（職務の級の切替え）
５ 平成29年４月１日（以下「切替日」という。）の前日
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においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」と
いう。）が附則別表に掲げられている職務の級であった
職員の切替日における職務の級（以下「新級」という。）
は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とす
る。この場合において、同欄に２つの職務の級が掲げら
れているときは、管理者の定めるところにより、そのい
ずれかの職務の級とする。
（号級の切替え）
６ 切替日の前日においてこの規程による改正前の奈良市
企業職員の給与の支給等に関する規程（以下「改正前給
与規程」という。）別表第１の給料表の適用を受けてい
た職員の切替日における号給（以下「新号給」という。）
は、切替日の前日においてその者が受けていた号給（以
下「旧号給」という。）の給料月額と同じ額の号給（同
じ額の号給がない場合は、その額の直近下位の額の号
給）とする。
（切替日前の異動者の号給の調整）
７ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理
者が別に定める職員の新号給については、その者が切替
日において職務の級を異にする異動等をしたものとした
場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者
が別に定めるところにより、必要な調整を行うことがで
きる。
（職員が受けていた号給等の基礎）
８ 前３項の規定の適用については、これらの規定に規定
する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた
号給又は給料月額は、改正前給与規程の規定に従って定
められたものでなければならない。
（職務の級及び号級の切替えに伴う経過措置）
９ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間、切
替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職
員で、その者の受ける給料月額が平成29年３月31日（同
日において奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程
等の一部を改正する規程（平成26年奈良市企業局管理規
程第15号。以下「平成26年改正規程」という。）附則第
６項から第８項までの規定により給料の支給を受けてい
る者にあっては、平成26年改正規程附則第１項ただし書
に規定する規定の施行の日（次項において「平成26年改
正規程一部施行日」という。）の前日）において受けて
いた給料月額に達しないこととなるもの（管理者が別に
定める職員を除く。）には、給料月額のほか、その差額
に相当する額（改正後給与規程附則第13項の規定により
給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に
100分の98.5を乗じて得た額）を給料として支給する。
10 平成30年４月１日から当分の間、切替日の前日から引
き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受
ける給料月額が平成29年３月31日（同日において平成26
年改正規程附則第６項から第８項までの規定により給料
の支給を受けている者にあっては、平成26年改正規程一
部施行日の前日）において受けていた給料月額に達しな
いこととなるもの（管理者が別に定める職員を除く。）

には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料と
して支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員
（前２項に規定する職員を除く。）について、前２項の
規定による給料を支給される職員との権衡上必要がある
と認められるときは、当該職員には、管理者の定めると
ころにより、前２項の規定に準じて、給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなっ
た職員について、任用の事情等を考慮して前３項の規定
による給料を支給される職員との権衡上必要があると認
められるときは、当該職員には、管理者の定めるところ
により、前３項の規定に準じて、給料を支給する。
13 切替日から平成30年３月31日までの間、附則第９項（
前２項の規定により準じて支給する場合を含む。）の規
定による給料を支給される職員に関する改正後給与規程
第31条第４項（改正後給与規程第32条第４項において準
用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）
の規定の適用については、改正後給与規程第31条第４項
中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と奈良市企
業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規
程（平成29年奈良市企業局管理規程第19号）附則第９項
（附則第11項又は第12項の規定により準じて支給する場
合を含む。）の規定による給料の額との合計額」とする。

14 平成30年４月１日から当分の間、附則第10項（附則第
11項又は第12項の規定により準じて支給する場合を含む。
）の規定による給料を支給される職員に関する改正後給
与規程第31条第４項の規定の適用については、同項中「
給料の月額」とあるのは、「給料の月額と奈良市企業職
員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程（
平成29年奈良市企業局管理規程第19号）附則第10項（附
則第11項又は第12項の規定により準じて支給する場合を
含む。）の規定による給料の額との合計額」とする。
（規則への委任）
15 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規
程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
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附則別表（附則第５項関係）
職務の級の切替表

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第20号
奈良市企業局組織規程の一部を改正する規程を次のよう
に定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局組織規程の一部を改正する規程
奈良市企業局組織規程（平成14年奈良市水道局管理規程
第２号）の一部を次のように改正する。
目次中「第６条」を「第７条」に、「第７条」を「第８
条」に改める。
第２条第２項を次のように改める。
２ 前項の経営部、管理部及び設計工務部に次の課、室及
び係を設置する。
経営部
経営管理課 経営係 広域連携係
官民連携推進課
東部上下水道管理室

企業総務課 総務法制係 職員係
入札室

財務課 財政係 経理係 資産管理係
会計室

情報料金課 管財係 料金係 情報管理係
管理部
水道計画管理課 総務係 配水計画係 管路情報係
漏水対策室 管理第一係 管理第二係

下水道計画管理課 総務係 事業計画係
管渠管理係 施設管理係
工事検査室

浄水課 総務係 管理第一係 管理第二係
水質管理係

設計工務部
企業技術監理課 総務係 設計積算係 監理指導係
給排水課 管理係 給水装置第一係
給水装置第二係 排水設備係
工務第一課 契約調整係 施設係 工務第一係
工務第二係
工務第二課 契約調整係 下水道整備係
水道移設係 給水管更新係

第３条経営係の部分の第１号を削り、同部分中第２号を
第１号とし、第３号から第９号までを１条ずつ繰り上げ、
同部分の第10号中「水道」を「水道事業」に改め、同号を
同部分の第９号とし、同部分の第11号中「市広報広聴課」
を「市広報戦略課」に改め、同号を同部分の第10号とし、
同部分中第12号を第11号とし、第13号から第21号までを１
号ずつ繰り上げ、同条官民連携係の部分を次のように改め
る。
広域連携係
⑴ 広域連携事業の調査、企画及び計画に関すること。
⑵ 奈良県内地域及び近隣地域の広域連携事業の推進
に関すること。
⑶ 広域連携推進事業に係る関係部署との連絡調整に
関すること。
⑷ 北和都市水道事業協議会に関すること。
⑸ 日本水道協会事務に関すること。
⑹ 日本下水道協会事務に関すること。
⑺ 奈良県都市水道事業協議会事務に関すること。
⑻ 国際協力機構（ＪＩＣＡ）に関すること。
第10条を削り、第９条第１項管理第一係の部分の第１号
中「奈良市役所出張所設置条例（昭和30年奈良市条例第35
号）別表（以下「出張所設置条例別表」という。）」を「出
張所設置条例別表」に改め、「（奈良市水道事業給水条例
（昭和33年奈良市条例第14号）別表第４に定める加算分担
金徴収地域をいう。以下同じ。）」を削り、同項管理第二係
の部分の第３号を次のように改める。

⑶ 須川ダム施設等並びに東部地域のうち管理者が指
定する送水施設及び配水池の維持管理に関すること。

第９条第１項に次のように加える。
水質管理係
⑴ 水質試験に関すること。
⑵ 水質試験に係る精度管理に関すること。
⑶ 水質試験の統計及び記録の保管等に関すること。
⑷ 薬品及び分析機器の管理に関すること。
⑸ 水質に関する調査及び研究に関すること。
⑹ 布目・白砂川水質協議会等の連絡調整に関するこ
と。
⑺ 水源地域の保全に係る総合企画に関すること。
⑻ 奈良市水道水源保護指導要綱に関すること。
⑼ 関係官庁への報告業務に関すること。
第９条第２項を削り、同条第１項の項番号を削り、同条
を第10条とする。
第８条第１項事業計画係の部分の第２号中「計画」の次
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旧級 新級

１級 １級

２級 ２級

３級 ３級

４級 ３級

５級 ４級

６級 ５級

７級 ６級

８級
７級

８級

９級 ９級

10級 10級



に「及び調査」を加え、同部分に次の４号を加える。
⑺ 公共下水道等の供用開始の告示に関すること。
⑻ 公共下水道等の地下埋設協議に関すること。
⑼ 公共下水道等管理者以外の者が行う公共下水道施
設の審査及び指導に関すること。

⑽ 開発行為の事前協議、指導及び調整に関すること。
第８条第１項管渠管理係の部分の第１号を削り、同部分
中第２号を第１号とし、第３号を削り、同部分の第４号中
「東部上下水道管理課」を「東部上下水道管理室」に改め、
同号を同部分の第２号とし、同部分中第５号を第３号とし、
第６号を第４号とし、同条第２項中第３号を削り、第４号
を第３号とし、第５号を第４号とし、同条を第９条とする。
第７条第２項維持係の部分中「維持係」を「管理第一

係」に改め、同部分の第１号中「並びに道路復旧」を削り、
同部分の第４号を次のように改める。
⑷ 修繕業務管理システムの構築に関すること。
第７条第２項維持係の部分の第８号を削り、同項予防係
の部分を次のように改める。
管理第二係
⑴ 有収率向上のための漏水防止の調査及び計画に関
すること。

⑵ 漏水修繕後の道路復旧に関すること。
⑶ 漏水対策に係る業務指標（ＰＩ）に関すること。
⑷ 他工事発注における委託業務の指導及び監督に関
すること。

⑸ 配水管等の破損事故に係る工事負担金等の収納及
び滞納整理に関すること。

⑹ 濁水、出水不良等の対応に関すること。
⑺ 管理第一係の第１号及び第３号の事務に関するこ
と。

第７条を第８条とする。
第６条の見出し中「料金管財課」を「情報料金課」に改
め、同条中「料金管財課」を「情報料金課」に改め、同条
の管理係の部分中「管理係」を「料金係」に改め、同部分
の第12号、第13号及び第16号中「メータ」を「メーター」
に改め、同条情報管理係の部分の第３号中「情報システム
及び」を削り、同部分の第７号を削り、同条を第７条とす
る。
第５条第１項財政係の部分の第６号を削り、第５号を第
６号とし、第４号の次に次の１号を加える。
⑸ 決算書の作成に関すること。

第５条第１項財政係の部分中第８号を削り、同項経理係
の部分中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から
第10号までを１号ずつ繰り上げ、同部分に次の１号を加え
る。

⑽ 課の庶務に関すること。
第５条第２項に次の２号を加える。
⑸ 職員の給与の支給に関すること。
⑹ 職員の源泉徴収に関すること。

第５条を第６条とする。
第４条第１項総務係の部分中「総務係」を「総務法制係

」に改め、同部分中第７号から第９号までを削り、同部分
の第10号中「その他」を「局の」に改め、同号を同部分の
第７号とし、同部分中第11号を第８号とし、第12号を第９
号とし、第13号を第10号とし、同項職員係の部分の第８号
中「の支給」を削り、同部分中第９号を削り、第10号を第
９号とし、第11号から第14号までを１号ずつ繰り上げ、同
条を第５条とする。
第３条の次に次の１条を加える。
（官民連携推進課の事務）
第４条 官民連携推進課の事務分掌は、おおむね次のとお
りとする。
⑴ 課の収入調定及び収納に関すること。
⑵ 旧簡易水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業の水利協
定及び借地占用の協議等に関すること。
⑶ 東部地域（奈良市水道事業給水条例（昭和33年奈
良市条例第14号）別表第４に定める加算分担金徴収
地域をいう。以下同じ。）等水道整備事業の事務整
理に関すること。
⑷ 都祁水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業に係る関係
部署との連絡調整に関すること。
⑸ 奈良市役所出張所設置条例（昭和30年奈良市条例
第35号）別表（以下「出張所設置条例別表」という。
）に定める月ヶ瀬行政センター所管地域の公共下水
道の認可に関すること。
⑹ 官民連携事業の調査、企画及び計画に関すること。
⑺ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の官民連携事
業の推進に関すること。
⑻ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の官民連携事
業で実施する技術研究に関すること。
⑼ 課の庶務に関すること。

２ 東部上下水道管理室の事務分掌は、おおむね次のとお
りとする。
⑴ 主管事務に関する文書の収発に関すること。
⑵ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の断水予告に
関すること。
⑶ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の送水施設及
び配水池の維持管理に関すること。
⑷ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の配水統制に
関すること。
⑸ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の給水装置、
配水管及び配水管附属設備の修繕並びに路面復旧に
関すること。
⑹ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の消火栓の整
備工事に関すること。
⑺ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の修繕工事に
従事する委託業者の指導及び監督に関すること。
⑻ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の濁水、出水
不良等の対応に関すること。
⑼ 水道修繕用材料等及び器具の管理に関すること。
⑽ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の水道事業の
部外者工事の地下埋設物事前協議に関すること。
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⑾ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の水道事業の
部外者工事の立会及び協議並びに調整に関すること。

⑿ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の水道施設整
備計画の立案、調整、設計及び工事の施行に関する
こと。

⒀ 旧簡易水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業の不用施
設撤去計画の立案、調整、設計及び工事の施行に関
すること。

⒁ 東部地域等水道整備事業の設計図書等の整理及び
保管に関すること。

⒂ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の配水管の改
良工事の設計及び施行に関すること。

⒃ 東部地域、都祁地域及び月ヶ瀬地域の受託工事（
給水装置工事及び修繕工事を除く。）及び移設工事
の設計及び施行に関すること。

⒄ 東部地域（米谷町、中畑町、興隆寺町、南椿尾町、
北椿尾町及び菩提山町を除く。）の農業集落排水処
理施設の管路（マンホールポンプを除く。）の維持
管理及び補修工事に関すること。

⒅ 出張所設置条例別表に定める月ヶ瀬行政センター
所管地域の公共下水道等の管路（マンホールポンプ
を除く。）の維持管理及び補修工事に関すること。

⒆ 水道料金等の窓口収納に関すること。
⒇ 水道料金等に係る相談に関すること。

第11条総務係の部分の第２号中「水道技術」を「上下水
道技術」に改め、同部分中第３号を削り、第４号を第３号
とし、第５号を第４号とし、同条設計積算係の部分の第３
号中「水道施設工事」を「上下水道施設工事」に改め、同
部分の第４号中「局水道施設工事」を「上下水道施設工事
」に改め、同部分の第６号中「水道施設工事」を「上下水
道施設工事」に改め、同条監理指導係の部分に次の１号を
加える。

⑷ 工事発注関係業務検討委員会に関すること。
第12条給水装置第二係の部分に次の２号を加える。
⑸ 指定給水装置工事事業者に係る給水装置工事の検
査に関すること。

⑹ 給水管のデータベース入力に関すること。
第12条排水設備係の部分の第８号中「公共下水道管理者
」を「取付管に係る公共下水道管理者」に改め、同部分の
第10号及び第11号を削る。
第13条の見出し中「水道工務課」を「工務第一課」に改
め、同条中「水道工務課」を「工務第一課」に改め、同条
施設係の部分に次の１号を加える。

⑷ 送配水管の更新及び耐震化工事（改良工事を含む。
）の施行に関すること。

第13条工務第一係の部分中第１号を削り、第２号を第１
号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、同条
工務第二係の部分の第４号を削り、同条工務第三係の部分
を削る。
第14条の見出し中「下水道工務課」を「工務第二課」に
改め、同条中「下水道工務課」を「工務第二課」に改め、

同条に次のように加える。
給水管更新係
⑴ 鉛給水管解消に係る調査及び研究に関すること。
⑵ 鉛給水管布設替工事の施行に関すること。
⑶ 鉛給水管に係る広報及び情報提供に関すること。
⑷ その他鉛給水管に関すること。
附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第21号
奈良市企業局組織規程の一部改正に伴う関連規程の整備
に関する規程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局組織規程の一部改正に伴う関連規程の
整備に関する規程

（奈良市企業局事務専決規程の一部改正）
第１条 奈良市企業局事務専決規程（昭和41年奈良市水道
局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。
第４条経営管理課長の部分の次に次のように加える。
官民連携推進課長
⑴ 官民連携事業の調査、企画及び計画に関すること。
⑵ 官民連携事業で実施する技術研究に関すること。
東部上下水道管理室長
⑴ 修繕工事の施行
⑵ 現場監督員の選任
⑶ 工事検査員（所属職員に限る。）の指名
⑷ 工事施行に伴う断水
⑸ 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、
報告、照会、回答及び通知
⑹ 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務
に関し、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理
第４条企業総務課長の部分の第４号中「規程」を「の
規定」に改め、「定例の諸給与その他の」を削り、同条
財務課長の部分中第１号を削り、第２号を第１号とし、
同号の次に次の１号を加える。
⑵ 条例その他の規定に基づく定例の諸給与の支出
第４条財務課長の部分の次に次のように加える。
会計室長
⑴ 債権債務の確定した収入及び支払
⑵ 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、
報告、照会、回答及び通知
⑶ 前２号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務
に関し、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理
第４条料金管財課長の部分中「料金管財課長」を「情
報料金課長」に改め、同条水道計画管理課長の部分の第
３号を削り、第４号を第３号とし、同条浄水課長の部分
に次の１号を加える。
⑷ 水質試験の受託及び委託
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第４条水質管理室長の部分及び東部上下水道管理課長
の部分を削り、同条水道工務課長の部分中「水道工務課
長」を「工務第一課長」に改め、同条下水道工務課長の
部分中「下水道工務課長」を「工務第二課長」に改める。
（奈良市企業局局議規程の一部改正）
第２条 奈良市企業局局議規程（昭和61年奈良市水道局管
理規程第18号）の一部を次のように改正する。
第３条中「、経営部次長、管理部次長」を「、経営部

参事」に改める。
（奈良市企業局例規審査委員会規程の一部改正）
第３条 奈良市企業局例規審査委員会規程（昭和60年奈良
市水道局管理規程第13号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項第４号中「経営部次長」を「経営部参事

」に改める。
（奈良市企業局労働安全衛生委員会規程の一部改正）
第４条 奈良市企業局労働安全衛生委員会規程（昭和55年
奈良市水道局管理規程第１号）の一部を次のように改正
する。
第３条第４項中「前項第５号の委員以外の」を削る。

（奈良市企業局指定給水装置工事事業者審査委員会規程
の一部改正）
第５条 奈良市企業局指定給水装置工事事業者審査委員会
規程（平成10年奈良市水道局管理規程第８号）の一部を
次のように改正する。
第３条第５項中「料金管財課長」を「情報料金課長」

に、「東部上下水道管理課長」を「東部上下水道管理室
長」に、「及び水道工務課長」を「、工務第一課長及び
工務第二課長」に改める。
（奈良市企業局開発行為等給水審査委員会規程の一部改
正）
第６条 奈良市企業局開発行為等給水審査委員会規程（平
成３年奈良市水道局管理規程第10号）の一部を次のよう
に改正する。
第４条第３項各号を次のように改める。
⑴ 管理部長
⑵ 設計工務部長
⑶ 水道計画管理課長
⑷ 浄水課長
⑸ 給排水課長
⑹ 工務第一課長
⑺ 工務第二課長
第７条第１項中「第２条第２号」を「第２条第１項第

２号」に改める。
（奈良市企業局公印規程の一部改正）
第７条 奈良市企業局公印規程（昭和55年奈良市水道局管
理規程第８号）の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
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別表（第６条関係）
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（奈良市企業局情報化推進に関する規程の一部改正）
第８条 奈良市企業局情報化推進に関する規程（平成24年
奈良市水道局管理規程第６号）の一部を次のように改正
する。
第４条第５項中「経営部次長、管理部次長」を「経営

部参事」に、「料金管財課長」を「情報料金課長」に改
め、「、企業技術監理課長」を削る。
第10条中「料金管財課」を「情報料金課」に改める。
（奈良市企業局会計規程の一部改正）
第９条 奈良市企業局会計規程（平成26年奈良市企業局管
理規程第９号）の一部を次のように改正する。
第８条第２項第２号中「料金管財課」を「情報料金

課」に、同項第４号中「東部上下水道管理課」を「東部
上下水道管理室」に改める。
第68条第２項及び第69条中「料金管財課長」を「情報

料金課長」に改める。
（奈良市企業局庁舎管理規程の一部改正）
第10条 奈良市企業局庁舎管理規程（平成14年奈良市水道
局管理規程第８号）の一部を次のように改正する。
本則の表本庁の項代理者の欄中「料金管財課長」を「

情報料金課長」に改める。
（奈良市企業局公用車管理規程の一部改正）
第11条 奈良市企業局公用車管理規程（昭和48年奈良市水
道局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項中「料金管財課管財係長」を「情報料金

課料金係長」に改める。
第15条第３項中「料金管財課長」を「情報料金課長」

に改める。
（奈良市企業局自家用電気工作物施設保安規程の一部改
正）
第12条 奈良市企業局自家用電気工作物施設保安規程（昭
和40年水道局管理規程第９号）の一部を次のように改正
する。
別表第１及び別表第２を次のように改める。
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別表第１（第３条関係）
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別表第２（第３条関係）
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附 則
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第22号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正
する規程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程の一部を
改正する規程

奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。
第６条第１項に後段として次のように加える。
この場合において、指定工事業者は、条例別表第１に

定める指定給水装置工事事業者指定手数料を指定工事業
者証交付の際、納入しなければならない。
附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局管理規程第23号
奈良市水道給水装置の用途の認定基準に関する規程の一
部を改正する規程を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市水道給水装置の用途の認定基準に関する規程
の一部を改正する規程

奈良市水道給水装置の用途の認定基準に関する規程（昭
和43年奈良市水道局管理規程第24号）の一部を次のように
改正する。
本則中「別表第１」を「別表第２」に改める。
附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第14号
奈良市企業局において発行する納付書、納入通知書及び
領収書の一部を改正する告示を次のとおり定める。
平成29年３月31日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局において発行する納付書、納入通知書
及び領収書の一部を改正する告示

奈良市企業局において発行する納付書、納入通知書及び
領収書（昭和55年水道局告示第９号）の一部を次のように
改正する。
別記第７号様式中「料金管財課」を「情報料金課」に改
める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）

消 防
奈良市消防局長訓令甲第１号

全 職 員
奈良市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市消防局長 酒 井 孝 師
奈良市消防署の組織に関する規程の一部を改正する
訓令

奈良市消防署の組織に関する規程（昭和58年奈良市消防
長訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。
第６条を次のように改める。
（分署の組織及び分掌事務）
第６条 分署に次の小隊を置く。
第一消防救急小隊
第二消防救急小隊
第三消防救急小隊
第一消防小隊
第二消防小隊
第三消防小隊
第一救急小隊
第二救急小隊
第三救急小隊
２ 前項の各小隊の分掌事務は、おおむね次のとおりとす
る。
第一消防救急小隊
第二消防救急小隊
第三消防救急小隊
⑴ 文書の収発及び保管整理に関すること。
⑵ 警備計画及び訓練に関すること。
⑶ 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。
⑷ 消防水利の調査及び保全に関すること。
⑸ 査察及びその他の防火指導に関すること。
⑹ 救急対策及び救急処置に関すること。
⑺ 救急及び消防機械器具の整備保全に関すること。
⑻ 所轄に係る消防団の連絡及び協力等に関すること。
⑼ 自衛消防隊の訓練及び指導に関すること。
⑽ 火災その他の災害の調査に関すること。
⑾ 消防相談に関すること。
⑿ 署所の軽微な庁中管理に関すること。
⒀ 火災原因及び損害の調査に関すること。
⒁ 公務による交通事故の物損処理に関すること。
⒂ 女性防災クラブ及び幼年消防クラブに関すること。
⒃ 救急統計に関すること。
⒄ その他管内の消防及び救急業務に関すること。
第一消防小隊
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第二消防小隊
第三消防小隊
⑴ 文書の収発及び保管整理に関すること。
⑵ 警備計画及び訓練に関すること。
⑶ 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。
⑷ 消防水利の調査及び保全に関すること。
⑸ 査察及びその他の防火指導に関すること。
⑹ 消防の機械器具の整備保全に関すること。
⑺ 所轄に係る消防団の連絡及び協力等に関すること。
⑻ 自衛消防隊の訓練及び指導に関すること。
⑼ 火災その他の災害の調査に関すること。
⑽ 消防相談に関すること。
⑾ 署所の軽微な庁中管理に関すること。
⑿ 火災原因及び損害の調査に関すること。
⒀ 公務による交通事故の物損処理に関すること。
⒁ 女性防災クラブ及び幼年消防クラブに関すること。
⒂ その他管内の消防業務に関すること。

第一救急小隊
第二救急小隊
第三救急小隊
⑴ 文書の収発及び保管整理に関すること。
⑵ 救急対策及び救急処置に関すること。
⑶ 救急の機械器具の整備保全に関すること。
⑷ 火災その他の災害の調査に関すること。
⑸ 消防相談に関すること。
⑹ 署所の軽微な庁中管理に関すること。
⑺ 公務による交通事故の物損処理に関すること。
⑻ 救急統計に関すること。
⑼ その他管内の救急業務に関すること。
附 則

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月31日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市消防局長訓令甲第２号

全 職 員
奈良市消防吏員の階級別定数規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。
平成29年３月31日

奈良市消防局長 酒 井 孝 師
奈良市消防吏員の階級別定数規程の一部を改正する
訓令

奈良市消防吏員の階級別定数規程（昭和58年奈良市消防
長訓令甲第23号）の一部を次のように改正する。
本則第３号中「20人」を「19人」に改め、第４号中「45
人」を「48人」に改め、第５号中「132人」を「128人」に
改め、第６号中「112人」を「119人」に改め、第７号中
「２人」を「１人」に改め、第８号中「95人」を「91人」
に改める。

附 則
この訓令は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第５号
平成29年３月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成29年３月９日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

１ 日 時
平成29年３月14日（火）
午前10時00分から

２ 場 所
奈良市役所 中央棟６階 第１研修室

３ 会議に付すべき事件
議事
議案第68号 教育委員会の権限に属する事務の補助執行

の協議について
議案第69号 平成29年４月市費支弁教職員の人事につい

て
議案第70号 平成29年４月県費負担教員の人事について
議案第71号 奈良市立学校教職員の人事評価に関する苦

情処理要綱の制定について
議案第72号 奈良市指定文化財の指定について
その他
⑴ 奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業につ
いて ２月～３月

傍聴受付は、開催日の午前９時00分から午前９時50分ま
でです。定員は５名で、定員になり次第締切させていただ
きます。

（平成29年３月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第６号
奈良市文化財保護条例（昭和53年奈良市条例第７号）第
４条第１項の規定により、平成29年３月14日次のとおり奈
良市指定文化財を指定したので、同条例第９条の規定に基
づき告示します。
平成29年３月14日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

―222―

平成29年９月12日
（火 曜 日）第339号 奈 良 市 公 報



（平成29年３月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第７号
平成29年３月臨時教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成29年３月24日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

１ 日 時
平成29年３月26日（日）
午前９時00分から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 会議に付すべき事件
議事
議案第71号 奈良市立学校教職員の人事評価に関する苦

情処理要綱の制定について（継続審議）
議案第73号 奈良市立小・中学校遠距離通学児童・生徒

通学費助成金交付要綱の一部改正について
議案第74号 市長の権限に属する事務の委任について
議案第75号 教育委員会の事務の補助執行に関する協議

書の制定について
議案第76号 奈良市教育委員会の権限に属する事務の補

助執行に関する規則の一部改正について
議案第77号 奈良市教育委員会事務局組織に関する規則

の一部改正について
議案第78号 奈良市教育委員会事務専決規程の一部改正

について
議案第79号 奈良市教育委員会の権限に属する事務の一

部を市長の補助機関である職員に委任する
協議について

議案第80号 苦情処理委員会の委任の任命について
議案第81号 任命権者間協議を要する職員の人事につい

て
議案第82号 非常勤特別職の任用について
議案第83号 平成29年４月教育委員会事務局の教育職及

び指導主事の人事について
議案第84号 学校園の用務員・給食調理員・自動車運転

手の人事について
議案第85号 一条高等学校の特定任期付教員の任用につ

いて
傍聴受付は、開催日の午前８時00分から午前８時50分ま
でです。定員は５名で、定員になり次第締切させていただ
きます。

（平成29年３月24日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す
る規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年３月26日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

奈良市教育委員会規則第２号
奈良市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に
関する規則の一部を改正する規則

奈良市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す
る規則（平成20年奈良市教育委員会規則第12号）の一部を
次のように改正する。
別表を次のように改める。

―223―

奈 良 市 公 報 第339号
平成29年９月12日
（火 曜 日）

分類 件 名 数量 所有者・所在地 備 考

建造物 八幡神社能舞台 １棟 八幡神社
奈良市月ヶ瀬石打2370 江戸時代

絵画 絹本著色地蔵十王図 ４幅 来迎寺
奈良市来迎寺町126 室町時代

彫刻 木造地蔵菩薩立像
像内と台座に天文十五年、宿院仏師定正等の銘がある １軀 元興寺

奈良市中院町11 室町時代

彫刻
木造十王坐像
像内と台座に天文二十一年、宿院仏師源次、定政等の銘
がある

３軀 正覚寺
奈良市西紀寺町21 室町時代



附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成29年３月26日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

奈良市教育委員会規則第３号
奈良市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を
改正する規則

奈良市教育委員会事務局組織に関する規則（昭和53年奈
良市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項中「、室」を「、センター」に改め、同項
教育総務部の部分中「生涯学習課」を「生涯学習課 総務
係 企画管理係」に、
「文化財課 総務係 指定文化財係 記念物係
埋蔵文化財調査センター を
図書館政策課 」
「文化財課 総務係 指定文化財係 記念物係

に改める。
埋蔵文化財調査センター 」

第４条総務係の部分中第12号を削り、第13号を第12号と
する。
第６条を次のように改める。

（生涯学習課の事務）
第６条 生涯学習課の所掌事務は、おおむね次のとおりと
する。
総務係
⑴ 社会教育関係団体の総括に関すること。
⑵ 成人教育に関すること。
⑶ 青少年教育に関すること。
⑷ 家庭教育に関すること。
⑸ 視聴覚教育に関すること。
⑹ 青少年団体の指導育成に関すること。
⑺ 青少年問題協議会に関すること。
⑻ 市営青少年野外体験施設に関すること。
⑼ 課の庶務に関すること。
企画管理係
⑴ 生涯学習の総合計画及び調整に関すること。
⑵ 社会教育委員に関すること。
⑶ 社会教育施設の維持管理に関すること。
⑷ 社会教育施設の整備計画に関すること。
⑸ 公民館に関すること。
⑹ 公民館運営審議会に関すること。
⑺ 図書政策に関すること。
第７条総務係の部分中第６号及び第７号を削り、第８号
を第６号とし、同条指定文化財係の部分の第６号中「事
務」の次に「及び調整」を加え、同部分の第７号中「世界
遺産」の次に「の保護」を加え、同号を同部分の第８号と
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別表（第２条関係）

事務 補助執行職員

人権教育に関すること（学校における人権教育に関する
ことを除く。）。 市民活動部長及び人権政策課の職員

学校施設の開放に関すること。 市民活動部長及びスポーツ振興課の職員

教育支援活動並びにボランティア情報の収集及び支援に
関すること。 市民活動部長及び協働推進課の職員

幼稚園の適正配置及び適正規模の計画並びに施策推進に
関すること。 子ども未来部長及び子ども政策課の職員

幼稚園施設の建設計画に関すること。 子ども未来部長及び子ども政策課の職員

幼稚園の設置及び廃止の手続きに関すること。 子ども未来部長及び子ども政策課の職員

幼稚園の経理事務等に関すること。 子ども未来部長及びこども園推進課の職員

幼稚園の保健事務に関すること。 子ども未来部長及びこども園推進課の職員

幼稚園の情報システム及び情報セキュリティ対策に関す
ること。 子ども未来部長及びこども園推進課の職員

幼稚園施設・設備の維持補修・管理、使用に関すること。子ども未来部長及びこども園推進課の職員

幼稚園の行政財産の管理に関すること。 子ども未来部長及びこども園推進課の職員

通園路の安全確保に関すること。 子ども未来部長及びこども園推進課の職員

保育内容の指導等関係事業への指導に関すること。 子ども未来部長及びこども園推進課の職員

幼稚園の人事等の管理及び職員組合等に関すること。 総務部長及び人事課の職員並びに子ども未来部長及びこ
ども園推進課の職員

学級編成、園児募集及び就園奨励に関すること。 子ども未来部長及び保育所・幼稚園課の職員



し、同部分の第６号の次に次の１号を加える。
⑺ 景観審議会に関すること。

第７条記念物係の部分の第５号中「事務」の次に「及び
調整」を加え、同部分に次の１号を加える。

⑹ 埋蔵文化財に係る届出等の事務及び調整に関する
こと。

第７条に次の１項を加える。
２ 文化財課埋蔵文化財調査センターの所掌事務は、おお
むね次のとおりとする。
⑴ 埋蔵文化財の保護に関すること。
⑵ 埋蔵文化財の発掘、調査、研究及び記録に関する
こと。

⑶ 出土品、記録等の整理保存に関すること。
⑷ 発掘調査報告書の刊行に関すること。
⑸ 埋蔵文化財に係る資料の収集に関すること。
⑹ 埋蔵文化財に係る公開及び活用に関すること。
⑺ センターの庶務に関すること。

第８条を次のように改める。
第８条 削除
第８条の２を削る。
第９条総務係の部分の第３号中「教員の事務効率化推進
」を「奈良ユネスコ協会事務局」に改め、同条指導係の部
分中第６号を削り、第５号を第６号とし、第４号を第５号
とし、第３号の次に次の１号を加える。

⑷ 英語教育に関すること。
第９条指導係の部分中第７号を削り、第８号を第７号と
し、第10号を第12号とし、第９号を第11号とし、同号の前
に次の３号を加える。

⑻ 学校教育活動支援（部活動指導、スクールサポー
ト等）に関すること。

⑼ 学校評価に関すること。
⑽ 学校運営協議会（コミュニティスクール）に関す
ること。

第９条教育推進係の部分の第１号中「英語教育」を「小
中一貫教育」に改め、同部分に次の１号を加える。
⑷ 日本語指導に関すること。

第12条第３項中「及びセンターに所長」及び「及びセン
ター」を削り、同条第４項中「室」を「センター」に、「
室長」を「所長」に、「主任」を「主査」に改め、同条第
15項中「及び室長」及び「又は所長」を削り、同条第16項
中「若しくはセンター」及び「若しくは所長」を削る。
第13条の表図書館の項中「図書館政策課」を削る。
附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（平成29年３月26日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市教育委員会告示第８号
奈良市立学校教職員の人事評価に関する苦情処理要綱を
次のように定める。
平成29年３月26日

奈良市教育委員会

委員長 杉 江 雅 彦
奈良市立学校教職員の人事評価に関する苦情処理要
綱

（目的）
第１条 この要綱は、人事評価に関する教職員課への苦情
相談で解決されなかった苦情（以下「苦情」という。）
を処理するために必要な事項を定めることにより、人事
評価の公平・公正性、客観性、透明性及び納得性を確保
することを目的とする。
（苦情処理委員会の設置）
第２条 苦情を処理するため、苦情処理委員会（以下「委
員会」という。）を置く。
（苦情処理委員会の組織）
第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組
織する。
２ 委員長は、委員会の事務を総理する。
３ 委員長は教育総務部長をもって充てる。
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき
は、その職務を代理する。
５ 副委員長は学校教育部長、委員は教育総務部次長及び
総務部参事の職にある者をもって充てる。
６ 委員会の庶務は、教育総務部教職員課において行う。
（会議）
第４条 委員会は、委員長が招集する。
２ 議事は、委員長、副委員長及び委員全員の賛成をもっ
て決する。
３ 前項の規定にかかわらず、書面による回議をもって議
事に代えることができる。
（苦情の申出）
第５条 苦情の申出は、人事評価に関する教職員課への苦
情相談で解決されなかった者が行うことができる。
２ 苦情の申出は、人事評価に関する教職員課への苦情相
談結果を知った日から２週間以内に、苦情処理申出書（
別記第１号様式）を、委員会に提出して行う。
（苦情の調査）
第６条 教職員課は、苦情の申出があった場合、委員長の
指示により、申出の内容について調査を行う。
２ 教職員課は、前項の調査を行う場合、必要に応じて申
出者、評価者及びその他の関係者から事情を聴取するこ
とができる。
（委員会への出席）
第７条 委員長は、申出者（奈良市管理職員等の範囲を定
める規則（昭和41年奈良市公平委員会規則第２号）第２
条に定める管理職員等を除く。）から申立てがある場合、
奈良市教職員組合、奈良市公立学校教職員組合のいずれ
かを代表する者を委員会に出席させることができる。
（苦情の処理）
第８条 委員会は、第６条の調査に基づき、申出内容につ
いて審査し、審査の結果を申出者に示すとともに、必要
に応じて評価者に対し措置を指示する。
（秘密の保持）
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第９条 委員会、評価者及び事情を聴取された関係者は、
申出者からの苦情申出の事実、苦情の内容その他の職務
上知り得た秘密を漏らしてはならない。
（不利益取扱いの禁止）
第10条 申出者、評価者及び事情を聴取された関係者は、
苦情申出を行ったこと及び苦情申出に関し事情を聴取さ

れたこと等により、いかなる不利益な取扱いを受けない。
（その他）
第11条 この要綱を定めるもののほか、必要な事項は、委
員長が別に定める。

附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。
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５
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関
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）

（平成29年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会訓令甲第１号
庁 中 一 般
関 係 各 所

奈良市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を
次のように定める。
平成29年３月26日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

奈良市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓
令

奈良市教育委員会事務専決規程（昭和49年奈良市教育委
員会訓令甲第３号）の一部を次のように改正する。
第５条中「、埋蔵文化財調査センター所長」を削る。
第５条の次に次の２条を加える。
（埋蔵文化財調査センター所長等専決事項）
第５条の２ 埋蔵文化財調査センター所長及び中央図書館
長（以下「埋蔵文化財調査センター所長等」という。）

は、次に掲げる事務を専決処理することができる。
埋蔵文化財調査センター所長等共通
⑴ 電気料金、水道料金、下水道使用料、ガス料金、
し尿処理料金、電話料金、料金後払とする郵便物等
の料金、保険料及び旅費の支出負担行為の決定
⑵ １件500万円未満の委託料の支出負担行為の決定
⑶ 前２号以外の１件300万円未満の支出負担行為の
決定
⑷ 支出命令書の発行
⑸ 収入金の調定及び調定通知
⑹ 所属職員の宿泊を要しない出張命令
⑺ 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令
⑻ 所属職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振り
の変更及び休日の代休日の指定
⑼ 所属職員の年次休暇、特別休暇及び欠勤の届又は
願の処理
⑽ 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、
報告、照会、回答及び通知
⑾ 主管事務に関する統計及び資料等のしゆう集及び



貸出の許可
⑿ 定例又は軽易な事務に属し、疑義又は自由裁量の
余地のない事項の処理

中央図書館長
⑴ 施設、設備等の使用許可、使用取消し及び使用制
限

⑵ 図書館資料のしゆう集及び貸出の許可
（高等学校事務長専決事項）
第５条の３ 高等学校事務長は、次に掲げる事務を専決処
理することができる。
⑴ 学校施設使用料の減免
⑵ １件500万円未満の支出負担行為の決定
⑶ 支出命令書の発行
第６条中「学校長及び幼稚園長は」を「学校長（高等学
校長を除く。以下この条において同じ。）及び幼稚園長は」
に改める。
第８条中「図書館長」の次に「（中央図書館長を除く。）」
を加える。

附 則
この訓令は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補
助機関である職員に委任する規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
平成29年３月31日

奈良市教育委員会
教育委員長 杉 江 雅 彦

奈良市教育委員会規則第４号
奈良市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長
の補助機関である職員に委任する規則

奈良市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補
助機関である職員に委任する規則（平成24年奈良市教育委
員会規則第６号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項中「市民生活部長」を「健康医療部長」に
改める。

附 則
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月31日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第４号
平成29年３月２日現在における地方自治法（昭和22年法
律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並びに市町村の
合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第
１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数
の50分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第
４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有する者
の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項、第
80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162
号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３
分の１の数は、次のとおりです。
平成29年３月２日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

50分の１の数 6,103人
６分の１の数 50,856人
３分の１の数 101,712人

（平成29年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市選挙管理委員会告示第５号
奈良市公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程を次
のように定めます。
平成29年３月２日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

奈良市公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程
奈良市公職選挙事務執行規程（昭和52年奈良市選挙管理
委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。
第45条第２項中「及び専ら手話通訳」を「、専ら手話通
訳のために使用する者及び専ら要約筆記（法第197条の２
第２項に規定する要約筆記をいう。）」に改める。

附 則
この規程は、平成29年３月２日から施行する。

（平成29年３月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市選挙管理委員会告示第６号
奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公
費負担に関する規程の一部を改正する規程を次のように定
めます。
平成29年３月29日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公
費負担に関する規程（平成６年奈良市選挙管理委員会告示
第22号）の一部を次のように改正する。
別記第４号様式その１備考４⑵中「15,300円」を「15,
800円」に改める。
別記第４号様式の２備考４⑵中「７円30銭」を「７円51
銭」に改める。
別記第５号様式備考４⑵ア中「510円48銭」を「525円６
銭」に、「301,875円」を「310,500円」に改め、同様式備
考４⑵イ中「26円73銭」を「27円50銭」に、「557,115円」
を「573,030円」に改める。
別記第６号様式その１（別紙）その２⑴中「15,300円」
を「15,800円」に改め、同様式その１の２（別紙）備考１
中「７円30銭」を「７円51銭」に改め、同様式その２（別
紙）備考２⑴中「510円48銭」を「525円６銭」に、「301,
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875円」を「310,500円」に改め、同様式その２（別紙）備
考２⑵中「26円73銭」を「27円50銭」に、「557,115円」を
「573,030円」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規程は、平成29年３月29日から施行する。
（適用区分）
２ この規程による改正後の奈良市の議会の議員及び長の
選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、
この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後そ
の期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日
までにその期日を告示された選挙については、なお従前
の例による。

（平成29年３月29日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第12号
奈良市農業委員会平成29年３月農地部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和32年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定
により告示します。
平成29年３月７日

奈良市農業委員会
農地部会長 今 中 阿 雄

１ 日時
平成29年３月14日（火） 午前９時30分

２ 場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第21会議室

３ 審議案件
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条及
び第５条に関する許可申請及び届出について

⑵ 相続税の納税猶予に関する適格者証明について
⑶ 農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による
農用地利用集積計画について

⑷ 農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第３項
に基づく農用地利用配分計画について

⑸ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理につい
て（２月専決処理分）

⑹ 水田・畑地造成形質変更届出について（２月専決処
理分）

⑺ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法
律第３条第３項の規定による特定農地貸付けの承認に
ついて

⑻ 知事許可について（２月許可分）
（平成29年３月７日掲示済）

議 会
奈良市議会規程第１号

奈良市議会事務局組織及び処務等に関する規程の一部を
改正する規程を次のように定める。
平成29年３月29日

奈良市議会議長 浅 川 仁
奈良市議会事務局組織及び処務等に関する規程の一
部を改正する規程

奈良市議会事務局組織及び処務等に関する規程（昭和52
年奈良市議会規程第２号）の一部を次のように改正する。
第３条の２の見出し及び同条第１項中「次長」を「次長
及び参事」に改め、同条に次の１項を加える。
３ 参事は、上司の命を受けて、事務局の特定の事務を担
当掌理し、所属職員あるときは、これを指揮監督する。
第８条第１項第１号中「次長及び」を「次長、参事及び
」に改める。

附 則
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

（平成29年３月29日掲示済）
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